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Ⅰ 国土強靱化とは

  大地震や大規模な風水害等の発生の度に甚大な被害を受け、その都度、長時間か

けて復旧・復興を図るという「事後対策」の繰り返しではなく、大規模自然災害等

の様々な危険を直視して、平時から大規模自然災害等に対する備えを行うことが重

要である。東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、大規模自然災害等への備えに

ついて、予断を持たずに最悪の事態を念頭に置き、私たちの国土や経済、暮らしが

災害や事故などにより致命的な被害を負わない「強さ」と、速やかに回復する「し

なやかさ」を備えた国土、経済社会システムを構築することが国土強靱化につなが

る。

Ⅱ 国土強靱化地域計画の策定趣旨、位置付け 

  平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に

資する国土強靱化基本法（以下「法」という。）」が公布・施行され、国は平成 26 年

6 月に「国土強靭化基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定した。 

  法第 13 条に「都道府県又は市町村は、国土強靭化に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村における国土強靭化に関する基本

的な計画（以下「国土強靭化地域計画」という。）」を、国土強靭化地域計画以外の

国土強靭化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして

定めることができる。」と規定されており、香川県においては、平成 27 年 12 月に

「香川県国土強靭化地域計画」（以下「県計画」という。）を策定したところである。 

  小豆島町国土強靭化地域計画（以下「本計画」という。）は、これまでの防災・減

災対策に関する取組を念頭に、基本計画及び県計画との調和を図りながら、県や国

など関係者との連携のもと、今後の本町の国土強靭化に関する施策の総合的かつ計

画的な推進するために策定するものである。 

国土強靱化の推進においては、大規模広域災害時に「公助の限界」が明らかにな

った東日本大震災等の教訓を踏まえ、「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合

わせることが必要であることから、行政のみならず、町民及び民間事業者、NPO な

ど（以下「事業者」という。）が適切に連携及び役割分担し、対策に取り組むことと

する。 
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※出典：「国土強靭化地域計画策定ガイドライン」（内閣官房国土強靭化推進室）

本計画は、国土強靱化の観点から、小豆島町における様々な分野の計画等の指針

となるものであり、国土強靱化に関しては、災害対策基本法に基づく「地域防災計

画」の上位計画となるため、本計画の策定後は、そこで示された指針に基づき、必

要に応じて、地域防災計画等の見直しを行う必要がある。

また、小豆島町総合戦略・人口ビジョンとの関係においても、本計画との整合性

を図る必要がある。

[参考１]国土強靱化に関する計画の体系 

[参考２]他計画との関係 
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Ⅲ 計画期間 

  本計画の内容は、基本計画に準じて概ね５年ごとに見直しすることとする。

  ＜計画期間＞ 令和２年４月（令和２年度）から

令和７年３月（令和６年度）まで

  ただし、附表（別冊）に記載している小豆島町国土強靭化地域計画に関連する主

な事業（個別事業）については、適宜見直しを行うこととする。

Ⅳ 計画対象区域 

  ＜計画対象区域＞ 小豆島町内全域

ただし、広域にわたる大規模自然災害が発生した場合など、広域連携が必要とな

ることが考えられるため、必要に応じ国・県・近隣自治体等の機関との十分な連携・

協力を考慮するものとする。

Ⅴ 計画の基本的な考え方 

１ 基本的な方針 

   国土強靱化地域計画の策定に当たり、まず、計画策定の対象範囲としての最悪

の事態の要因を「南海トラフを震源とした最大クラスの地震・津波」と「大規模

な風水害・土砂災害」と設定し、関係部局を横断的に、これらの要因の対応に向

[参考３]地域防災計画との違い 
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けた取組みを総合的に推進する。

 その策定に際しては、基本計画及び県計画との調和がとれたものであること、

小豆島町が直面する様々な大規模自然災害等のリスクの影響の大きさや緊急度

を踏まえ、施策の重点化を図りながら策定するものとする。

２ 計画の基本目標 

① 町民の生命を守る

 起きてはならない最悪の事態として、地震等での建物等の倒壊や火災発生、

大規模津波による死傷者の発生、風水害による死傷者の発生、情報伝達不足に

よる避難行動の遅れでの死者数の発生が想定されるため、全ての建物の耐震化、

家具類等の転倒・落下防止対策や津波避難の迅速化、大規模風水害や地震発生

後の市街地での大規模火災への対応強化を図る必要がある。

② 行政及び地域社会の重要な機能を維持する

 大規模自然災害発生直後から救助、救急、医療活動等が迅速に行われ、食料

やエネルギーの安定供給、企業の生産力低下を防ぐ必要があり、生活・経済活

動には必要最低限の電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワークを確保す

ることや、行政機関の職員の被災による機能の大幅な低下を避ける必要がある。

③ 町民の財産と公共施設の被害を最小化する

 家屋等の倒壊・住宅等の火災や浸水をはじめ、経済活動域への重大な影響

を避ける必要がある。また、公共施設は避難場所や防災施設として活用され

るものであり、被害が最小となるよう耐震化を進める必要がある。

④ 迅速な復旧・復興を行う

 ため池、ダムや防災施設の損壊・機能不全による制御不能な二次災害を発

生させないことや大量に発生する災害廃棄物処理の停滞、道路等の基幹イン

フラの損壊、地盤沈下による長期間の浸水被害の発生などにより、復旧・復興

が大幅に遅れる事態を避ける必要がある。 

３ 事前に備えるべき目標 

① 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる

② 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる（それ

がなされない場合の必要な対応を含む）
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 ③ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

④ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する

⑤ 大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む）を機

能不全に陥らせない 

⑥ 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、

上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧

を図る 

⑦ 制御不能な二次災害を発生させない 

⑧ 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる

条件を整備する 

４ 計画策定の手順 

  図に示す５つのステップにより地域計画を策定することとする。
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Ⅵ 地域特性 

１ 自然的条件 

  ① 位置及び面積

 本町は、香川県北東の風光明美な瀬戸内海国立公園に浮かぶ小豆島の中央から

東に位置し、西は土庄町、南は池田湾・内海湾を隔てて四国本土、東は播磨灘、

北は岡山県、兵庫県に相対している。複雑な地形を有している内陸部の多くは山

林が占め、景勝地の寒霞渓をはじめ、海と山の美しい自然環境に恵まれた町で、

面積は、95.59  となっている。

  ② 地勢

    本町は、海抜 817m の星ヶ城を最高峰として、日本三大渓谷美の一つとして知られ

る名勝「寒霞渓」を抱く一連の山々が東西に延び、約 80 ㎞に及ぶ海岸線は、島内最

大の半島である三都半島とその東側に位置する田ノ浦半島が突出して多くの曲線を

描いている。 

こうした半島によって、それぞれ池田湾、内海湾が形成されており、美しいリアス

式海岸の曲線と相まって豊かな自然環境を有しているとともに、各港は海上交通の

要路及び拠点となっている。 

  ③ 地質

    地質は、山地の大部分が花崗岩質であり、平坦部は、砂質土壌で肥よくである。

しかしながら、小豆島町の花崗岩は雨の侵食により風化し、軟らかくなり、土とな

った「マサ土（真砂土）」が厚く、水を含むと崩れやすく、流出しやすい性質をもっ

ている。

  ④ 気候 

    平均気温 15 度前後、降水量年間 1,000～1,400 ミリ前後の温暖寡雨な瀬戸内海式

気候で、県花県木で平和のシンボルであるオリーブの栽培に適し、日本における「オ

リーブ栽培発祥の地」として知られている。 
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２ 社会的条件等 

  ① 人口

本町の人口は 14,862 人、世帯数は 6,411 世帯（平成 27 年国勢調査）となってお

り、平成 22 年国勢調査と比較すると、人口は 1,290 人、世帯数は 305 世帯の減少と

なっている。香川県全体に占める人口の割合は 1.53％である。 

高齢化率は、41.90％（令和元年 12 月 1 日現在）となっており、全国的にみても高

齢化率は高く、防災上における要配慮者対策は急務となっている。 

また、移住・定住施策の推進に伴う移住者の増加、瀬戸内国際芸術祭等の影響によ

る交流人口、関係人口の増加、さらには訪日外国人観光客（インバウンド）の増加に

よる防災上のダイバーシティ対応、多言語化対策を行っていく必要がある。 

② 土地利用 

現在の小豆島町の土地利用は、宅地が 3.63  （3.8％）、山林 49.38  （51.7％）、

雑種地 2.32  （2.4％）、田畑が 9.12  （9.6％）、その他 31.14  （32.5％）となっ

ている。（固定資産概要調書等報告書第 2表・令和元年度値） 

③ 交通網 

陸上における主な交通基盤として、国道 436 号が東西を結ぶ地域間連絡道路とな

っているほか、海上では池田港、草壁港、坂手港、福田港の 4港からフェリーの定期

便が運航されており、高松市、姫路市、神戸市への移動手段となっている。 

島内では、唯一の公共交通機関である小豆島オリーブバス㈱が路線バスを運行して

いる。 

３ 過去の主な災害 

  ① 昭和 49 年 7 月 台風第 8号（集中豪雨） 

    昭和 49 年 6 月 26 日マリアナ群島東方海上に発生した台風第 8 号は、発達しなが

らゆっくり北西に進んでいた。一方、6月 29 日以降西日本一帯は、梅雨前線のため、

典型的な梅雨模様となっていた。 

    台風は沖縄西方を通過後、衰えながら北北東に進んでいったが、九州西方海上を

ゆっくり北北東に進んだ 7 月 6 日は、朝から台風周辺の温かく湿った空気が梅雨前

線を刺激し、四国地方は大雨となった。日中は比較的県内全域に降っていた雨は夜

になって局地的になり、特に、小豆島、東讃では、数時間にわたって毎時 40～70 ミ

リと記録的な集中豪雨となった。 

         橘地区の状況             岩谷地区の状況 



- 8 - 

降雨量（7月 6日 9時～7日 9時） 

旧内海町内の状況 香川県下の状況 

観測所 降雨量㎜ 観測所 降雨量㎜ 

太陽の丘 365 土庄 28

内海ダム 296 池田 145

寒霞渓道路公団 352 高松 6

岩谷 321 多度津 20

福田 338 引田 264

   ※ 過去 5年間の平均年間降雨量（内海ダム） 1,232 ㎜ 

  ◎ 被害の状況（旧内海町のみ） 

   (1) 人的被害 

       死   者   29 人 

       重 傷 者   18 人 

       軽 傷 者   23 人 

   (2) 建物被害 

       全   壊   57 戸 

       半   壊   71 戸 

床 上 浸 水  1,081 戸

床 下 浸 水 855 戸

       非住家全壊   42 棟 

       非住家半壊   37 棟 

被害総額

区分 被害金額（千円） 区分 被害金額（千円）

農林被害 1,397,199 環境保健被害 30,279

土木被害 858,473 文教施設被害 11,765

商工被害 1,504,670

 合 計 3,802,386

  ② 昭和 51 年 9 月 台風第 17 号（集中豪雨） 

    昭和 51 年 9 月 3 日カロリン群島東部に発生した台風第 17 号は、発達しながら北

西に進んだ。大型の強い勢力をもった台風は、北西進を続けたが、次第に速度が遅

くなり、10 日夜から 12 日午前にかけて、鹿児島の南西海上に約 30 時間も停滞を続

けた。さらに、9日から日本列島沿いに停滞した前線の作用も加わって、四国地方は

長時間わたって大雨が降り続いた。 

    特に 11 日には、1日の雨量が旧池田町（殿川ダム観測）で 552 ㎜、旧内海町（内

海ダム観測）で 762 ㎜を記録した。年間雨量が 1,000 ㎜程度の地域に、わずか 6 日

間でそれを上回る雨量が降ったことになる。 
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         谷尻地区の状況            竹生地区の状況 

雨量状況（単位：㎜） 

町名 観測所 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 合計 

旧池田町 殿川ダム 40.0 27.0 179.0 552.0 228.0 17.0 1,043.0

旧池田町 四方指 61.0 35.0 231.0 754.0 292.0 27.0 1,400.0

旧内海町 内海ダム 52.0 33.5 191.5 762.0 222.0 20.0 1,281.0

旧内海町 内海消防署 52.5 46.5 198.0 819.0 201.5 16.5 1,334.0

 ◎ 被害の状況（旧池田町と旧内海町の合計） 

   (1) 人的被害 

       死   者   35 人（うち旧池田町 28 人（室生 4人、谷尻 24 人）） 

       重 傷 者   26 人（うち旧池田町 8人） 

       軽 傷 者   56 人（うち旧池田町 20 人） 

   (2) 建物被害 

       全   壊   187 戸（うち旧池田町 20 戸） 

       半   壊   201 戸（うち旧池田町 42 戸） 

床 上 浸 水  2,012 戸（うち旧池田町 469 戸）

床 下 浸 水  2,217 戸（うち旧池田町 1,026 戸） 

       非住家全壊   75 棟（うち旧池田町 13 棟） 

       非住家半壊   12 棟（うち旧池田町 2棟） 

被害総額

区分 被害金額（千円） 区分 被害金額（千円）

農林被害 5,640,936 環境保健被害 62,321

土木被害 1,844,460 文教施設被害 23,538

水産被害 558,719 公共施設被害 9,250

商工被害 3,450,000 その他の被害 1,584,000

 合 計 13,173,224

  ③ 平成 16 年 8 月 台風第 16 号（高潮被害） 

    平成 16 年 8月 19 日マーシャル諸島の海上で発生した台風第 16号は、27日以降、

日本の南海上をゆっくりと北西に進み、29 日夜には九州の南海上で進路を北向きに
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変え、30 日 9 時半ごろ鹿児島県に上陸し、九州を縦断した。17 時過ぎに山口県に再

上陸した後、中国地方から能登沖を次第に速度を速めて強い勢力のまま北東に進ん

だ。 

    この台風第 16 号の通過が、年間を通して最も潮位の高い夏季の大潮期間の満潮時

に近かったことに加え、台風の通過に伴う気圧降下による吸い上げ効果、沿岸に向

かって吹き付ける強風による吹き寄せ効果によって、極めて高い潮位となり大きな

浸水被害が生じた。 

平木地区の状況             中学校内の状況 

台風第 16 号に伴う注意報・警報発表の経過

日 時間 注意報・警報

8月 30 日 00：52 強風、波浪注意報 

 06：37 暴風、波浪警報 

 10：00 暴風、波浪警報・高潮注意報 

 11：35 暴風、波浪警報・大雨、雷、洪水、高潮注意報 

 15：50 暴風、波浪、高潮警報・大雨、雷、洪水注意報 

 16：45 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮警報・雷注意報 

 22：46 暴風、波浪、高潮警報・大雨、雷、洪水注意報 

8 月 31 日 00：51 暴風、波浪、高潮警報 

 02：36 強風、波浪注意報 

 10：30 解除 

   （記録潮位）

     高松港   最高潮位 246cm（TP）【既往最高潮位 194cm】

     小豆島   最高潮位 251cm（TP）【既往最高潮位 192cm】

     （土庄東港）

 ◎ 被害の状況（旧池田町と旧内海町の合計） 

   (1) 建物被害 

一 部 損 壊   179 戸 

床 上 浸 水   229 戸

床 下 浸 水   513 戸 

       非住家全壊    1 棟 

       非住家半壊    3 棟 
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４ 南海トラフ地震等の被害想定 

南海トラフ

（最大クラ

ス）の地震・

津波による

被害（L2）

中央構造線

の地震によ

る被害

長尾断層の

地震による

被害

地震の規模（マグニチュード） 9.0 8.0 7.1 
最大震度 6強 6弱 5強

建物被害

（全壊）

（冬 18
時）

揺れ（棟数） 620 ＊ ＊

液状化（棟数） 110 30 ＊

津波（棟数） 90 ― ―

急傾斜地崩壊（棟数） 20 ＊ ＊

地震火災（棟数） 200 220 ＊

合計（棟数） 1,000 250 ＊

人的被害

（死者数）

（冬深夜）

建物倒壊（人） 40 ＊ ＊

うち屋内収容物移動・転倒、

屋内落下物（人）
＊ ＊ ＊

津波（人） 50 ― ―

急傾斜地崩壊（人） ＊ ＊ ＊

火災（人） ＊ ＊ ＊

ブロック塀等（人） ＊ ＊ ＊

合計（人） 90 ＊ ＊

人的被害

（負傷者

数）

（冬深夜）

建物倒壊（人） 430 20 ＊

うち屋内収容物移動・転倒、

屋内落下物（人）
50 ＊ ＊

津波（人） ＊ ― ―

急傾斜地崩壊（人） ＊ ＊ ＊

火災（人） ＊ ＊ ＊

ブロック塀等（人） ＊ ＊ ＊

合計（人） 430 20 ＊

人的被害

（自力脱出

困難者・要

救助者）

揺れに伴う自力脱出困難者（人） 100 ＊ ＊

津波による要救助者（人） 10 ― ―

ライフ

ライン被害

上水道
断水人口（人） 12,000 1,700 ＊

断水率（％） 76％ 11％ ＊

電力
停電軒数（軒） 15,000 1,300 20 
停電率（％） 100％ 12％ 0％

通信（固定

携帯電話）

不通回線数（回線） 4,600 610 10 
不通回線率（％） 63％ 8％ 0％
停波基地局率（％） 52％ ＊ ＊

交通施設

被害

道路（緊急輸

送）
被害箇所（箇所） 20 10 ＊

鉄道 被害箇所（箇所） ― ― ―

港湾
港湾被害箇所（箇

所）
10 ＊ ＊

生活への

影響
避難者

避難所（人） 3,400 40 0 
避難所外（人） 2,300 30 0 

災害廃棄物 災害廃棄物等

災害廃棄物（トン） 41,000 350 ＊

津波堆積物（トン）
114,000～

182,000 ― ―
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南海トラフ

（最大クラ

ス）の地震・

津波による

被害（L2）

中央構造線

の地震によ

る被害

長尾断層の

地震による

被害

その他の被

害（定量的

手法）

エレベータの

停止
停止数（棟数） 10 10 10 

危険物

火災（箇所） ＊ ＊ ＊

流出（箇所） ＊ ＊ ＊

破損等（箇所） ＊ ＊ ＊

※１:「＊」は少ないが被害がある。
※２:「－」は該当無し。
※３:四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。
※４:「香川県地震・津波被害想定（第 4次報告書）（平成 26年 3月 31日）による。
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Ⅶ 脆弱性評価及び対応案 

１ 脆弱性評価の考え方 

「脆弱性評価」とは、小豆島町の大規模自然災害等に対する脆弱性を調査し、評価す

るいわば町の健康診断であり、必要な施策の効率的・効果的な実施につながることか

ら、本計画の策定を進めるうえで、必要不可欠なプロセスである。 

本計画の取り組みにおいては、大規模自然災害発生時等、非常時のための施策に加え、

非常時を想定しつつ、平時の施策についても見直しを行う必要があることから、脆弱性

評価は施策分野ごとに行うものとする（法第 17 条第 4項）。 

また、達成すべき強靱化地域計画の目標を設定し、その妨げとなる事態として、仮に

起きれば致命的な影響が生じるとされる「起きてはならない最悪の事態」を設定する

（法第 17 条第 3項）。 

評価にあたっては、科学的知見に基づき総合的かつ客観的に行うとともに（法第 17

条第 4項）、施策の進捗を把握するため、できる限り定量的に実施する。

２ 想定するリスク 

町民生活・町民経済に影響を及ぼすリスクとしては、自然災害のほかに海難事故や

航空機事故、人為的な要因による林野火災、あるいはテロ等も含めたあらゆる事象が

想定されるが、本町においては以下の２点を「最悪の事態の要因」として想定すると

ともに、大規模な地震・津波の発生直後に大規模な風水害が発生するような複合的な

被害も想定した評価を実施した。

① 南海トラフを震源とした最大クラスの地震・津波 

南海トラフにおける今後 30 年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生

する確率は 70％から 80％（平成 31 年 1 月 1 日現在）であり、大規模な地震・津

波が発生すれば町内全域で甚大な被害が想定される要因となる。 

② 大規模な風水害・土砂災害 

想定し得る最大規模の降雨や大型台風等による大規模な風水害や土砂災害が発

生すれば、町内全域で甚大な被害が想定される要因となる。

３ 施策分野 

脆弱性評価は、国土強靱化に関する施策の分野ごとに行うこととされており（法第 

17 条第 4 項）、基本計画及び県計画に基づき、個別施策分野として、行政機能／警

察・消防等、住宅・都市、保健医療・福祉、エネルギー、情報通信、産業、交通・物

流、農林水産、町土保全、環境、土地利用の 11 分野とするとともに、横断的分野と

して、地域防災力の強化、老朽化対策、新技術対策、広域連携の４分野とした。

４ 目標と起きてはならない最悪の事態 

脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で行うこととされてお

り、基本計画及び県計画を参考とし、小豆島町の特性を考慮した８つの「事前に備え

るべき目標」及び 34 の「起きてはならない最悪の事態」を次のとおり設定した。 
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事前に備えるべき目標と起きてはならない最悪の事態 

５ 評価の実施手順 

まず、それぞれの「起きてはならない最悪の事態」を回避するための施策群を横断 

的な「プログラム」として整理し、次に、各プログラムを構成する個別施策ごとの課

題を分析するとともに、この分析をもとに各プログラムの達成度や進捗を把握して、

プログラムごとの現状の脆弱性を総合的に分析・評価した。

個別施策ごとの課題分析に当たっては、現在の進捗状況の把握や今後の進捗管理を

行う上で、達成度のイメージがしやすい指標をできるだけ多く設定し、脆弱性評価の

参考となるよう、現況数値を重要業績指標として選定した。

【1-1】
建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災
による死傷者の発生

【1-2】 不特定多数が集まる施設の倒壊･火災
【1-3】 広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生
【1-4】 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

【1-5】
大規模な土砂災害（深層崩壊）,ため池の決壊等による多数の死傷者
の発生のみならず,後年度にわたり町土保全の脆弱性が高まる事態

【1-6】 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生
【2-1】 被災地での食料・飲料水等,生命に関わる物資供給の長期停止
【2-2】 複数かつ長期にわたる孤立集落の発生

【2-3】
自衛隊,警察,消防,海保等の被災等による救助･救急活動等の絶対的
不足

【2-4】 救助・救急,医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶
【2-5】 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水･食糧等の供給不足

【2-6】
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災,支援ルートの途絶による医
療機能の麻痺

【2-7】 被災地における疫病・感染症等の大規模発生
【3-1】 被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化
【3-2】 信号機の全面停止等による重大交通事故の多発
【3-3】 町職員･施設等の被災による機能の大幅な低下
【4-1】 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

【4-2】
テレビ･ラジオ放送の中断等,長期停止により災害情報が必要なもの
に伝達できない事態

【5-1】
社会経済活動,サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停
止

【5-2】 港湾施設・漁港施設等の被災による海上輸送の長期停滞
【5-3】 食料等の安定供給の停滞

【6-1】
電力供給ネットワーク（発変電所,送配電設備）や石油・LPガスサプラ
イチェーンの機能の停止

【6-2】 上水道等の長期間にわたる供給停止
【6-3】 汚水処理施設・ごみ処理施設等の長期間にわたる機能停止
【6-4】 陸・海・空のネットワークが分断する事態
【6-5】 避難所の機能不足等により避難者の生活に支障が生じる事態
【7-1】 市街地での大規模火災の発生
【7-2】 沿道の建物等倒壊による直接的な被害及び交通麻痺

【7-3】
ため池,ダム,防災施設,天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害
の発生

【7-4】 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

【8-1】
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に
遅れる事態

【8-2】
災害発生後の道路啓開や復旧・復興を担う人材等（専門家,コーディ
ネーター,労働者,地域に精通した技術者等）の不足により道路啓開や
復旧・復興が大幅に遅れる事態

【8-3】
地域コミュニティの崩壊,治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れ
る事態

【8-4】
広域地盤沈下等による広域･長期にわたる浸水被害の発生により復
旧･復興が大幅に遅れる事態

基本目標（４） 事前に備えるべき目標（８）

3
大規模自然災害発生直後から必要
不可欠な行政機能は確保する

起きてはならない最悪の事態（３４）

①　町民の生命を
　守る

②　行政及び地域
　社会の重要な機
　能を維持する

③　町民の財産と
　公共施設の被害
　を最小化する

④　迅速な復旧・
　復興を行う

1
大規模自然災害が発生したときでも
人命の保護が最大限図られる

2

大規模自然災害発生直後から救助・
救急,医療活動等が迅速に行われる
（それがなされない場合の必要な対
応を含む）

7 制御不能な二次災害を発生させない

8
大規模自然災害発生後であっても,地
域社会・経済が迅速に再建・回復で
きる条件を整備する

4
大規模自然災害発生直後から必要
不可欠な情報通信機能は確保する

5
大規模自然災害発生後であっても,経
済活動（サプライチェーンを含む）を
機能不全に陥らせない

6

大規模自然災害発生後であっても,生
活・経済活動に必要最低限の電気,ガ
ス,上下水道,燃料,交通ネットワーク等
を確保するとともに,これらの早期復
旧を図る
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６ 評価結果のポイント 

脆弱性評価結果のポイントは以下のとおりである。

① ハード整備とソフト対策の適切な組み合わせが必要  

小豆島町における防災・減災等に資する施策は、現在実施中又は計画中の段階にあ

るものが多い。想定を超える災害に対する実施能力や財源に限りがあることを踏ま

え、施策をできるだけ早期に高水準なものとするためには、施策の重点化を図りつつ、

ハード整備とソフト対策を適切に組み合わせる必要がある。

② 代替性・冗長性等の確保が必要  

最悪の事態の要因となる災害等に対応するためには、個々の施設の耐震性などをい

かに高めても万全とは言えない。特に、行政、エネルギー、情報通信、交通・物流等

の分野においては、システム等が一旦途絶えると、その影響は甚大であり、バックア

ップ施設やシステム整備等により、代替性・冗長性等を確保する必要がある。

③ 他市町等との連携が必要 

    東日本大震災では、県域を越えた広域な範囲にわたり甚大な人的・物的被害が生

じた。このことから、起きてはならない最悪の事態が発生した場合には、町のみな

らず県及び四国全体で甚大な被害が想定されるため、早期に復旧・復興できるよう、

本州の他市町等と連携する必要がある。

④ 行政、町民、事業者などとの連携が必要  

個々の施策の実施主体は、行政だけでなく、町民、事業者など多岐にわたる。行政

以外の実施主体が効率的、効果的に施策を実施するためには、行政における組織体制

の強化や各実施主体への適切な支援が必要不可欠であるとともに、徹底した情報提

供・共有や各実施主体間の連携が必要である。
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Ⅷ 小豆島町の国土強靱化の推進方針 

１ 小豆島町国土強靱化に向けた施策の分野 

本計画の対象となる施策の分野は、脆弱性評価を行うに当たり設定した、以

下の 11 の個別施策分野と４の横断的分野とする。 

（個別施策分野） 

行政機能／警察・消防等、 住宅・都市、 保健医療・福祉、 エネルギー、

情報通信、 産業、 交通・物流、 農林水産、 町土保全、 環境、 土

地利用 

（横断的分野） 

地域防災力の強化、 老朽化対策、 新技術対策、 広域連携 

２ 施策分野ごとの小豆島町国土強靱化の推進方針 

推進方針の策定に当たり、施策を推進するための資源は限られることから、

効率的・効果的に地域強靱化を進めるため、小豆島町が直面するリスクを踏ま

え、「人命の保護」を最優先として、４つの基本目標に対する効果や効率性、計

画に盛り込むべき本町の特徴、事態が回避されなかった場合の影響の大きさ、

また国の基本計画との一体性等を考慮した上で、１で設定した 15 の施策分野ご

との推進方針を以下に示す。 

これらの 15 の推進方針は、８つの事前に備えるべき目標に照らして必要な対

応を施策の分野ごとに分類してとりまとめたものである。また、各分野におけ

る施策の推進に当たり、施策の実行性等を確保できるよう、施策を推進する主

体については、町民、事業者、町、県、国の５区分により明確にしている。 

（１）行政機能／警察・消防等（記号： ） 

（行政機能） 

＜施設等の耐震化の促進等＞ 

-1 発災時において応急対策活動の拠点となる庁舎本館、西館及び池田保健セ

ンターをはじめとする町有施設等を防災上重要建築物として指定し、耐震性の

確保等を図る。【町】 

-2 防災拠点施設等において、非常用電源・自家発電設備や太陽光発電設備と蓄

電池を組み合わせた設備などの整備等に努めるとともに、停電や燃料不足によ

り災害対応に支障を来たすことがないよう、非常用電源の運転等に必要な燃料

供給等について、民間事業者等と協定を締結するなど調達の確保を図る。【事業

者・町】 

＜業務継続体制の確保＞ 

-3 いかなる災害においても、発災後、早期に実施すべき応急業務や、継続する
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必要性が高い通常業務といった非常時優先業務を、適切に実施し、また継続す

るため、その業務の必要な人員・資源の確保・配分等を定めたＢＣＰ（業務継

続計画）の充実を図り、その実効性を確保するためのＢＣＭ（業務継続マネジ

メント）の体制を構築するよう努める。【町】 

＜訓練環境の充実強化等＞ 

-4 大規模な災害が発生した場合における救助活動能力を高めるため、町、県、

警察、消防等が協力して、消防ポンプ自動車、高性能救助車等の車両及び小型

動力ポンプ、ＡＥＤ等の資機材の確保など体制整備を進めるとともに、訓練環

境の更なる充実強化・整備を図る。【町・県】 

-5 地域の特性等を考慮し、訓練参加者や使用する機材等の訓練環境について

具体的な設定を行い、町、県、警察、消防、自衛隊、海上保安署、ライフライ

ン事業者などが参加する総合防災訓練等を実施し、毎年、訓練内容の充実を図

るとともに、町民においても、様々な機会の訓練に参加するよう努める。【町

民・事業者・町・県・国】 

＜防災関係機関相互の連携強化や広域応援・受援の体制整備＞ 

-6 南海トラフ地震等に備え、町内の被災状況や他地域からの支援状況など情報

収集を行うとともに、救助、救急、医療活動や物資の供給などの災害応急対策

を迅速に実施できるよう、公共施設の整備を行い、防災拠点としての体制整備

を図る。【町】

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各機関において応

急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を締結するなど、平常時から連携

を強化する。特に、大規模災害の発生において、市町間の応援・協力活動等が

迅速かつ円滑に行えるよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互応

援体制の整備を図る。【事業者・町】 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方をはじめとして、

中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域的な連携に関する協定の締結に

努めるなど、迅速な支援の受入れや広域的な避難ができる体制の整備を図る。

【事業者・町】 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめとして、中国地方

のほか本州の他市町等から円滑に応援を受けることなどができるよう、応援計

画や受援計画の策定に努めるとともに、応援・受援に関する連絡・要請の手順、

応援機関の活動拠点など体制整備を図る。【事業者・町】 

-10 大規模な被災により町が災害対応能力を喪失等した場合において、迅速か

つ適切な支援を受けることができるよう、国・県・他の自治体職員の町への受

入れ体制について検討する。【町・県・国】 
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＜孤立可能性集落への対応＞ 

-11 自立的に避難活動が行えるよう、消防団や自主防災組織等の活性化、避難

施設、備蓄倉庫、通信機器の配備を行うとともに、町役場と連携し、町内の災

害状況等の把握を行う体制や負傷者等の集落外への緊急避難を含めた救助救

援体制の整備を図るなど、孤立可能性集落における防災機能や自助・共助体制

の強化を図る。【町民・事業者・町】 

＜地域の人材の確保体制の強化＞ 

-12 応急対策全般への対応力を高めるため、緊急時に外部の専門家等の意見・

支援を活用できるような仕組みを平常時から構築するよう努めるとともに、発

災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者の活用や民間の人材の任期

付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるよう努める。【町民・事業者・

町・県】 

-13 復旧作業の長期化や作業人員の不足等に備え、あらかじめ民間事業者等と

の間での協定の締結や道路啓開作業等の主体となる建設業者等のＢＣＰ策定

を促進し、発災時の作業体制の確保に努めるとともに、発災時の道路啓開を行

う人材など、地域において、災害時における対応を含む社会資本の維持管理が

適切に行えるよう、担い手の確保を図る。【町民・事業者・町・県】 

＜その他の災害対応業務体制の強化＞ 

-14 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最

小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の理念を基本とし、町、県、国など

関係機関が協力し、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせ、津波等の防災

対策を効率的かつ効果的に推進する。【町民・事業者・町・県・国】 

-15 災害発生時の各種情報の収集・伝達及びり災証明書の発行などの被災者支

援について、香川県防災情報システムを利用して行うなど、災害対応業務の標

準化を図るよう努める。【町・県】 

（警察・消防等） 

＜施設等の耐震化の促進等＞ 

-16災害時に地域の災害警備活動の拠点となる警察署、交番等の施設について、

計画的な整備に努め、耐震化の促進など耐震性の確保を図る。また、消防団屯

所等についても、耐震化を進めるとともに、津波対策の観点から移転が必要な

施設については移転を着実に進める。【町・県】 

-17消防本部の指令センターや消防救急無線等の情報通信施設等について高機

能化及び耐災害性を強化するとともに、警察関係の通信施設等の耐災害性の強

化を図る。【町・県】 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停電等にも対処
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できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進する。【県】 

＜警察、消防等における体制整備＞ 

-19大規模な災害の発生に備え、町内における活動拠点の選定を行うとともに、

緊急消防援助隊などとの広域の合同訓練を実施し、救助・救急体制の整備を図

る。【事業者・町・県】 

-20 災害警備部隊について、実践的な訓練を通じて、広域的な派遣体制及び緊

急かつ迅速な救助体制の整備を図る。【町・県】 

-4 大規模な災害が発生した場合における救助活動能力を高めるため、町、県、

警察、消防等が協力して、消防ポンプ自動車、高性能救助車等の車両及び小型

動力ポンプ、ＡＥＤ等の資機材の確保など体制整備を進めるとともに、訓練環

境の更なる充実強化・整備を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-21 消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化を図り、消防体制の整備

に努める。【町民・事業者・町】 

-22 県内外の市町と締結した消防の応援協定に基づいて、消防相互応援体制の

整備に努めるとともに、緊急消防援助隊の応援・受援体制の整備に努める。【町・

県】 

-23 同時多発、交通障害、水利の破損等困難な特徴をもつ地震火災に対して、

適切かつ効果的な消防活動を行うため、活動体制、消防職員・消防団員の非常

招集方法などの体制をあらかじめ定めておく。【事業者・町】 

-24 女性や学生の入団促進を含めた団員の確保対策及び消防団ＯＢ等による機

能別消防団員や大規模災害団員の導入などにより、消防団の活性化や地域防災

力の向上を図る。【町民・事業者・町】 

-25 自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、要請の手順などを取り決めてお

くとともに、派遣要請を行う分野について、事前に自衛隊に連絡しておくなど

体制を整備する。【町・県】 

-13 警察・消防等が円滑に救助活動等が行えるよう、道路啓開作業等の主体と

なる建設業者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業体制の確保に努める。【町

民・事業者・町・県】＜再掲＞ 

＜孤立可能性集落への対応＞ 

-26 孤立可能性集落において、ヘリコプターの臨時発着場の設定や自衛隊等と

の部隊輸送等に関する連携などにより、災害時の情報収集、救出・救助、人員・

物資輸送等を円滑に行うよう努める。【町・県】 

＜治安の維持のための体制整備＞ 

-27 避難地域における空き巣や暴行・傷害などの犯罪行為が発生する等、被災

地全体の治安が悪化する可能性があるため、大規模な地震災害等が発生した場
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合の避難所、空き家等における防犯や安全確保が速やかに行えるよう治安維持

のための体制整備を図る。【町・県】 

（２）住宅・都市（記号： ） 

  ＜公共施設等の耐震性の確保＞ 

-1 発災時において応急対策活動の拠点となる庁舎本館、西館及び池田保健セ

ンターをはじめとする町有施設等を防災上重要建築物として指定し、耐震性の

確保等を図る。【町】＜再掲＞ 

-1 学校、公民館、社会福祉施設、病院、保育所等の公共的施設については、避

難所等としての利用も勘案し、耐震診断・耐震補強工事等に関する情報提供に

よる啓発、相談体制の整備等を通じて、施設の耐震化の促進や施設の快適性の

向上を図る。なお、学校施設・公民館等においては、吊り天井等の非構造部材

の耐震化等の落下防止対策を推進する。【事業者・町】 

-2 多数の者が利用する公共施設等について、利用の状況等を勘案し、計画的な

耐震診断、耐震補強工事等の耐震化を図る。【事業者・町・県】 

-3 住宅をはじめとした民間建築物について、住宅における家具類等の固定に

よる住宅空間の耐震化、耐震診断・耐震改修の補助制度の活用や情報提供によ

る啓発、相談体制等の整備等を通じて、建築物の耐震化の促進を図る。特に、

災害応急対策活動に必要な人員や物資等の輸送経路となる緊急輸送道路沿いの

民間建築物について、重点的な耐震化の促進に努める。【町民・事業者・町・県】 

＜不特定多数の者が利用する施設等における対応＞ 

-4 ホテル・旅館、物品販売店舗等の不特定多数の者が利用する特殊建築物につ

いて、防災査察等を通じて、耐震性、防火性能、避難施設等に関する防災指導

を行う。【事業者・町・県】 

-5 学校、保育所、病院その他多数の者を収容する施設や社会福祉施設など、い

わゆる要配慮者利用施設については、施設の立地や地域の特性を考慮し、あら

かじめ避難確保計画を作成し、関係職員に周知するとともに、避難訓練等を実

施するなど避難体制の確保を図る。【事業者・町・県】 

＜避難等の体制の整備＞ 

-6 津波避難対象地区について、県の作成した基本的な基準に基づき、町民、自

主防災組織、消防機関、警察、学校等の多様な主体と連携しながら、具体的か

つ実践的な津波避難計画を作成し、町民にあらかじめ十分周知する。【町民・事

業者・町・県】 

-7 地震発生時に適切な避難が行えるよう、津波警報等の内容も踏まえ、避難勧

告又は避難指示（緊急）を行う具体的な基準及び伝達内容、伝達方法、誘導方

法、避難所の管理運営方法等を策定しておく。【町】 
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-8 津波浸水予測図を基本として、津波避難対象地区を指定するとともに、重点

的に自主防災組織の結成や活動促進に努める。【町民・町】 

-9 指定された津波避難対象地区の町民や学校、社会福祉施設等においては、避

難場所・避難所、避難経路、家族との連絡方法等を平常時から確認しておくな

ど、津波が襲来した場合の体制整備を図る。【町民・事業者・町】 

-10 高齢者、障害者等の要配慮者のうち避難行動要支援者について、避難行動

要支援者名簿を作成するとともに、警察や消防機関、自治会や自主防災組織な

どに対し、あらかじめ名簿を提供するなど避難を支援する体制の整備を図る。

【町民・事業者・町】 

-11 町民が徒歩で安全かつ確実に避難できるよう、避難路等を指定・整備し、

その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・改善に努めるとともに、沿

道の危険ブロック塀等の倒壊による事故を防止するための危険ブロック塀等の

撤去支援を行う。また、耐震性、十分な幅員があること、火災の延焼、浸水、

がけ崩れ等の危険がないことなどを考慮して、避難路を複数ルート選定するも

のとし、既存の避難用の道路等について必要に応じて補強、補修等を行い、避

難活動が円滑かつ安全に行えるよう努める。【町民・町・県】 

-12 災害の危険が切迫した緊急時に避難するための指定緊急避難場所及び被災

者が避難生活を送るための指定避難所を指定し、必要に応じて施設の補強、補

修等を行うとともに、食料、飲料水等の物資等の備蓄、仮設トイレ、非常用電

源、ラジオ等資機材の確保などに努め、避難場所等の機能強化を図る。【町】 

＜市街地等における火災対策＞ 

-13 各家庭に消火器、消火バケツ等の初期消火用具が常備されるよう普及に努

めるとともに、自主防災組織等地域住民による初期消火活動が積極的に行われ

るよう指導育成に努める。【町民・事業者・町】 

-14 地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、防災関係機関等との連携

を図るため、町や消防機関の指導の下に、自主防災組織と地域の事業者等との

連携により、初期消火、応急救護、避難、避難誘導、避難所運営等の訓練を行

う。【町民・事業者・町】 

-15 市街地における火災の危険を防除するため、市街地の中心部で土地利用度、

建築密度が高く、防災上特に重要な地区を指定し、建築材料、構造等の制限を

行うほか、市街地にある不良住宅地の改良促進を行い、住宅の不燃化、住環境

の整備を図る。【町民・町・県】 

-16 街路、公園緑地等の適正な整備により、火災の延焼を防止するとともに、

災害時における避難場所等としての機能の確保を図る。【町】 

＜雨水等の再利用の促進や水道・電力等のライフラインの体制整備＞ 

-17 地下水の適正かつ合理的な利用を促進するため、関係団体と連携して、自
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主規制などを行い、地下水の保全を図る。また、雨水や下水再生水の再利用を

促進するため、再生水等の供給環境を整備するとともに、町民への普及・啓発

を図る。【町民・事業者・町・県】 

-18 災害時に活用可能な井戸の確保に努めるとともに、普段活用されていない

飲用井戸を水道水の代用水源として活用するため、水質検査などの体制整備を

図る。【町民・事業者・町】 

-19 水道施設について、地震による施設損傷や漏水に伴う断水を最小限にとど

めるため、計画的な耐震化及び長寿命化計画の策定等を通じた老朽化対策を推

進するとともに、水道供給における停電時の対策、応急給水・応急復旧体制の

整備、他事業者との広域的な応援体制の強化などの体制整備を行う。また、机

上及び実地訓練における震災対策などの訓練や研修等を通じて、ノウハウの強

化を図る。【事業者・町・県】 

-20 下水道施設の耐震診断を実施し、改築更新時期等を考慮して、計画的に耐

震対策を実施するとともに、下水道ＢＣＰの策定推進や応急復旧等の体制整備

を図る。また、持続可能な下水道事業の実施を図るため、長寿命化計画を策定

し、適切な施設管理に努める。【町】 

-21 発災時においても電力供給を確保するため、水力発電設備、火力発電設備、

原子力発電設備、送電設備、配電設備など各設備毎の耐震化対策や制御システ

ムのセキュリティ確保のための評価認証制度の活用を図るとともに、重要な送

電線の２回線化などバックアップ体制の整備も図る。また、応急復旧体制の整

備や応急復旧用資機材等の確保を図る。【事業者】 

-22 発災時においてもガス供給を確保するため、設備の耐震性の強化充実を図

る。また、地震発生時の情報連絡体制及び職員の動員体制を確立するとともに、

速やかに、設備を復旧できるように、平時から応急復旧用資機材を備え、停電

対策の整備を図る。【事業者】 

＜食料・飲料水等の調達等の確保体制＞ 

-23 防災の基本である「自らの身は自らで守る」という自助の原則に基づき、

最低３日分（望ましくは１週間分）の食料・飲料水や携帯トイレ等を準備して

おくよう努める。【町民・事業者・町・県】 

-24 食料（食物アレルギーへの対応を含む。）や飲料水等について、災害時に提

供可能な在庫状況の確認を行うとともに、関係業界等と協定を締結するなどし

て、調達の確保を図る。【事業者・町・県】 

-25 食料や飲料水等について、孤立が想定される集落など地域の地理的条件等

も踏まえて、食料等の確保目標を設定し、あらかじめ備蓄倉庫を確保して備蓄

に努めるとともに、関係業界等と協定を締結するなどして、調達の確保を図る。

【事業者・町】 
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＜帰宅困難者対策＞ 

-26「災害発生時にはむやみに行動は開始しない。」という基本原則の周知徹底

を図るとともに、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅路の確認などについて、

必要な啓発を行う。【町民・事業者・町・県】 

-27 事業所等に対し、一斉帰宅による混乱発生を防止するため、発災後、従業

員や顧客等を一定期間滞在させることの重要性や、そのための食料・水・毛布

等の備蓄の促進等について、必要な啓発を行う。【事業者・町・県】 

-28 避難所に帰宅困難者が来訪した場合の対応を定めておくなど避難所の運営

体制の整備に努める。また、帰宅困難者のために、一時的に滞在できる施設の

確保の検討を行う。【事業者・町・県】 

-29 コンビニエンスストア等を展開する法人等との間で、災害時の徒歩帰宅者

への食料や飲料水の提供などを内容とした協定を締結するなど、徒歩帰宅者を

支援する体制を整備する。【事業者・町・県】 

-30 公共交通機関の運行状況や道路の復旧状況など帰宅するために必要な情報

を、インターネット、報道機関による広報などにより、迅速に提供できる体制

を構築する。【事業者・町・県】 

-31 災害時における観光客等への帰宅支援が円滑に実施できるよう、安全な場

所への避難誘導方法や公共交通機関の運行状況等の情報を迅速に提供する体制

を整備する。【事業者・町・県】 

＜自主防災組織の活動体制の強化＞ 

-32 地域における防災対策を円滑に行うため、自主防災組織を結成・育成する

とともに、共助の観点から、その活動に積極的に参加するよう努める。【町民】 

-33 自主防災組織の育成を推進するとともに、自主防災組織による様々な地域

活動団体との連携強化、実践的で多様な世代が参加できる防災訓練の充実、必

要な資機材等の整備促進や自主防災組織のリーダーの研修に努める。【町民・事

業者・町・県】 

-14 地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、防災関係機関等との連携

を図るため、町や消防機関の指導の下に、自主防災組織と地域の事業者等との

連携により、初期消火、応急救護、避難、避難誘導、避難所運営等の訓練を行

う。【町民・事業者・町】＜再掲＞ 

＜長周期地震動や大規模盛土造成地等の対策＞ 

-34 大規模盛土造成地等の危険箇所の把握やマップ作成を行うとともに、優先

度の高いものから、危険度の状況について調査・確認を行う。【事業者・町・県】 

（３）保健医療・福祉（記号： ） 

  ＜医療救護体制の強化＞ 
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-1 被災地の医師、医薬品、医療資機材の不足等の救護需要に対して、県内他地

域又は県外から医療協力を得るため、地域と連携した救護班の派遣調整等を行

う体制や人材の確保に努めるなど、救護班の受入、患者の搬送、連絡体制等に

ついて調整、整備を行う。【事業者・町・県】 

-2 訓練の実施等を通じて、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成をはじめ体

制の整備を図る。【事業者・町・県】 

-3 大規模な広域的災害の発生に備え、広域医療搬送訓練や広域のＤＭＡＴ実動

訓練の実施などにより、広域的医療体制の整備を図る。【事業者・町・県】 

-4 避難者数の増加に備え、避難所やトイレ、簡易ベッドなどの資機材等の確保

を図るほか、救護所の設置など医療救護体制を強化する。【事業者・町】 

-5 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）などが被災地に円滑に到達できるよう、ま

た、医薬品や医療資機材が被災地に円滑に供給できるよう、緊急輸送路等の道

路施設や海岸堤防等を耐震補強するとともに、障害物の除去などの道路啓開を

円滑に実施するための応急復旧資機材の確保などを進め、戦略的に、災害時に

おける、医師、医薬品や医療資機材等の輸送・供給体制を確保する。【事業者・

町・県】 

-13 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）などが被災地に円滑に到達できるよう、

道路啓開作業等の主体となる建設業者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業

体制の確保に努める。【町民・事業者・町・県】＜再掲＞ 

-6 医師会が組織する災害派遣チーム（ＪＭＡＴ）等が避難所・救護所等におい

て、円滑に医療・保健衛生等の活動ができるよう、必要な体制整備を進める。

【事業者・町・県】

＜孤立可能性集落への対応＞ 

-7 災害の発生に備え、孤立可能性集落等においては、地域的な偏在等により医

師が不足していることから、医師の養成・確保を推進するとともに、患者搬送

手段として、災害対応特殊救急自動車の整備、港湾施設及び漁港施設の整備・

耐震化、かがわ遠隔医療ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ）の整備・拡充など医療体

制の充実を図る。【事業者・町・県】

＜災害拠点病院の施設・設備の充実等＞

-8 災害拠点病院である小豆島中央病院について、施設、設備の充実に努めると

ともに、食料、飲料水、医薬品、非常電源用燃料の備蓄等の促進を図る。【町】 

-9 病院等を含めた公共施設管理者に対する、耐震診断・耐震補強工事等に関す

る情報提供による啓発や相談体制の整備等を通じて、施設の耐震化の促進を図

る。【事業者・町・県】 

＜社会福祉施設等における体制整備＞ 
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-10 社会福祉施設等の被害状況を把握するシステム等を活用し、町が被災者の

救出や受入れの調整が迅速に行えるよう、体制の整備に努める。【事業者・町・

県】 

-11 社会福祉施設等において、災害時における町、県、関係機関、ボランティ

ア団体等との連携協力体制を整備するほか、施設利用者の生活維持に必要な食

料、飲料水等の備蓄や防災資機材、非常用自家発電機等の整備に努める。【町民・

事業者・町・県】 

-12 訓練の実施や研修等を通じて、社会福祉法人等職員によって構成される災

害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を創設するなど、福祉分野における体制の整備

を図る。【事業者・町・県】 

-13 他県からの災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）等が、被災地の社会福祉施設

や避難所等において、円滑に福祉活動ができるよう、必要な体制整備を進める。

【事業者・町・県】 

-14 災害時要配慮者のための福祉避難所について、町と社会福祉施設等が設置・

運営に関する協定を締結した上で、訓練の実施や研修等を通じて、福祉避難所

を速やかに開設できる体制の整備を図る。【事業者・町】 

＜感染症等の発生・まん延における対策＞ 

-15 情報収集を迅速かつ的確に行い、感染症等の発生・まん延を防ぐため、必

要に応じ、臨時の予防接種を行う体制や病原体に汚染された場所の消毒、害虫

等の駆除などの体制を整備するとともに、早期治療を行うことができるよう、

医療提供体制を整備する。なお、町内において、対応が困難な場合は、県・国

による技術的援助又は近隣自治体等による協力・支援を要請するなどの体制整

備を図る。【事業者・町・県】 

（４）エネルギー（記号： ） 

  ＜再生可能エネルギーの導入促進＞ 

-1 再生可能エネルギーの導入促進は、地球温暖化対策の観点やエネルギー源の

分散化や地域経済への波及効果の観点から重要であり、災害による停電時の自

主電力確保を推進するため、「住宅用太陽光発電設備設置への補助」や「家庭用

蓄電池設置への補助」、「公共施設への太陽光発電システムや蓄電池の整備」な

ど再生可能エネルギーの導入促進に取り組む。【町民・事業者・町・県】 

  ＜危険物等関係施設の防災対策＞ 

-2 危険物等関係施設の安全性を確保するため、事業所における自衛消防組織

等の設置や自主点検の実施などを図るため指導を行うとともに、事業者等に

対し、講習会、研修会を実施し、危険物等に関する知識の向上を図る。【事業

者・町・県】 
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＜災害に備えた燃料等の確保体制の整備＞ 

-3 大規模災害発生時に停電等により燃料供給が滞ることがないよう、災害対

応の拠点となる施設や災害対処に当たる車両等に優先供給を行う給油所など

における燃料の備蓄を促進し、供給に関する協定を結ぶなど燃料の確保体制

の整備を図る。【事業者・町・県】 

-4 事業者において、燃料等の仮貯蔵・取扱いのガイドラインの内容の円滑な

実施が図られるよう、その内容について、消防機関などに周知を行う。【事業

者・町・県】 

-5 関係機関・団体等と連携し、障害物の除去などの道路啓開を含めた応急復

旧体制を確立し、燃料供給ルートの確保を図る。【事業者・町・県】 

-2 防災拠点施設などにおいて、非常用電源・自家発電設備や太陽光発電設備

と蓄電池を組み合わせた設備などの整備等に努めるとともに、停電や燃料不

足により災害対応に支障を来たすことがないよう、非常用電源の運転等に必

要な燃料供給等について、民間事業者等と協定を締結するなど調達の確保を

図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-8 災害拠点病院である小豆島中央病院について、施設、設備の充実に努める

とともに、非常電源用燃料の備蓄等の促進を図る。【町】＜再掲＞ 

-11 社会福祉施設等について、非常用自家発電機等の整備に努める。【事業者】

＜再掲＞ 

-13 災害時の燃料供給が円滑に行えるよう、道路啓開作業等の主体となる建設

業者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業体制の確保に努める。【町民・事

業者・町・県】＜再掲＞ 

（５）情報通信（記号： ） 

  ＜行政における情報伝達体制の強化＞ 

-1 避難に関する情報伝達方法について、防災行政無線をはじめとして多様な

手段を検討し、その整備に努めるとともに、情報収集・提供業務の担い手とな

る職員の確保・育成や体制整備に努める。【町・県】 

-2 情報の伝わりにくい高齢者、障害者等の要配慮者に対しては、その特性に

応じた手段で伝達を行うなど、自治会や自主防災組織、消防団等多様な団体の

協力を得ながら、情報伝達体制の整備等に努める。【町民・町・県】 

-3 防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、香川県防災行政無

線、香川県防災情報システムやＬアラート（公共情報コモンズ）などを活用し

た情報通信体制の整備の推進、情報通信施設の耐震性の強化、防災行政無線の

デジタル化の促進等を図るとともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

など、緊急地震速報等の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築に努め

る。また、商用電源停電時も通信設備に支障のないよう、自動起動の非常用発
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電設備等の整備を図る。また、町民への情報伝達に有効な同報系無線、戸別受

信機等の整備・更新にも努め、町民による情報伝達体制も確立する。【町民・

町・県】 

-4 災害により、道路の寸断や通信の途絶による孤立集落が発生した際、救命、

救助活動を円滑に実施するため、衛星携帯電話など持ち運びが可能な通信機

器を複数整備するよう努める。【町・県】 

＜事業者を含む情報伝達体制の整備＞ 

-5 発災時においても重要通信を確保するため、設備を強固にし、地震に強い

信頼性の高い通信設備の設計・設置を図るとともに、主要伝送路のループ構成

などバックアップ体制の整備を図る。また、復旧要員及び復旧資材等の確保を

図るなど応急復旧体制を整備する。【事業者・町・県】 

-6 発災時における情報通信、放送の送出及び受信を確保するため、施設等の

耐震性の強化、放送機材等の落下・転倒防止、非常電源設備の充実、応急復旧

体制の整備など防災対策を推進する。【事業者】 

-7 ラジオ放送局等において、ＦＭ補完中継局の整備など難聴・災害対策を推

進するよう努める。【事業者】 

（６）産業（記号： ） 

  ＜業務継続体制の確保＞ 

-1 商工会が中小企業のＢＣＰ策定の相談・指導窓口として機能するよう支援

するとともに、中小企業向けのＢＣＰ策定セミナーの開催等を行い、早期のＢ

ＣＰ策定を促進する。【事業者・町・県】 

＜サプライチェーンの途絶を防ぐ対策＞ 

-2 大規模災害において、サプライチェーンを一貫して途絶させないため、道

路施設や海岸堤防、港湾施設や漁港施設等の耐震化など地震・津波への対策を

進めるとともに、輸送体制等の確保を図る。【事業者・町・県】 

（７）交通・物流（記号： ） 

  ＜物資の供給・輸送体制の強化＞ 

-1 緊急輸送路等について、障害物の除去などの道路啓開を円滑に実施するた

め、関係機関が連携し、応急復旧用資機材の確保など体制整備を図る。【事業

者・町・県】 

-13 物資の緊急輸送が円滑に行えるよう、道路啓開作業等の主体となる建設業

者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業体制の確保に努める。【町民・事業

者・町・県】＜再掲＞ 

-2 物資の緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ運送事業者等と協定
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を締結するとともに、物資輸送訓練を実施し、緊急輸送体制の構築を図る。【事

業者・町・県】 

-3 二次（地域）物資拠点となる公共施設や二次（地域）物資拠点支援施設と

なる民間施設等が利用できない場合等に備え、複数の二次（地域）物資拠点や

二次（地域）物資拠点支援施設の確保を図るなど災害対応力の強化を図る。【事

業者・町】 

-4「プッシュ型支援」においては、町の物資需要に関する情報収集を行い、必

要とされる物資の予測が、また、「プル型支援」においては、被災者のニーズ

を的確に把握し、適切な量と品質の物資の確実な供給が、それぞれ必要となる

ため、こうした支援が円滑に行えるよう、受援計画・受援マニュアル等を作成

するとともに、体制整備を図る。【事業者・町】 

-5 大規模な災害の発生に備え、坂手港、内海港及び池田港などの港湾につい

て、迅速な航路啓開の体制を確立し、各港湾を拠点とした緊急物資輸送や緊急

避難、エネルギー輸送など、離島における物流拠点としての体制整備を図る。

【町・県】 

-6 港湾区域内の航路等について、漂流物等により船舶の運航に支障が生じな

いよう、県や国と連携するとともに、関係企業や団体の協力も求め、速やかな

障害物の除去等に努める。【事業者・町・県】 

-2 大規模災害において、サプライチェーンを一貫して途絶させないため、道

路施設や海岸堤防等の耐震化など地震・津波への対策を進めるとともに、輸送

体制等の確保を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

＜道路ネットワークの強化＞ 

-13 物資の緊急輸送体制や救急・救命・消防活動体制を強化するため、道路啓

開作業等の主体となる建設業者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業体制

の確保に努める。【町民・事業者・町・県】＜再掲＞ 

-7 物資の緊急輸送体制や救急・救命・消防活動体制を強化するため、町道・

県道及び国道の拡幅など道路施設の整備を積極的に推進する。【町・県】 

-8 災害時に輸送ルートの迂回路として利用可能な農免道路や農道、林道等の

情報について、代替路の確保等の観点から、関係者間で緊密に情報共有を図る。

【事業者・町・県】 

＜道路施設の防災対策＞ 

-9 耐震点検結果に基づき、落橋、変形等の被害が予想される道路施設のうち、

長寿命化計画に沿って、緊急度の高いところから速やかに耐震補強工事等を

行う。また、新たな道路、橋梁等を建設するときは、耐震性を考慮した整備を

行うなど、道路機能の確保を図る。【町・県】 

-10 道路ネットワークの安全性、信頼性を確保するために、橋梁の老朽化対策
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として、長寿命化計画を策定し、予防的な修繕及び計画的な架け替えの実施を

行うとともに、主要な道路について代替路を確保するための道路整備など複

数ルートの確保を図る。【町・県】 

-11 道路法面の崩壊、路面の損傷等が予想される危険個所について防災工事や

道路の拡幅を行うなど道路施設の整備を図る。【町・県】 

-12 道路の路面下の空洞化による陥没等を防ぐため、空洞化状況の効果的かつ

効率的な調査方法についても検討を行う。【事業者・町・県】 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停電等にも対処

できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進する。【県】＜再掲＞ 

＜港湾施設の防災対策＞ 

-13 港湾施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、最低限の経

済・物流活動の維持等を図るため、施設の老朽化対策として、長寿命化計画に

基づく整備を行うよう努める。【町・県】 

＜漁港施設の防災対策＞ 

-14 漁港施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、最低限の経

済・物流活動の維持又は道路の崩壊などで陸上輸送が困難になった場合の海

上輸送路の確保を図るため、施設の老朽化対策として、長寿命化計画に基づく

整備を行うよう努める。【町】 

＜フェリーの活用＞ 

-15 坂手港～高松港・神戸港、草壁港～高松港、池田港～高松港、福田港～姫

路港のフェリー航路の維持を図るとともに、事業者と連携を強化することに

より、陸路が遮断された場合の代替輸送手段及び避難手段の確保を図る。【事

業者・町・県】 

  ＜孤立集落等における道路施設等の防災対策＞ 

-16 孤立集落等において、迅速な復旧活動や物資支援が行えるよう、道路・海

岸堤防等の耐震補強等必要な安全性を確保するとともに、障害物の除去等を

円滑に実施するため、応急対策資機材の確保や関係機関との連携強化などに

努める。【事業者・町・県】 

（８）農林水産（記号： ） 

  ＜ため池の防災対策＞ 

-1 地震等により決壊した場合に甚大な被害が想定される大規模ため池を中心

に、決壊したときの浸水想定区域や避難場所・避難所、避難経路を示すハザー

ドマップの作成や普及啓発を促進し、町民の避難体制の確立を図る。【町民・事
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業者・町・県】 

-2 地震等に伴うため池の決壊等を未然に防止するため、老朽化ため池の整備を

行うとともに、農業用水を確保し、管理者による適切な保全管理に努める。【事

業者・町・県】 

-3 地震等により決壊した場合に甚大な被害が想定される大規模ため池を中心

に、計画的に耐震診断を実施し、国の防災対策を踏まえ、必要な耐震化整備を

行うなどにより、地域の安全性の確保を図る。【事業者・町・県】 

-4 豪雨や台風等による被害を未然に防止するため、防災上危険で放置すること

のできない中小規模ため池を対象に、保全または機能廃止を含めた防災のため

の整備を促進する。【町・県】

＜農業施設の整備や地域資源の保全管理＞ 

-5 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、施設管理者と非農

業者を含めた地域住民が連携し、有害鳥獣対策や農道、水路、ため池、林道等

の地域資源の保全・管理を推進する。【町民・事業者・町・県】 

-6 防災・減災力の強化を含めた農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮の

観点から、地域住民による共同活動に対する支援を行い、有害鳥獣対策や農道、

水路、ため池、林道等の地域資源の適切な保全管理等を推進するとともに、こ

れらを通じて、地域防災力の強化を図る。【町民・事業者・町・県】 

-7 農業に係る生産基盤等について、災害に対応するため、水源であるため池や

基幹的農業水利施設、農道、林道等の改修・整備を推進する。また、農業集落

排水施設の機能保全を維持・推進するため、施設の老朽化や耐震化について、

機能診断調査等を行うとともに、調査結果に基づき計画の策定等の支援を行う。

【事業者・町・県】 

-8 津波・高潮等の発災後、優良な農地における農業生産活動が回復できるよう、

罹災農地における塩分濃度を低下させるための指導を行うなど必要な塩害対策

を促進する。【事業者・町・県】 

＜漁港施設の整備＞ 

-9 防波堤等の漁港施設の機能の保全を行うため、施設の老朽化対策として、長

寿命化のための調査や計画策定を実施するとともに、計画に基づく整備を行う

よう努める。【町】 

-10 防災・減災対策として、防波堤の嵩上げ等の漁港施設の機能強化に係る整

備を行うよう努める。【町】 

＜森林整備・保全対策＞ 

-11 森林の整備に当たっては、地域に根差した植林も活用しながら、自然と共

生した多様な森林づくりを推進する。【町民・事業者・町・県】 
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-12 森林が有する多面的機能を発揮するため、地域コミュニティと連携した森

林、林道等の整備・保全活動を推進する。【町民・事業者・町・県】 

-13 山地災害のおそれがある箇所の調査・把握結果に基づき、間伐等の森林整

備と治山ダム工等の治山対策の効果的・効率的な実施による災害に強い森林づ

くりを推進する。【町民・事業者・町・県】 

（９）町土保全（記号： ） 

  ＜河川・海岸堤防等の整備＞ 

-1 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備計画」に基づ

き、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など地震・津波対策を行うとと

もに、新設に当たっては耐震性を考慮して整備する。また、堰、水門、ダム等

防災上重要な施設については、発災時に大きな被害が出ないように、長寿命化

計画の策定等に努める。なお、ダムの再開発を行う際には、利水容量の確保等

により、渇水にも対応できるよう整備を行う。【町・県】 

-2 浸水等河川流域の災害による被害の軽減を図るため、維持・修繕等を行うと

ともに、河積の確保や堤防の整備、上流ダムの建設等による整備を行う。【町・

県】 

-3 河川・海岸堤防等の整備に当たっては、自然との共生や自然環境に配慮する。

【町・県】 

＜津波等からの円滑な避難を確保するための対策＞ 

-4 津波等からの円滑な避難を確保するため、津波ハザードマップの作成・更新

を促進するとともに、ホームページへの掲載などにより、早期避難について、

町民への周知に努める。【町民・町・県】 

-5 洪水・内水・高潮からの円滑な避難を確保するため、想定し得る最大規模の

浸水想定（概ね 1,000 年に一回程度）を行い公表して、ハザードマップの作成・

更新を促進し、町民の避難体制を確立するとともに、雨水管理総合計画を策定

し、雨水公共下水道事業を推進するほか、排水機場や雨水貯留管等の排水施設

の整備、新たな都市下水ポンプ場及び管路の新設、既存都市下水ポンプ場の老

朽化に伴う設備の更新・長寿命化を行う。【町民・町・県】 

-6 浸水想定区域の区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難場所など迅速な避

難の確保を図るために必要な事項を定め、町民に周知する。【町民・町・県】 

-7 女性層に対する団員への参加促進等消防団の活性化を推進するとともに、消

防団ＯＢ等による機能別消防団員や大規模災害団員の導入など、水防活動の担

い手を確保し、消防団の育成及び強化を図る。【町民・町・県】 

-8 津波への迅速な対応が可能になるよう、水門・陸閘等の自動化、遠隔操作化

等について検討を進める。【町・県】 
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-9 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備計画」に基づ

き、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など地震・津波対策を行うとと

もに、地震発生時に適切な避難が行えるよう、避難方法等について、あらかじ

め十分な広報・啓発を行う。【町・県】

＜土砂災害や山地災害への対応＞ 

-10 地震や集中豪雨等による土石流、急傾斜地崩壊、地すべり及び山地災害の

危険性を町民に周知し、町民の被害の防止に努める。特に、土砂災害警戒区域

や土砂災害危険箇所等については、広報活動等を行い、町民等への周知を徹底

するとともに、土砂災害のおそれのある区域について、土砂災害警戒区域等の

指定を推進する。【町・県】 

-11 土石流や山地災害などの危険区域付近の町民に対して、異常な状況の早期

発見に留意するよう啓発するとともに、避難場所及び避難所、避難経路、避難

方法、情報の伝達手段等をあらかじめ定めるなど土砂災害や山地災害の危険区

域に対する警戒避難体制を強化する。【町民・町・県】 

-12 土砂災害から町民の生命や財産を守るため、斜面や渓流など危険箇所の点

検等を行う砂防ボランティアの活動を支援する。【町民・町・県】 

-13 土石流危険渓流について、災害を未然に防止するため、危険度の高いとこ

ろから砂防指定地に指定し、砂防工事を行う。また、既存の砂防ダムにおける

老朽化対策（改築・改修）を進めるとともに、適切な維持を図るための修繕や

土砂の浚渫等を実施する。【町・県】 

-14 急傾斜地崩壊危険箇所について、災害を未然に防止するため、危険度の高

いところから急傾斜地崩壊危険区域に指定し、崩壊防止工事を行う。【町・県】 

-15 地すべり危険箇所について、災害を未然に防止するため、危険度の高いと

ころから地すべり防止区域に指定し、地すべり防止工事を行う。【町・県】 

-16 山地災害危険地について、災害を未然に防止するため、危険度の高いとこ

ろから優先的に治山事業を行う。【町・県】 

-17 土砂災害警戒区域等の周知徹底を図るとともに、土砂災害からの円滑な避

難を確保するため、土砂災害ハザードマップの作成・更新を促進するとともに、

ホームページへの掲載などにより、早期避難について町民への周知に努める。

【町民・町・県】 

（10）環境（記号： ） 

  ＜廃棄物処理対策＞ 

-1 仮集積場・処分場の候補地の選定等を含めた災害廃棄物処理計画については、

県災害廃棄物連絡協議会において、県や市町との間において情報共有を図り、

計画策定及び更新に取り組む。なお、有害物質の漏えい等により、有害物質が

災害廃棄物に混入した場合、災害廃棄物の処理に支障が生じることから、有害
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物質に係る情報を事前に把握するよう努める。【事業者・町・県】 

-2 処理計画の実行性を高めるため、廃棄物処理の実務経験者や専門的な技術に

関する知識・経験を有する者をリストアップするとともに、研修会等の開催な

どにより、廃棄物処理に精通した人材の育成を図る。【事業者・町・県】 

-3 廃棄物処理施設について、地震による施設の被害を抑えるとともに、非常用

発電設備の導入など停電対策を実施するほか、迅速な応急復旧を図るため、施

設の安全強化、応急復旧体制、広域応援体制の整備、十分な大きさの仮集積場・

処分場の候補地の選定等を行うとともに、広域処理を行う地域単位で、一定程

度の余裕を持った処理施設の能力を維持し、災害廃棄物処理機能の多重化や代

替性の確保を図るよう努める。【町】 

-4 災害時大量に排出される災害廃棄物等について、新たな最終処分場の建設を

行うことで、処理能力を維持するとともに、災害時の受入れ容量を確保する上

でも、産業廃棄物の減容、選別を行う中間処理施設の整備を検討する。【町】 

  ＜津波等による漂流物の対策＞ 

-5 津波等により大量のごみや流木等が海に発生した場合に備え、情報を的確に

把握し、迅速に対応ができるよう、連携体制や回収・処理体制の整備を図る。

【町・県・国】 

-6 港湾区域内の航路等について、漂流物等により船舶の運航に支障が生じない

よう、県や国と連携するとともに、関係企業や団体の協力も求め、速やかな障

害物の除去等に努める。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

  ＜有害物質の漏洩による環境汚染等の対策＞ 

-6 有害物質の漏洩による環境汚染を防止するため、有害物質を取り扱っている

事業者において、有害物質の飛散及び流出の防止、周辺環境の汚染防止等の措

置を講じるなど体制整備を図る。【事業者・町・県】

  ＜浄化槽に係る転換促進＞ 

-7 老朽化した単独浄化槽から合併浄化槽への転換を促進する。【町】 

＜空き家の対策＞ 

-8 老朽化して倒壊等のおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の

向上を図るとともに、空き家の有効活用も推進するなど空き家の適正管理に努

める。【町民・町】 

（11）土地利用（記号： ） 

-1 災害発生後の円滑な復旧・復興のためには、土地の権利関係を明確にした現

地復元能力のある地籍図等を整備しておくことが必要不可欠であることから、
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地籍調査事業の実施を促進し、早期の事業完了を目指す。【町民・町】 

-2 大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な住宅密集地の改善整備

については、施設そのものに対する被害の防止、避難地等の整備や土地利用に

対する規制・誘導を組み合わせ、復旧・復興段階をも見据えた各種検討と安全

な地域づくりに努める。【町民・町・県】 

-3 長期的な視点で災害に強いまちづくりを進めるため、地域防災計画との有機

的な連携を図りつつ、関係機関が連携して都市の防災機能の強化を図る。【町民・

町・県】 

（横断的分野の推進方針） 

（１）地域防災力の強化（記号： ） 

-32 地域における防災対策を円滑に行うため、自主防災組織を結成・育成する

とともに、その活動に積極的に参加するよう努める。【町民】＜再掲＞ 

-33 自主防災組織の育成を推進するとともに、自主防災組織による様々な地域

活動団体との連携強化、実践的で多様な世代が参加できる防災訓練の充実、必

要な資機材等の整備促進や自主防災組織のリーダーの研修に努める。【町民・

事業者・町・県】＜再掲＞ 

-1 地域住民に対する防災知識の普及啓発、学校における防災教育の推進、大

学等と連携した防災・危機管理に関するリーダーの育成などを通じて、地域防

災力の強化を図る。【町民・事業者・町・県】 

-14 地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、防災関係機関等との連携

を図るため、市町や消防機関の指導の下に、自主防災組織と地域の事業者等と

の連携により、初期消火、応急救護、避難、避難誘導、避難所運営等の訓練を

行う。【町民・事業者・町・県】＜再掲＞ 

-8 津波浸水予測図を基本として、津波避難対象地区を指定するとともに、重

点的に自主防災組織の結成や活動促進に努める。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-13 各家庭に消火器、消火バケツ等の初期消火用具が常備されるよう普及に努

めるとともに、自主防災組織等地域住民による初期消火活動が積極的に行わ

れるよう指導育成に努める。【町民・事業者・町・県】＜再掲＞ 

-7 女性層に対する団員への参加促進等消防団の活性化を推進するとともに、

消防団ＯＢ等による機能別消防団員や大規模災害団員の導入など、水防活動

の担い手を確保し、消防団の育成及び強化を図る。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-12 土砂災害から町民の生命や財産を守るため、斜面や渓流など危険箇所の

点検等を行う砂防ボランティアの活動を支援する。【町民・町・県】＜再掲

＞ 

-10 高齢者、障害者等の要配慮者のうち避難行動要支援者について、避難行動

要支援者名簿を作成するとともに、警察や消防機関、自治会や自主防災組織な

どに対し、あらかじめ名簿を提供するなど避難を支援する体制の整備を図る。
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【町民・事業者・町】＜再掲＞ 

-6 防災・減災力の強化を含めた農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮

の観点から、地域住民による共同活動に対する支援を行い、有害鳥獣対策や農

道、水路、ため池、林道等の地域資源の適切な保全管理等を推進するとともに、

これらを通じて、地域防災力の強化を図る。【町民・事業者・町・県】＜再掲

＞ 

（２）老朽化対策（記号： ） 

-10 道路ネットワークの安全性、信頼性を確保するために、橋梁の老朽化対策

として、長寿命化計画を策定し、予防的な修繕や計画的な架け替えを実施する

よう努める。【町・県】＜再掲＞ 

-1 堰、水門、ダム等防災上重要な施設について、発災時に大きな被害がでな

いように、長寿命化計画の作成等に努める。【町・県】＜再掲＞ 

-13 港湾施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、最低限の経

済・物流活動の維持等を図るため、施設の老朽化対策として、長寿命化計画に

基づく整備を行うよう努める。【町・県】＜再掲＞ 

-14 漁港施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、最低限の経

済・物流活動の維持又は道路の崩壊などで陸上輸送が困難になった場合の海

上輸送路の確保を図るため、施設の老朽化対策として、長寿命化計画に基づく

整備を行うよう努める。【町】 

-9 防波堤等の漁港施設の機能の保全を行うため、施設の老朽化対策として、

長寿命化のための調査や計画策定を実施するとともに、計画に基づく整備を

行うよう努める。【町】＜再掲＞ 

-19 水道施設について、地震による施設損傷や漏水に伴う断水を最小限にとど

めるため、計画的な耐震化及び長寿命化計画の策定等を通じた老朽化対策を

推進するとともに、水道供給における停電時の対策、応急給水・応急復旧体制

の整備、他事業者との広域的な応援体制の強化などの体制整備を行う。【事業

者・町・県】＜再掲＞ 

-20 持続可能な下水道事業の実施を図るため、長寿命化計画を策定し、適切

な施設管理に努める。【町】＜再掲＞ 

-2 地震等に伴うため池の決壊等を未然に防止するため、老朽化ため池の整備

を行うとともに、農業用水を確保し、管理者による適切な保全管理に努める。

【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-7 農業に係る生産基盤等について、災害に対応するため、水源であるため池

や基幹的農業水利施設、農道、林道等の改修・整備を推進する。また、農業集

落排水施設の機能保全を維持・推進するため、施設の老朽化や耐震化について、

機能診断調査等を行うとともに、調査結果に基づき計画の策定等の支援を行

う。【事業者・町・県】＜再掲＞ 
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-13 土石流危険渓流について、災害を未然に防止するため、危険度の高いとこ

ろから砂防指定地に指定し、砂防工事を行う。また、既存の砂防ダムにおける

老朽化対策（改築・改修）を進めるとともに、適切な維持を図るための修繕や

土砂の浚渫等を実施する。【町・県】＜再掲＞ 

-7 老朽化した単独浄化槽から合併浄化槽への転換を促進する。【町】＜再掲

＞ 

-8 老朽化して倒壊等のおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の

向上を図るとともに、空き家の有効活用も推進するなど空き家の適正管理に

努める。【町民・町】＜再掲＞ 

-1 町営住宅について、既存入居者の安全性及び居住快適性を確保するととも

に、発災後のみなし仮設住宅としての使用も考慮し、既存ストックの老朽化

対策として、長寿命化計画に基づく整備を行っていくよう努める。【町】 

（３）新技術対策（記号： ） 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調査・施工技術に

ついて、情報収集を行い、これらの新技術を積極的に活用していく。【事業者・

町・県】 

（４）広域連携（記号: ） 

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各機関において

応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を締結するなど、平常時から連

携を強化する。特に、大規模災害の発生において、市町間の応援・協力活動等

が迅速かつ円滑に行えるよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互

応援体制の整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方をはじめとし

て、中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域的な連携に関する協定の締

結に努めるなど、迅速な支援の受入れや広域的な避難ができる体制の整備を

図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめとして、中国地

方のほか本州の他市町等から円滑に応援を受けることなどができるよう、応

援計画や受援計画の策定に努めるとともに、応援・受援に関する連絡・要請の

手順、応援機関の活動拠点など体制整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-20 災害警備部隊について、実践的な訓練を通じて、広域的な派遣体制及び

緊急かつ迅速な救助体制の整備を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-22 県内外の市町と締結した消防の応援協定に基づいて、消防相互応援体制の

整備に努めるとともに、緊急消防援助隊の応援・受援体制の整備に努める。

【町・県】＜再掲＞ 

-25 自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、要請の手順などを取り決めてお
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くとともに、派遣要請を行う分野について、事前に自衛隊に連絡しておくなど

体制を整備する。【町・県】＜再掲＞ 

-19 水道施設について、地震による施設損傷や漏水に伴う断水を最小限にとど

めるため、計画的な耐震化及び長寿命化計画の策定等を通じた老朽化対策を

推進するとともに、水道供給における停電時の対策、応急給水・応急復旧体制

の整備、他事業者との広域的な応援体制の強化などの体制整備を行う。【事業

者・町・県】＜再掲＞ 

-1 被災地の医師、医薬品、医療資機材の不足等の救護需要に対して、県内他

地域又は県外から医療協力を得るため、地域と連携した救護班の派遣調整等

を行う体制や人材の確保に努めるなど、救護班の受入、患者の搬送、連絡体制

等について調整、整備を行う。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-3 大規模な災害の発生に備え、広域医療搬送訓練や広域のＤＭＡＴ実動訓練

の実施などにより、広域的医療体制の整備を図る。【事業者・町・県】＜再掲

＞ 

-13 他県からの災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）等が、被災地の社会福祉施設

や避難所等において、円滑に福祉活動ができるよう、必要な体制整備を進め

る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-15 感染症等の発生・まん延を防ぐため、町内において、対応が困難な場合は、

県・国による技術的援助又は近隣自治体等による協力・支援を要請するなどの

体制整備を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-5 大規模な災害の発生に備え、坂手港、内海港及び池田港などの港湾につい

て、迅速な航路啓開の体制を確立し、各港湾を拠点とした緊急物資輸送や緊急

避難、エネルギー輸送など、離島における物流拠点としての体制整備を図る。

【町・県】＜再掲＞ 

-15 坂手港～高松港・神戸港、草壁港～高松港、池田港～高松港、福田港～姫

路港のフェリー航路の維持を図るとともに、事業者と連携を強化することに

より、陸路が遮断された場合の代替輸送手段及び避難手段の確保を図る。【事

業者・町・県】＜再掲＞ 

３ その他 

  消防防災施設や警察施設の整備、道路や港湾・漁港などの公共施設等の整備、学

校施設や社会福祉施設の耐震化、農林水産関係施設の整備などについて、総合戦略

や地域防災計画などの定めるところにより、その充実・強化を図る。 

Ⅸ 計画の推進と不断の見直し 

１ 計画の推進 



- 38 - 

計画の推進は、庁内において総合的・横断的に実施することが望ましく、一つ

の所管課等の中で実施することは難しい。このため、全庁横断的な体制のもと、

町民、事業者、町、県、他自治体や国等と連携しながら、計画を推進していく。

２ ＰＤＣＡサイクルによる計画の着実な推進 

   本計画を着実に推進するにあたり、重点化する施策プログラムについては、次

項に示すとおり進捗管理のための重要業績指標を特に設定することとし、実施に

係る問題点、国土強靱化基本計画の修正内容等を踏まえつつ、Plan（施策の再重
点化・見直し、他の関連計画の修正）、Do（施策の計画的な実施）、Check（進捗
状況等の把握、結果の評価）、Action（全体の取組の見直し・改善）で構成される
ＰＤＣＡサイクルによる点検、見直しを行っていくこととする。また、その他の

施策についても、関連事業の実施状況等を把握する中で同様にＰＤＣＡサイクル

による点検・見直しを行っていくこととする。

なお、ＰＤＣＡサイクルを効率的にフィードバックさせるためには、施策の進

捗状況を可能な限り定量的に把握し、重点化した施策の進捗状況等を踏まえ、必

要に応じてこれを継続的に見直すこととする。

３ 計画の不断の見直し 

本計画においては、地域の強靱化の推進に関して、中長期的かつ広域的な視野

の下で施策の推進方針や方向性を明らかにすることとし、今後の地域の強靱化を
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取り巻く社会経済情勢、科学的知見等の変化などを勘案し、必要に応じて見直し

の検討を行うものとする。

   特に、本町は、離島という特殊な地理条件にあることから、今後、本計画の見

直しを行う際には、隣接する土庄町との積極的な連携を図り、小豆島全体におけ

る広域的なリスク事象を視野に入れ、情勢の変化を考慮し、見直しを行う必要が

ある。

   さらに、本計画は基本計画及び県計画との調和が必要であり、本計画の中で国

の施策等の位置付けを検討する場合も想定されることから、国・県と十分に連携・

協力しながら、本計画の策定・見直しを行うものとする。
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【プログラムごとの推進方針（脆弱性の評価及びその対応策）】  添付資料 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 1 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
1-1 

建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災

による死傷者の発生 

脆弱性評価 対応策 

○住宅及び防災拠点となる公共施設等の耐震化

率は、住宅が 57％（H25）と低いが、防災拠点

となる公共施設等は 88.6％（H30）と一定の進

捗がみられる。耐震化の必要性に対する認識不

足、耐震改修の経済的負担が大きいことなどか

ら、目標達成に向けてきめ細かな対策が必要で

あり、また、吊り天井など非構造部材の耐震対

策を推進する必要がある。【町民・町・県】 

○交通施設等について、新たな構造材料、老朽化

点検・診断技術に関する知見・技術について、

長期的な視点に立って対策を検討する必要が

ある。建築物については、耐震化や家具類の固

定などの対策を図る必要がある。また、交通施

設及び沿道建物の複合的な倒壊を避けるため、

これらの耐震化を促進する必要がある。【町民・

事業者・町・県】 

○大規模な地震や風水害が発生した時に被害を

受けやすい電柱、大規模盛土造成地等の施設・

構造物の脆弱性を解消するため、それらの施設

の安全性を向上させる必要がある。【事業者・

町・県】 

○建物・交通施設及び住宅の火災予防・被害軽減

のための取組を推進する必要がある。また、大

規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危

険な住宅密集地の改善整備については、避難地

-1 発災時において応急対策活動の拠点となる庁舎本館、西館及

び池田保健センターをはじめとする町有施設等を防災上重要建

築物として指定し、耐震性の確保等を図る。【町】 

-1 学校、公民館、社会福祉施設、病院、保育所等の公共的施設

については、避難所等としての利用も勘案し、耐震診断・耐震補

強工事等に関する情報提供による啓発、相談体制の整備等を通

じて、施設の耐震化の促進や施設の快適性の向上を図る。なお、

学校施設・公民館等においては、吊り天井等の非構造部材の耐震

化等の落下防止対策を推進する。【事業者・町】 

-2 多数の者が利用する公共施設等について、利用の状況等を勘

案し、計画的な耐震診断、耐震補強工事等の耐震化を図る。【事

業者・町・県】 

-3 住宅をはじめとした民間建築物について、住宅における家具

類等の固定による住宅空間の耐震化、耐震診断・耐震改修の補助

制度の活用や情報提供による啓発、相談体制等の整備等を通じ

て、建築物の耐震化の促進を図る。特に、災害応急対策活動に必

要な人員や物資等の輸送経路となる緊急輸送道路沿いの民間建

築物について、重点的な耐震化の促進に努める。【町民・事業者・

町・県】 

-9 耐震点検結果に基づき、落橋、変形等の被害が予想される道

路施設のうち、長寿命化計画に沿って、緊急度の高いところから

速やかに耐震補強工事等を行う。また、新たな道路、橋梁等を建

設するときは、耐震性を考慮した整備を行うなど、道路機能の確

保を図る。【町・県】 

-10 道路ネットワークの安全性、信頼性を確保するために、橋梁

※推進方針ごとに付した番号は、下記に示す本文中の施策分野ごとの各推進方針との対応を明らかに

するため、記載している。 

 （個別施策分野） 

行政機能／警察・消防等、 住宅・都市、 保健医療・福祉、 エネルギー、 

情報通信、 産業、 交通・物流、 農林水産、 県土保全、 環境、 土地利用

（横断的分野） 

地域防災力の強化、 老朽化対策、 新技術対策、 広域連携 
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等の整備、建築物の不燃化等により官民が連携

して計画的な解消を図る必要がある。【町民・

事業者・町・県】 

○大規模地震・火災から人命の保護を図るための

救助・救急体制の絶対的不足が懸念されるた

め、広域的な連携体制を構築する必要がある。

【町・県】 

○膨大な数の帰宅困難者の受入れに必要な一時

滞在施設の確保を図る必要がある。【事業者・

町・県】 

○老朽化による倒壊等で、災害時に交通・輸送の

支障となるおそれのある老朽危険空き家の除

却を推進する必要がある。【町民・町】 

の老朽化対策として、長寿命化計画を策定し、予防的な修繕及び

計画的な架け替えの実施を行うとともに、主要な道路について

代替路を確保するための道路整備など複数ルートの確保を図

る。【町・県】 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停

電等にも対処できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進す

る。【県】 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】 

-34 大規模盛土造成地等の危険箇所の把握やマップ作成を行う

とともに、優先度の高いものから、危険度の状況について調査・

確認を行う。【事業者・町・県】 

-15 市街地における火災の危険を防除するため、市街地の中心部

で土地利用度、建築密度が高く、防災上特に重要な地区を指定

し、建築材料、構造等の制限を行うほか、市街地にある不良住宅

地の改良促進を行い、住宅の不燃化、住環境の整備を図る。【町

民・町・県】 

-16 街路、公園緑地等の適正な整備により、火災の延焼を防止す

るとともに、災害時における避難場所等としての機能の確保を

図る。【町】 

-2 大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な住宅密集

地の改善整備については、施設そのものに対する被害の防止、避

難地等の整備や土地利用に対する規制・誘導を組み合わせ、復

旧・復興段階をも見据えた各種検討と安全な地域づくりに努め

る。【町民・町・県】 

-21 消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化を図り、消

防体制の整備に努める。【町民・事業者・町】 

-22 県内外の市町と締結した消防の応援協定に基づいて、消防相

互応援体制の整備に努めるとともに、緊急消防援助隊の応援・受

援体制の整備に努める。【町・県】 

-23 同時多発、交通障害、水利の破損等困難な特徴をもつ地震火

災に対して、適切かつ効果的な消防活動を行うため、活動体制、

消防職員・消防団員の非常招集方法などの体制をあらかじめ定

めておく。【事業者・町】 

-13 各家庭に消火器、消火バケツ等の初期消火用具が常備される

よう普及に努めるとともに、自主防災組織等地域住民による初

期消火活動が積極的に行われるよう指導育成に努める。【町民・

事業者・町】 
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-14 地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、防災関係機

関等との連携を図るため、町や消防機関の指導の下に、自主防災

組織と地域の事業者等との連携により、初期消火、応急救護、避

難、避難誘導、避難所運営等の訓練を行う。【町民・事業者・町】 

-6 南海トラフ地震等に備え、町内の被災状況や他地域からの支

援状況など情報収集を行うとともに、救助、救急、医療活動や物

資の供給などの災害応急対策を迅速に実施できるよう、公共施

設の整備を行い、防災拠点としての体制整備を図る。【町】 

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各

機関において応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を

締結するなど、平常時から連携を強化する。特に、大規模災害の

発生において、市町間の応援・協力活動等が迅速かつ円滑に行え

るよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互応援体制

の整備を図る。【事業者・町】 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方

をはじめとして、中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域

的な連携に関する協定の締結に努めるなど、迅速な支援の受入

れや広域的な避難ができる体制の整備を図る。【事業者・町】 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめと

して、中国地方のほか本州の他市町等から円滑に応援を受ける

ことなどができるよう、応援計画や受援計画の策定に努めると

ともに、応援・受援に関する連絡・要請の手順、応援機関の活動

拠点など体制整備を図る。【事業者・町】 

-28 避難所に帰宅困難者が来訪した場合の対応を定めておくな

ど避難所の運営体制の整備に努める。また、帰宅困難者のため

に、一時的に滞在できる施設の確保の検討を行う。【事業者・町・

県】 

-1 町営住宅について、既存入居者の安全性及び居住快適性を確

保するとともに、発災後のみなし仮設住宅としての使用も考慮

し、既存ストックの老朽化対策として、長寿命化計画に基づく整

備を行っていくよう努める。【町】 

-8 老朽化して倒壊等のおそれのある空き家の除却を促進し、地

域の住環境の向上を図るとともに、空き家の有効活用も推進す

るなど空き家の適正管理に努める。【町民・町】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○民間住宅耐震対策支援事業による耐震診断・耐震改修の戸数 

  耐震診断  R1：40 件  ⇒  R6：80件 

  耐震改修  R1：11 件  ⇒  R6：30件 

○町立の学校・幼稚園・保育所・公民館の耐震化率  R1：90.3％【28 施設/31施設】  ⇒  R6：100％ 
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○公共施設の吊り天井等の落下防止対策未実施棟数  R1：1棟  ⇒  R6：0棟 

○家具類転倒防止対策促進事業による家具類転倒防止措置件数  R1：1戸  ⇒  R6：20 戸 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 1 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
1-2 

不特定多数が集まる施設の倒壊・火災 

脆弱性評価 対応策 

○大規模集客施設において、停電や火災の発生、

情報提供の遅れなど複数の条件が重なること

により、利用者の中でパニックが発生する可能

性がある。また混雑状況が激しい場合、集団転

倒などにより人的被害が発生する可能性もあ

るので、その対策が必要となる。【事業者・町・

県】 

○建築物の耐震化については、耐震化の必要性に

対する認識不足、耐震改修の経済的負担が大き

いことから、目標達成に向けてきめ細かな対策

が必要である。また、吊り天井など非構造部材

の耐震対策を推進する必要がある。【事業者・

町・県】 

○防災拠点となる主な公共施設等の耐震化率は、

社会福祉施設（33.3％）、文教施設（100％）、庁

舎（100％）、公民館等（92.3％）、体育館（50.0％）

（すべて H30）など、耐震化の推進を図ってい

るが、避難所等に利用されることもあることか

ら、さらに促進を図る必要がある。【町・県】 

○建築物等全ての耐震化を短期間に行うことは

困難であることや、火災の発生は様々な原因が

あることから、装備資機材の充実、各種訓練等

により災害対応機関等の災害対応能力を向上

させる必要がある。【町民・事業者・町・県】 

-4 ホテル・旅館、物品販売店舗等の不特定多数の者が利用する

特殊建築物について、防災査察等を通じて、耐震性、防火性能、

避難施設等に関する防災指導を行う。【事業者・町・県】 

-5 学校、保育所、病院その他多数の者を収容する施設や社会福

祉施設など、いわゆる要配慮者利用施設については、施設の立地

や地域の特性を考慮し、あらかじめ避難確保計画を作成し、関係

職員に周知するとともに、避難訓練等を実施するなど避難体制

の確保を図る。【事業者・町・県】 

-3 住宅をはじめとした民間建築物について、住宅における家具

類等の固定による住宅空間の耐震化、耐震診断・耐震改修の補助

制度の活用や情報提供による啓発、相談体制等の整備等を通じ

て、建築物の耐震化の促進を図る。特に、災害応急対策活動に必

要な人員や物資等の輸送経路となる緊急輸送道路沿いの民間建

築物について、重点的な耐震化の促進に努める。【町民・事業者・

町・県】＜再掲＞ 

-1 学校、公民館、社会福祉施設、病院、保育所等の公共的施設

については、避難所等としての利用も勘案し、耐震診断・耐震補

強工事等に関する情報提供による啓発、相談体制の整備等を通

じて、施設の耐震化の促進や施設の快適性の向上を図る。なお、

学校施設・公民館等においては、吊り天井等の非構造部材の耐震

化等の落下防止対策を推進する。【事業者・町】＜再掲＞ 

-2 多数の者が利用する公共施設等について、利用の状況等を勘

案し、計画的な耐震診断、耐震補強工事等の耐震化を図る。【事

業者・町・県】＜再掲＞ 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-4 大規模な災害が発生した場合における救助活動能力を高める

ため、町、県、警察、消防等が協力して、消防ポンプ自動車、高

性能救助車等の車両及び小型動力ポンプ、ＡＥＤ等の資機材の

確保など体制整備を進めるとともに、訓練環境の更なる充実強
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化・整備を図る。【町・県】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○防災拠点となる主な公共施設等の耐震化率  H30：88.6％  ⇒  R6：100％ 

社会福祉施設  H30：33.3％  ⇒  R6：66.6％ 

文教施設    H30：100％ 

庁舎      H30：100％ 

公民館等    H30：92.3％  ⇒  R6：100％ 

体育館     H30：50.0％  ⇒  R6：100％ 

○災害拠点病院及び広域救護病院の耐震化率  R1：100％（3施設） 

○公共施設個別施設計画の策定  R1：未策定  ⇒  R6：策定 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 1 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
1-3 

広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生 

脆弱性評価 対応策 

○南海トラフ地震（最大クラス）等の広域的かつ

大規模の災害が発生した場合には、現状の施策

で十分に対応できないおそれがあるため、津波

への対策や地域の防災力を高める避難所等の

耐震化、Ｊアラートの自動起動機の整備等によ

る町民への適切な災害情報の提供、火災予防・

危険物事故防止対策等を進め、広域的かつ大規

模な災害発生時の対応方策について検討する

必要がある。【町・県】 

○河川や海岸堤防等について、「香川県地震・津

波対策海岸堤防等整備計画」に基づき、優先箇

所から、堤防の嵩上げや液状化対策など地震・

津波対策を行うとともに、新設に当たっては耐

震性を配慮して整備する必要がある。【町・県】 

○施設整備が途上であることが多いこと、災害に

は上限がないこと、様々な機関が関係すること

を踏まえ、関係機関が連携してハード対策の着

実な推進と警戒避難体制整備等のソフト対策

を組み合わせた対策が必要である。【町民・町・

県】 

○津波からの避難を確実に行うため、避難場所や

避難路の確保、避難所の耐震化、沿道建築物の

耐震化などの対策を関係機関が連携して進め

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各

機関において応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を

締結するなど、平常時から連携を強化する。特に、大規模災害の

発生において、市町間の応援・協力活動等が迅速かつ円滑に行え

るよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互応援体制

の整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方

をはじめとして、中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域

的な連携に関する協定の締結に努めるなど、迅速な支援の受入

れや広域的な避難ができる体制の整備を図る。【事業者・町】＜

再掲＞ 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめと

して、中国地方のほか本州の他市町等から円滑に応援を受ける

ことなどができるよう、応援計画や受援計画の策定に努めると

ともに、応援・受援に関する連絡・要請の手順、応援機関の活動

拠点など体制整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-6 南海トラフ地震等に備え、町内の被災状況や他地域からの支

援状況など情報収集を行うとともに、救助、救急、医療活動や物

資の供給などの災害応急対策を迅速に実施できるよう、公共施

設の整備を行い、防災拠点としての体制整備を図る。【町】＜再

掲＞ 

-1 避難に関する情報伝達方法について、防災行政無線をはじめ

として多様な手段を検討し、その整備に努めるとともに、情報収



- 45 - 

る必要がある。【町民・町・県】 

○南海トラフ地震（最大クラス）の津波ハザード

マップは作成・公表・全戸配布しているが、県

と連携して最新の防災情報や避難所情報など

を掲載したハザードマップの更新をはじめと

したソフト対策を推進する必要がある。【町・

県】 

○水門、樋門等の自動化、遠隔操作化の着実な推

進と併せて、操作従事者の安全確保を最優先と

する効果的な管理運用を推進する必要がある。

【町・県】 

○孤立可能性集落では津波災害が発生した場合

に速やかな対応が困難になるものと想定され

るため、町役場との連携を緊密にし、災害対応

能力を高める必要がある。【町民・町】 

○河川・海岸堤防等の整備に当たっては、自然と

の共生及び環境との調和に配慮する必要があ

る。【町・県】 

集・提供業務の担い手となる職員の確保・育成や体制整備に努め

る。【町・県】 

-2 情報の伝わりにくい高齢者、障害者等の要配慮者に対しては、

その特性に応じた手段で伝達を行うなど、自治会や自主防災組

織、消防団等多様な団体の協力を得ながら、情報伝達体制の整備

等に努める。【町民・町】 

-3 防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、香川

県防災行政無線、香川県防災情報システムやＬアラート（公共情

報コモンズ）などを活用した情報通信体制の整備の推進、情報通

信施設の耐震性の強化、防災行政無線のデジタル化の促進等を

図るとともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）など、

緊急地震速報等の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築

に努める。また、商用電源停電時も通信設備に支障のないよう、

自動起動の非常用発電設備等の整備を図る。また、町民への情報

伝達に有効な同報系無線、戸別受信機等の整備・更新にも努め、

町民による情報伝達体制も確立する。【町民・町・県】 

-13 各家庭に消火器、消火バケツ等の初期消火用具が常備される

よう普及に努めるとともに、自主防災組織等地域住民による初

期消火活動が積極的に行われるよう指導育成に努める。【町民・

事業者・町】＜再掲＞ 

-14 地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、防災関係機

関等との連携を図るため、町や消防機関の指導の下に、自主防災

組織と地域の事業者等との連携により、初期消火、応急救護、避

難、避難誘導、避難所運営等の訓練を行う。【町民・事業者・町】

＜再掲＞ 

-2 危険物等関係施設の安全性を確保するため、事業所における

自衛消防組織等の設置や自主点検の実施などを図るため指導を

行うとともに、事業者等に対し、講習会、研修会を実施し、危険

物等に関する知識の向上を図る。【事業者・町・県】 

-6 津波避難対象地区について、県の作成した基本的な基準に基

づき、町民、自主防災組織、消防機関、警察、学校等の多様な主

体と連携しながら、具体的かつ実践的な津波避難計画を作成し、

町民にあらかじめ十分周知する。【町民・事業者・町・県】 

-7 地震発生時に適切な避難が行えるよう、津波警報等の内容も

踏まえ、避難勧告又は避難指示（緊急）を行う具体的な基準及び

伝達内容、伝達方法、誘導方法、避難所の管理運営方法等を策定

しておく。【町】 

-8 津波浸水予測図を基本として、津波避難対象地区を指定する

とともに、重点的に自主防災組織の結成や活動促進に努める。



- 46 - 

【町民・町】 

-9 指定された津波避難対象地区の町民や学校、社会福祉施設等

においては、避難場所・避難所、避難経路、家族との連絡方法等

を平常時から確認しておくなど、津波が襲来した場合の体制整

備を図る。【町民・事業者・町】 

-11 町民が徒歩で安全かつ確実に避難できるよう、避難路等を指

定・整備し、その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・

改善に努めるとともに、沿道の危険ブロック塀等の倒壊による

事故を防止するための危険ブロック塀等の撤去支援を行う。ま

た、耐震性、十分な幅員があること、火災の延焼、浸水、がけ崩

れ等の危険がないことなどを考慮して、避難路を複数ルート選

定するものとし、既存の避難用の道路等について必要に応じて

補強、補修等を行い、避難活動が円滑かつ安全に行えるよう努め

る。【町民・町・県】 

-3 住宅をはじめとした民間建築物について、住宅における家具

類等の固定による住宅空間の耐震化、耐震診断・耐震改修の補助

制度の活用や情報提供による啓発、相談体制等の整備等を通じ

て、建築物の耐震化の促進を図る。特に、災害応急対策活動に必

要な人員や物資等の輸送経路となる緊急輸送道路沿いの民間建

築物について、重点的な耐震化の促進に努める。【町民・事業者・

町・県】＜再掲＞ 

-4 津波等からの円滑な避難を確保するため、津波ハザードマッ

プの作成・更新を促進するとともに、ホームページへの掲載など

により、早期避難について、町民への周知に努める。【町民・町】 

-8 津波への迅速な対応が可能になるよう、水門・陸閘等の自動

化、遠隔操作化等について検討を進める。【町・県】 

-11 自立的に避難活動が行えるよう、消防団や自主防災組織等の

活性化、避難施設、備蓄倉庫、通信機器の配備を行うとともに、

町役場と連携し、町内の災害状況等の把握を行う体制や負傷者

等の集落外への緊急避難を含めた救助救援体制の整備を図るな

ど、孤立可能性集落における防災機能や自助・共助体制の強化を

図る。【町民・事業者・町】 

-1 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備

計画」に基づき、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など

地震・津波対策を行うとともに、新設に当たっては耐震性を考慮

して整備する。また、堰、水門、ダム等防災上重要な施設につい

ては、発災時に大きな被害が出ないように、長寿命化計画の策定

等に努める。なお、ダムの再開発を行う際には、利水容量の確保

等により、渇水にも対応できるよう整備を行う。【町・県】 
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-14 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害

時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の理念を

基本とし、町、県、国など関係機関が協力し、ハード・ソフトの

施策を柔軟に組み合わせ、津波等の防災対策を効率的かつ効果

的に推進する。【町民・事業者・町・県・国】 

-3 河川・海岸堤防等の整備に当たっては、自然との共生や自然

環境に配慮する。【町・県】 

-9 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備

計画」に基づき、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など

地震・津波対策を行うとともに、地震発生時に適切な避難が行え

るよう、避難方法等について、あらかじめ十分な広報・啓発を行

う。【町・県】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○最大クラスの津波ハザードマップの更新  R1：未更新  ⇒  R6：更新（概ね 5年に 1度程度の更新） 

○自治会・自主防災組織等が主体の防災訓練・避難訓練の実施団体数 

R1：11 団体（33団体中）  ⇒  R6：20 団体（33団体中） 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 1 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
1-4 

異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

脆弱性評価 対応策 

○大規模な風水害や複数の災害が同時に発生す

る可能性もあるので、河川整備計画等に基づい

た河道掘削や築堤、洪水調節施設の整備･機能

強化等の対策等を進めるとともに、排水機場、

雨水貯留管等の排水施設の整備を推進する。併

せて、土地利用と一体となった減災対策や、洪

水時の避難を円滑かつ迅速に行うため、洪水ハ

ザードマップや内水ハザードマップの作成、防

災情報の高度化、地域水防力の強化等のソフト

対策を組み合わせて実施し、大規模水害を未然

に防ぐため、それらを一層推進する必要があ

る。【町民・町・県】  

○施設整備については、コスト縮減を図りなが

ら、投資効果の高い箇所に重点的･集中的に行

う必要があるとともに、気候変動や少子高齢化

等の自然・社会状況の変化に対応しつつ被害を

最小化する「減災」を図るよう、多様な整備手

-2 浸水等河川流域の災害による被害の軽減を図るため、維持・

修繕等を行うとともに、河積の確保や堤防の整備、上流ダムの建

設等による整備を行う。【町・県】 

-5 洪水・内水・高潮からの円滑な避難を確保するため、想定し

得る最大規模の浸水想定（概ね 1,000 年に一回程度）を行い公表

して、ハザードマップの作成・更新を促進し、町民の避難体制を

確立するとともに、雨水管理総合計画を策定し、雨水公共下水道

事業を推進するほか、排水機場や雨水貯留管等の排水施設の整

備、新たな都市下水ポンプ場及び管路の新設、既存都市下水ポン

プ場の老朽化に伴う設備の更新・長寿命化を行う。【町民・町・

県】 

-6 浸水想定区域の区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難場

所など迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定め、町民

に周知する。【町民・町】 

-7 女性層に対する団員への参加促進等消防団の活性化を推進す

るとともに、消防団ＯＢ等による機能別消防団員や大規模災害

団員の導入など、水防活動の担い手を確保し、消防団の育成及び
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法の導入や既存施設の有効活用、危機管理体制

の強化を進める必要がある。【事業者・町・県】 

○県と連携して、洪水ハザードマップや内水ハザ

ードマップの作成をはじめとしたソフト対策

を推進する必要がある。【町・県】 

○低地帯の浸水被害や道路冠水の解消を図るた

め、既存都市下水ポンプ場及び都市下水路の老

朽化対策や新設を実施し、施設の更新・長寿命

化を行う必要がある。【町】 

○都市下水区域外での浸水被害の解消を図るた

め、雨水管理総合計画を策定し、雨水公共下水

道事業としての浸水対策を実施する必要があ

る。【町】 

強化を図る。【町民・町】 

-14 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害

時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の理念を

基本とし、町、県、国など関係機関が協力し、ハード・ソフトの

施策を柔軟に組み合わせ、津波等の防災対策を効率的かつ効果

的に推進する。【町民・事業者・町・県・国】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○想定し得る最大規模の降雨による洪水ハザードマップの作成  R1：未作成  ⇒  R6：作成 

○ダム下流河川の浸水想定図・ハザードマップの作成  R1：未作成  ⇒  R6：作成 

○内海地区雨水総合管理計画の策定  R1：未策定  ⇒  R6：策定 

○都市下水ポンプ場機械設備・電気設備更新箇所数  R1：1箇所  ⇒  R6：3箇所 

○内水・高潮ハザードマップの作成  R1：未作成  ⇒  R6：作成 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 1 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 1-5 

大規模な土砂災害（深層崩壊）、ため池の決壊等による多数の死傷

者の発生のみならず、後年度にわたり町土保全の脆弱性が高まる

事態 

脆弱性評価 対応策 

○Ｊアラートの自動起動機の整備等による町民

への適切な災害情報の提供、土砂災害警戒区域

の指定等が進められているが、広域的かつ大規

模の災害が発生した場合には現状の施策で十

分に対応できないおそれがある等の課題があ

るため、対応方策について検討する必要があ

る。【町・県】 

○想定している規模以上の土砂災害、ため池の決

壊等に対して、対応が困難となり人的被害が発

生するおそれがあるため、被害を軽減する「減

災」方策を検討する必要がある。【町・県】 

○社会経済上重要な施設の保全のための施設整

備が途上であることや、災害には上限がないこ

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各

機関において応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を

締結するなど、平常時から連携を強化する。特に、大規模災害の

発生において、市町間の応援・協力活動等が迅速かつ円滑に行え

るよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互応援体制

の整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方

をはじめとして、中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域

的な連携に関する協定の締結に努めるなど、迅速な支援の受入

れや広域的な避難ができる体制の整備を図る。【事業者・町】＜

再掲＞ 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめと

して、中国地方のほか本州の他市町等から円滑に応援を受ける
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と、様々な機関が関係することを踏まえ、関係

機関が連携してハード対策の着実な推進と警

戒避難体制整備等のソフト対策を組み合わせ

た対策を進める必要がある。【町民・町・県】 

○山村の地域活動の停滞や農地の管理の放棄等

に伴う森林・農地の保全機能の低下、地球温暖

化に伴う集中豪雨の発生頻度の増加等による

農村や山地における災害発生リスクの高まり

が懸念されるとともに、ため池・基幹的水利施

設等の改修や耐震化、山地災害危険地区等に対

する治山施設の整備等の対策に時間を要する

ため、人的被害が発生するおそれがある。また、

森林の整備にあたっては、地域に根差した植生

の活用等、自然と共生した多様な森林づくりが

図られるよう対応する必要がある。【町民・町・

県】 

○地域コミュニティと連携した施設の保全・管理

等のソフト対策を組み合わせた対策を推進す

る必要がある。【町民・町・県】 

ことなどができるよう、応援計画や受援計画の策定に努めると

ともに、応援・受援に関する連絡・要請の手順、応援機関の活動

拠点など体制整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-6 南海トラフ地震等に備え、町内の被災状況や他地域からの支

援状況など情報収集を行うとともに、救助、救急、医療活動や物

資の供給などの災害応急対策を迅速に実施できるよう、公共施

設の整備を行い、防災拠点としての体制整備を図る。【町】＜再

掲＞ 

-10 地震や集中豪雨等による土石流、急傾斜地崩壊、地すべり及

び山地災害の危険性を町民に周知し、町民の被害の防止に努め

る。特に、土砂災害警戒区域や土砂災害危険箇所等については、

広報活動等を行い、町民等への周知を徹底するとともに、土砂災

害のおそれのある区域について、土砂災害警戒区域等の指定を

推進する。【町・県】 

-11 土石流や山地災害などの危険区域付近の町民に対して、異常

な状況の早期発見に留意するよう啓発するとともに、避難場所

及び避難所、避難経路、避難方法、情報の伝達手段等をあらかじ

め定めるなど土砂災害や山地災害の危険区域に対する警戒避難

体制を強化する。【町民・町・県】 

-12 土砂災害から町民の生命や財産を守るため、斜面や渓流など

危険箇所の点検等を行う砂防ボランティアの活動を支援する。

【町民・町・県】 

-13 土石流危険渓流について、災害を未然に防止するため、危険

度の高いところから砂防指定地に指定し、砂防工事を行う。ま

た、既存の砂防ダムにおける老朽化対策（改築・改修）を進める

とともに、適切な維持を図るための修繕や土砂の浚渫等を実施

する。【町・県】 

-14 急傾斜地崩壊危険箇所について、災害を未然に防止するた

め、危険度の高いところから急傾斜地崩壊危険区域に指定し、崩

壊防止工事を行う。【町・県】 

-15 地すべり危険箇所について、災害を未然に防止するため、危

険度の高いところから地すべり防止区域に指定し、地すべり防

止工事を行う。【町・県】 

-16 山地災害危険地について、災害を未然に防止するため、危険

度の高いところから優先的に治山事業を行う。【町・県】 

-17 土砂災害警戒区域等の周知徹底を図るとともに、土砂災害か

らの円滑な避難を確保するため、土砂災害ハザードマップの作

成・更新を促進するとともに、ホームページへの掲載などによ

り、早期避難について町民への周知に努める。【町民・町・県】 
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-1 地震等により決壊した場合に甚大な被害が想定される大規模

ため池を中心に、決壊したときの浸水想定区域や避難場所・避難

所、避難経路を示すハザードマップの作成や普及啓発を促進し、

町民の避難体制の確立を図る。【町民・事業者・町・県】 

-2 地震等に伴うため池の決壊等を未然に防止するため、老朽化

ため池の整備を行うとともに、農業用水を確保し、管理者による

適切な保全管理に努める。【事業者・町・県】 

-3 地震等により決壊した場合に甚大な被害が想定される大規模

ため池を中心に、計画的に耐震診断を実施し、国の防災対策を踏

まえ、必要な耐震化整備を行うなどにより、地域の安全性の確保

を図る。【事業者・町・県】 

-4 豪雨や台風等による被害を未然に防止するため、防災上危険

で放置することのできない中小規模ため池を対象に、保全また

は機能廃止を含めた防災のための整備を促進する。【町・県】 

-14 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害

時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の理念を

基本とし、町、県、国など関係機関が協力し、ハード・ソフトの

施策を柔軟に組み合わせ、津波等の防災対策を効率的かつ効果

的に推進する。【町民・事業者・町・県・国】＜再掲＞ 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-13 山地災害のおそれがある箇所の調査・把握結果に基づき、間

伐等の森林整備と治山ダム工等の治山対策の効果的・効率的な

実施による災害に強い森林づくりを推進する。【町民・事業者・

町・県】 

-11 森林の整備に当たっては、地域に根差した植林も活用しなが

ら、自然と共生した多様な森林づくりを推進する。【町民・事業

者・町・県】 

-5 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、施

設管理者と非農業者を含めた地域住民が連携し、有害鳥獣対策

や農道、水路、ため池、林道等の地域資源の保全・管理を推進す

る。【町民・事業者・町・県】 

-12 森林が有する多面的機能を発揮するため、地域コミュニティ

と連携した森林、林道等の整備・保全活動を推進する。【町民・

事業者・町・県】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○土砂災害ハザードマップの更新  R1：未更新  ⇒  R6：更新（概ね 5年に 1度程度の更新） 

○防災重点ため池決壊に伴う浸水想定区域図の作成箇所  R1：13 箇所  ⇒  R6：53 箇所 
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○防災重点ため池ハザードマップの作成率  R1：0％  ⇒  R6：50％ 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 1 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
1-6 

情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 対応策 

○町におけるＪアラートの自動起動機の整備や

防災行政無線のデジタル化の推進、Ｌアラート

（公共情報コモンズ）の加入、ラジオ放送局の

難聴対策、旅行者に対する情報提供の着手、警

察・消防等の通信基盤･施設の堅牢化・高度化

等により、一般への情報の確実かつ迅速な提供

手段の多様化が進められてきており、それらの

施策を着実に推進する必要がある。【事業者・

町・県】 

○情報収集･提供手段の整備が進む一方で、それ

らにより得られた情報の効果的な利活用をよ

り一層充実させることが課題であり、特に情報

収集・提供の主要な主体となる人員・体制を整

備する必要がある。【事業者・町・県】 

○発災後に発生することが想定される交通渋滞

による避難の遅れを回避する必要がある。【県】 

○町民が適切な避難行動を行えるよう、災害時に

おける「早めの避難」の重要性を啓発するとと

もに、情報伝達の多重化を図り、「逃げ遅れゼ

ロ」を目指す必要がある。【町民・町】 

-3 防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、香川

県防災行政無線、香川県防災情報システムやＬアラート（公共情

報コモンズ）などを活用した情報通信体制の整備の推進、情報通

信施設の耐震性の強化、防災行政無線のデジタル化の促進等を

図るとともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）など、

緊急地震速報等の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築

に努める。また、商用電源停電時も通信設備に支障のないよう、

自動起動の非常用発電設備等の整備を図る。また、町民への情報

伝達に有効な同報系無線、戸別受信機等の整備・更新にも努め、

町民による情報伝達体制も確立する。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-31 災害時における観光客等への帰宅支援が円滑に実施できる

よう、安全な場所への避難誘導方法や公共交通機関の運行状況

等の情報を迅速に提供する体制を整備する。【事業者・町・県】 

-7 ラジオ放送局等において、ＦＭ補完中継局の整備など難聴・

災害対策を推進するよう努める。【事業者】 

-17 消防本部の指令センターや消防救急無線等の情報通信施設

等について高機能化及び耐災害性を強化するとともに、警察関

係の通信施設等の耐災害性の強化を図る。【町・県】 

-1 避難に関する情報伝達方法について、防災行政無線をはじめ

として多様な手段を検討し、その整備に努めるとともに、情報収

集・提供業務の担い手となる職員の確保・育成や体制整備に努め

る。【町・県】＜再掲＞ 

-2 情報の伝わりにくい高齢者、障害者等の要配慮者に対しては、

その特性に応じた手段で伝達を行うなど、自治会や自主防災組

織、消防団等多様な団体の協力を得ながら、情報伝達体制の整備

等に努める。【町民・町】＜再掲＞ 

-10 高齢者、障害者等の要配慮者のうち避難行動要支援者につい

て、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、警察や消防機

関、自治会や自主防災組織などに対し、あらかじめ名簿を提供す

るなど避難を支援する体制の整備を図る。【町民・事業者・町】 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停

電等にも対処できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進す



- 52 - 

る。【県】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○自治会・自主防災組織等が主体の防災訓練・避難訓練の実施団体数＜再掲＞ 

R1：11 団体（33団体中）  ⇒  R6：20 団体（33団体中） 

○要配慮者名簿の作成  R1：未作成  ⇒  R6：作成（毎年更新） 

○避難行動要支援者名簿の提供先  R1：1団体  ⇒  R6：5団体 

○香川県防災情報システム用端末の整備  R1：0台  ⇒  R6：6台 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
2 

大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行わ

れる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
2-1 

被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

脆弱性評価 対応策 

○物資輸送ルートを確実に確保するため、輸送基

盤の地震、津波、水害、土砂災害対策等を着実

に進めるとともに、国道をはじめとした複数輸

送ルートの確保を図る必要がある。【事業者・

町・県】 

○大規模地震が発生した場合に速やかな救命・救

急、救助活動や緊急物資輸送体制を強化するた

め、国道をはじめ県道、町道の拡幅など道路施

設の整備を積極的に推進する必要がある。【町・

県】 

○多数の町民が避難所に避難することで、一人当

たりの居住スペースの減少、トイレの不足、医

療従事者の不足、テントや車中泊による屋外生

活者の発生により、保健衛生環境が悪化する可

能性があり、その対策が必要となる。【町・県】 

○発災後に迅速な救命活動や物資輸送を円滑に

行うための道路啓開に向けて、関係機関の連携

等により装備資機材の充実、情報収集・共有、

情報提供など必要な体制整備を図る必要があ

る。【事業者・町・県】 

○水道施設の耐震化率は 37.5％（H30）であり、

老朽化対策と合わせ耐震化や停電対策を着実

-7 物資の緊急輸送体制や救急・救命・消防活動体制を強化する

ため、町道・県道及び国道の拡幅など道路施設の整備を積極的に

推進する。【町・県】 

-4 避難者数の増加に備え、避難所やトイレ、簡易ベッドなどの

資機材等の確保を図るほか、救護所の設置など医療救護体制を

強化する。【事業者・町】 

-1 被災地の医師、医薬品、医療資機材の不足等の救護需要に対

して、県内他地域又は県外から医療協力を得るため、地域と連携

した救護班の派遣調整等を行う体制や人材の確保に努めるな

ど、救護班の受入、患者の搬送、連絡体制等について調整、整備

を行う。【事業者・町・県】 

-13 復旧作業の長期化や作業人員の不足等に備え、あらかじめ民

間事業者等との間での協定の締結や道路啓開作業等の主体とな

る建設業者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業体制の確保

に努めるとともに、発災時の道路啓開を行う人材など、地域にお

いて、災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に

行えるよう、担い手の確保を図る。【町民・事業者・町・県】 

-1 緊急輸送路等について、障害物の除去などの道路啓開を円滑

に実施するため、関係機関が連携し、応急復旧用資機材の確保な

ど体制整備を図る。【事業者・町・県】 

-19 水道施設について、地震による施設損傷や漏水に伴う断水を

最小限にとどめるため、計画的な耐震化及び長寿命化計画の策
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に推進する一方、応急給水拠点の整備、地下水

や雨水、再生水など多様な水源利用の検討を進

める必要がある。【事業者・町・県】 

○食料・燃料等の備蓄・供給拠点となる民間物流

施設等の災害対応力を強化するとともに、各家

庭、避難所等における備蓄量の確保を促進する

必要がある。【町民・事業者・町・県】 

○燃料等の仮貯蔵・取扱いに関するガイドライン

が策定されたところであり、関係機関への十分

な周知・情報提供を図る必要がある。【事業者・

町・県】 

○民間物流施設の活用、関係者による協議会の開

催、協定の締結、ＢＣＰの策定等により、町、

県、国、民間事業者等が連携した物資調達・供

給体制を構築するとともに、官民の関係者が参

画する支援物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効

率的な対応に向けて実効性を高めていく必要

がある。また、被災地の状況にあわせたプッシ

ュ型支援・プル型支援の円滑かつ的確な実施に

向けて、情報収集・供給体制の構築と合わせ、

対応手順等の検討や受援計画の策定を進める

必要がある。【事業者・町・県】 

定等を通じた老朽化対策を推進するとともに、水道供給におけ

る停電時の対策、応急給水・応急復旧体制の整備、他事業者との

広域的な応援体制の強化などの体制整備を行う。また、机上及び

実地訓練における震災対策などの訓練や研修等を通じて、ノウ

ハウの強化を図る。【事業者・町・県】 

-17 地下水の適正かつ合理的な利用を促進するため、関係団体と

連携して、自主規制などを行い、地下水の保全を図る。また、雨

水や下水再生水の再利用を促進するため、再生水等の供給環境

を整備するとともに、町民への普及・啓発を図る。【町民・事業

者・町・県】 

-18 災害時に活用可能な井戸の確保に努めるとともに、普段活用

されていない飲用井戸を水道水の代用水源として活用するた

め、水質検査などの体制整備を図る。【町民・事業者・町】 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-24 食料（食物アレルギーへの対応を含む。）や飲料水等につい

て、災害時に提供可能な在庫状況の確認を行うとともに、関係業

界等と協定を締結するなどして、調達の確保を図る。【事業者・

町・県】 

-4 事業者において、燃料等の仮貯蔵・取扱いのガイドラインの

内容の円滑な実施が図られるよう、その内容について、消防機関

などに周知を行う。【事業者・町・県】 

-23 防災の基本である「自らの身は自らで守る」という自助の原

則に基づき、最低３日分（望ましくは１週間分）の食料・飲料水

や携帯トイレ等を準備しておくよう努める。【町民・事業者・町・

県】 

-3 二次（地域）物資拠点となる公共施設や二次（地域）物資拠

点支援施設となる民間施設等が利用できない場合等に備え、複

数の二次（地域）物資拠点や二次（地域）物資拠点支援施設の確

保を図るなど災害対応力の強化を図る。【事業者・町】 

-2 物資の緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ運送事

業者等と協定を締結するとともに、物資輸送訓練を実施し、緊急

輸送体制の構築を図る。【事業者・町・県】 

-4「プッシュ型支援」においては、町の物資需要に関する情報収

集を行い、必要とされる物資の予測が、また、「プル型支援」に

おいては、被災者のニーズを的確に把握し、適切な量と品質の物

資の確実な供給が、それぞれ必要となるため、こうした支援が円

滑に行えるよう、受援計画・受援マニュアル等を作成するととも
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に、体制整備を図る。【事業者・町】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○内海浄水場における非常用発電設備の整備率  R1：0％  ⇒  R6：100％ 

○上水道の基幹管路の耐震化率  H30：37.5％  ⇒  R6：40.0％ 

○長寿命化計画に基づき橋梁の長寿命化対策を実施した橋梁数  R1：1橋  ⇒  R6：11 橋 

○受援計画・受援マニュアルの作成  R1：未作成  ⇒  R6：作成 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
2 

大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行わ

れる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
2-2 

複数かつ長期にわたる孤立集落の発生 

脆弱性評価 対応策 

○道路の防災、震災対策や防災機能強化港の耐震

岸壁の整備、洪水･土砂災害・津波･高潮対策等

を進めているが、広域的かつ大規模の災害が発

生した場合には、孤立集落等では現状の施策で

十分に対応できないおそれがある等の課題が

あるため、取組を推進するとともに対応方策を

検討する必要がある。【町民・町・県】 

○高齢化率の高い孤立可能性集落であるへき地

の多くは、災害発生時に道路等が寸断した場合

に交通手段確保困難等により迅速な救急・救助

活動や物資供給活動を行うことができないお

それも想定されるため、民間を含め多様な主体

が管理する道を把握し活用すること等により、

周辺自治体との連携や物資供給ルートの確保

し避難路や代替輸送路を確保するための取組

を促進するとともに、民間備蓄との連携等によ

る備蓄の推進を図る必要がある。【町民・事業

者・町・県】 

○孤立可能性集落であるへき地の多くは、災害対

処機能が十分に整備されていない場合も多く、

また山に隔てられているため、速やかな災害対

処に困難が伴う場合が多い。このため、町役場

との連携を緊密に行う必要がある。【町民・町】 

○孤立可能性集落であるへき地の多くは、土地利

用上の制約も多く、避難場所が限定される可能

性もあるので、安全かつ安心して避難できる場

-11 自立的に避難活動が行えるよう、消防団や自主防災組織等の

活性化、避難施設、備蓄倉庫、通信機器の配備を行うとともに、

町役場と連携し、町内の災害状況等の把握を行う体制や負傷者

等の集落外への緊急避難を含めた救助救援体制の整備を図るな

ど、孤立可能性集落における防災機能や自助・共助体制の強化を

図る。【町民・事業者・町】＜再掲＞ 

-26 孤立可能性集落において、ヘリコプターの臨時発着場の設定

や自衛隊等との部隊輸送等に関する連携などにより、災害時の

情報収集、救出・救助、人員・物資輸送等を円滑に行うよう努め

る。【町・県】 

-7 災害の発生に備え、孤立可能性集落等においては、地域的な

偏在等により医師が不足していることから、医師の養成・確保を

推進するとともに、患者搬送手段として、災害対応特殊救急自動

車の整備、港湾施設及び漁港施設の整備・耐震化、かがわ遠隔医

療ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ）の整備・拡充など医療体制の充実

を図る。【事業者・町・県】 

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各

機関において応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を

締結するなど、平常時から連携を強化する。特に、大規模災害の

発生において、市町間の応援・協力活動等が迅速かつ円滑に行え

るよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互応援体制

の整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方

をはじめとして、中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域

的な連携に関する協定の締結に努めるなど、迅速な支援の受入

れや広域的な避難ができる体制の整備を図る。【事業者・町】＜
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所を確保する必要がある。【町民・町】 

○災害発生時に機動的・効率的な活動を確保する

ための体制の整備、必要な装備資機材の整備、

通信基盤施設の堅牢化・高度化等について進め

ているが進捗途上にあるため、それらを推進す

る必要がある。【町民・町】 

○町や県（警察・消防等含む）の職員・施設等の

被災による機能の大幅な低下を回避する必要

がある。【町・県】 

再掲＞ 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめと

して、中国地方のほか本州の他市町等から円滑に応援を受ける

ことなどができるよう、応援計画や受援計画の策定に努めると

ともに、応援・受援に関する連絡・要請の手順、応援機関の活動

拠点など体制整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-6 南海トラフ地震等に備え、町内の被災状況や他地域からの支

援状況など情報収集を行うとともに、救助、救急、医療活動や物

資の供給などの災害応急対策を迅速に実施できるよう、公共施

設の整備を行い、防災拠点としての体制整備を図る。【町】＜再

掲＞ 

-9 耐震点検結果に基づき、落橋、変形等の被害が予想される道

路施設のうち、長寿命化計画に沿って、緊急度の高いところから

速やかに耐震補強工事等を行う。また、新たな道路、橋梁等を建

設するときは、耐震性を考慮した整備を行うなど、道路機能の確

保を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-1 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備

計画」に基づき、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など

地震・津波対策を行うとともに、新設に当たっては耐震性を考慮

して整備する。また、堰、水門、ダム等防災上重要な施設につい

ては、発災時に大きな被害が出ないように、長寿命化計画の策定

等に努める。なお、ダムの再開発を行う際には、利水容量の確保

等により、渇水にも対応できるよう整備を行う。【町・県】＜再

掲＞ 

-13 港湾施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持等を図るため、施設の老朽化対策

として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。【町・県】 

-14 漁港施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持又は道路の崩壊などで陸上輸送

が困難になった場合の海上輸送路の確保を図るため、施設の老

朽化対策として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。

【町】 

-13 土石流危険渓流について、災害を未然に防止するため、危険

度の高いところから砂防指定地に指定し、砂防工事を行う。ま

た、既存の砂防ダムにおける老朽化対策（改築・改修）を進める

とともに、適切な維持を図るための修繕や土砂の浚渫等を実施

する。【町・県】＜再掲＞ 

-14 急傾斜地崩壊危険箇所について、災害を未然に防止するた

め、危険度の高いところから急傾斜地崩壊危険区域に指定し、崩
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壊防止工事を行う。【町・県】＜再掲＞ 

-15 地すべり危険箇所について、災害を未然に防止するため、危

険度の高いところから地すべり防止区域に指定し、地すべり防

止工事を行う。【町・県】＜再掲＞ 

-16 山地災害危険地について、災害を未然に防止するため、危険

度の高いところから優先的に治山事業を行う。【町・県】＜再掲

＞ 

-8 災害時に輸送ルートの迂回路として利用可能な農免道路や農

道、林道等の情報について、代替路の確保等の観点から、関係者

間で緊密に情報共有を図る。【事業者・町・県】 

-11 町民が徒歩で安全かつ確実に避難できるよう、避難路等を指

定・整備し、その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・

改善に努めるとともに、沿道の危険ブロック塀等の倒壊による

事故を防止するための危険ブロック塀等の撤去支援を行う。ま

た、耐震性、十分な幅員があること、火災の延焼、浸水、がけ崩

れ等の危険がないことなどを考慮して、避難路を複数ルート選

定するものとし、既存の避難用の道路等について必要に応じて

補強、補修等を行い、避難活動が円滑かつ安全に行えるよう努め

る。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-25 食料や飲料水等について、孤立が想定される集落など地域の

地理的条件等も踏まえて、食料等の確保目標を設定し、あらかじ

め備蓄倉庫を確保して備蓄に努めるとともに、関係業界等と協

定を締結するなどして、調達の確保を図る。【事業者・町】 

-23 防災の基本である「自らの身は自らで守る」という自助の原

則に基づき、最低３日分（望ましくは１週間分）の食料・飲料水

や携帯トイレ等を準備しておくよう努める。【町民・事業者・町・

県】＜再掲＞ 

-12 災害の危険が切迫した緊急時に避難するための指定緊急避

難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所を指定

し、必要に応じて施設の補強、補修等を行うとともに、食料、飲

料水等の物資等の備蓄、仮設トイレ、非常用電源、ラジオ等資機

材の確保などに努め、避難場所等の機能強化を図る。【町】 

-4 大規模な災害が発生した場合における救助活動能力を高める

ため、町、県、警察、消防等が協力して、消防ポンプ自動車、高

性能救助車等の車両及び小型動力ポンプ、ＡＥＤ等の資機材の

確保など体制整備を進めるとともに、訓練環境の更なる充実強

化・整備を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-3 防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、香川

県防災行政無線、香川県防災情報システムやＬアラート（公共情
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報コモンズ）などを活用した情報通信体制の整備の推進、情報通

信施設の耐震性の強化、防災行政無線のデジタル化の促進等を

図るとともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）など、

緊急地震速報等の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築

に努める。また、商用電源停電時も通信設備に支障のないよう、

自動起動の非常用発電設備等の整備を図る。また、町民への情報

伝達に有効な同報系無線、戸別受信機等の整備・更新にも努め、

町民による情報伝達体制も確立する。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-4 災害により、道路の寸断や通信の途絶による孤立集落が発生

した際、救命、救助活動を円滑に実施するため、衛星携帯電話な

ど持ち運びが可能な通信機器を複数整備するよう努める。【町・

県】 

-17 消防本部の指令センターや消防救急無線等の情報通信施設

等について高機能化及び耐災害性を強化するとともに、警察関

係の通信施設等の耐災害性の強化を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-3 いかなる災害においても、発災後、早期に実施すべき応急業

務や、継続する必要性が高い通常業務といった非常時優先業務

を、適切に実施し、また継続するため、その業務の必要な人員・

資源の確保・配分等を定めたＢＣＰ（業務継続計画）の充実を図

り、その実効性を確保するためのＢＣＭ（業務継続マネジメン

ト）の体制を構築するよう努める。【町】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○災害用備蓄物資の備蓄量（飲料水（2 /本））  R1：3,150 本（6,300 ）  ⇒  R6：5,000 本（10,000 ）

○災害用備蓄物資の備蓄量（食料（食））  R1：6,580 食  ⇒  R6：8,000 食 

○災害用備蓄物資の備蓄倉庫施設数  R1：2施設  ⇒  R6：4施設 

○業務継続計画（ＢＣＰ）の更新  R1：未更新  ⇒  R6：更新 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
2 

大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行わ

れる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
2-3 

自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶

対的不足 

脆弱性評価 対応策 

○警察、消防等において災害対応力強化のための

体制、装備資機材等の充実強化を推進する必要

がある。加えて、消防団の体制・装備・訓練の

充実強化や、水防団、自主防災組織の充実強化、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成、災害

派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の創設、道路啓開

-4 大規模な災害が発生した場合における救助活動能力を高める

ため、町、県、警察、消防等が協力して、消防ポンプ自動車、高

性能救助車等の車両及び小型動力ポンプ、ＡＥＤ等の資機材の

確保など体制整備を進めるとともに、訓練環境の更なる充実強

化・整備を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方
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等を担う建設業の人材確保を推進する必要が

ある。さらに、県外からの応援部隊の受入、連

携活動の調整方法等について事前に明確化し

ておく必要がある。【町民・事業者・町・県】 

○災害対応において関係機関ごとに体制や資機

材、運営要領が異なることから、災害対応業務

の標準化、情報の共有化に関する検討を行い、

必要な事項について標準化を推進する必要が

ある。また、地域の特性や様々な災害現場に対

応した訓練環境を整備するとともに、明確な目

標の下に合同訓練等を実施し、災害対応業務の

実効性を高めていく必要がある。【町民・事業

者・町・県】 

○警察施設及び消防庁舎の耐震化率はそれぞれ

100%(H30)であるが、地域における活動拠点と

してさらなる施設の耐災害性を強化する必要

がある。また、情報通信機能の耐災害性の強化、

高度化を着実に推進する必要がある。【町・県】 

○町及び県の連携等により、活動拠点・活動経路

の耐災害性を向上させるとともに、信号機電源

付加装置の整備等を推進し、円滑な活動を支援

する必要がある。【町・県】 

をはじめとして、中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域

的な連携に関する協定の締結に努めるなど、迅速な支援の受入

れや広域的な避難ができる体制の整備を図る。【事業者・町】＜

再掲＞ 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめと

して、中国地方のほか本州の他市町等から円滑に応援を受ける

ことなどができるよう、応援計画や受援計画の策定に努めると

ともに、応援・受援に関する連絡・要請の手順、応援機関の活動

拠点など体制整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-6 南海トラフ地震等に備え、町内の被災状況や他地域からの支

援状況など情報収集を行うとともに、救助、救急、医療活動や物

資の供給などの災害応急対策を迅速に実施できるよう、公共施

設の整備を行い、防災拠点としての体制整備を図る。【町】＜再

掲＞ 

-19 大規模な災害の発生に備え、町内における活動拠点の選定を

行うとともに、緊急消防援助隊などとの広域の合同訓練を実施

し、救助・救急体制の整備を図る。【事業者・町・県】 

-20 災害警備部隊について、実践的な訓練を通じて、広域的な派

遣体制及び緊急かつ迅速な救助体制の整備を図る。【町・県】 

-22 県内外の市町と締結した消防の応援協定に基づいて、消防相

互応援体制の整備に努めるとともに、緊急消防援助隊の応援・受

援体制の整備に努める。【町・県】＜再掲＞ 

-25 自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、要請の手順などを

取り決めておくとともに、派遣要請を行う分野について、事前に

自衛隊に連絡しておくなど体制を整備する。【町・県】 

-26 孤立可能性集落において、ヘリコプターの臨時発着場の設定

や自衛隊等との部隊輸送等に関する連携などにより、災害時の

情報収集、救出・救助、人員・物資輸送等を円滑に行うよう努め

る。【町・県】＜再掲＞ 

-2 訓練の実施等を通じて、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の

養成をはじめ体制の整備を図る。【事業者・町・県】 

-12 訓練の実施や研修等を通じて、社会福祉法人等職員によって

構成される災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を創設するなど、福

祉分野における体制の整備を図る。【事業者・町・県】 

-32 地域における防災対策を円滑に行うため、自主防災組織を結

成・育成するとともに、共助の観点から、その活動に積極的に参

加するよう努める。【町民】 

-33 自主防災組織の育成を推進するとともに、自主防災組織によ

る様々な地域活動団体との連携強化、実践的で多様な世代が参
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加できる防災訓練の充実、必要な資機材等の整備促進や自主防

災組織のリーダーの研修に努める。【町民・事業者・町・県】 

-7 女性層に対する団員への参加促進等消防団の活性化を推進す

るとともに、消防団ＯＢ等による機能別消防団員や大規模災害

団員の導入など、水防活動の担い手を確保し、消防団の育成及び

強化を図る。【町民・町】＜再掲＞ 

-13 復旧作業の長期化や作業人員の不足等に備え、あらかじめ民

間事業者等との間での協定の締結や道路啓開作業等の主体とな

る建設業者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業体制の確保

に努めるとともに、発災時の道路啓開を行う人材など、地域にお

いて、災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に

行えるよう、担い手の確保を図る。【町民・事業者・町・県】＜

再掲＞ 

-15 災害発生時の各種情報の収集・伝達及びり災証明書の発行な

どの被災者支援について、香川県防災情報システムを利用して

行うなど、災害対応業務の標準化を図るよう努める。【町・県】 

-5 地域の特性等を考慮し、訓練参加者や使用する機材等の訓練

環境について具体的な設定を行い、町、県、警察、消防、自衛隊、

海上保安署、ライフライン事業者などが参加する総合防災訓練

等を実施し、毎年、訓練内容の充実を図るとともに、町民におい

ても、様々な機会の訓練に参加するよう努める。【町民・事業者・

町・県・国】 

-16 災害時に地域の災害警備活動の拠点となる警察署、交番等の

施設について、計画的な整備に努め、耐震化の促進など耐震性の

確保を図る。また、消防団屯所等についても、耐震化を進めると

ともに、津波対策の観点から移転が必要な施設については移転

を着実に進める。【町・県】 

-17 消防本部の指令センターや消防救急無線等の情報通信施設

等について高機能化及び耐災害性を強化するとともに、警察関

係の通信施設等の耐災害性の強化を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停

電等にも対処できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進す

る。【県】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○消防団車両の更新  R1：0台  ⇒  R6：3台 

○救急車の更新  R1：0台  ⇒  R6：2台 
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○自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置施設数  R1：60 施設  ⇒  R6：80施設 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
2 

大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行わ

れる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
2-4 

救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

脆弱性評価 対応策 

○需要側においては、災害時に備え燃料タンクや

自家発電装置の設置等を進めることが必要で

ある。また、医療施設又は福祉施設において、

災害時にエネルギー供給が長期途絶すること

を回避するための対策を検討する必要がある。

【町民・事業者】 

○エネルギー供給のためのインフラ被災時には

エネルギーを供給できなくなるため、道路や港

湾、漁港の防災、震災対策や地震・津波・風水

害対策等を着実に推進する必要がある。【町・

県】 

-2 防災拠点施設等において、非常用電源・自家発電設備や太陽

光発電設備と蓄電池を組み合わせた設備などの整備等に努める

とともに、停電や燃料不足により災害対応に支障を来たすこと

がないよう、非常用電源の運転等に必要な燃料供給等について、

民間事業者等と協定を締結するなど調達の確保を図る。【事業

者・町】 

-8 災害拠点病院である小豆島中央病院について、施設、設備の

充実に努めるとともに、食料、飲料水、医薬品、非常電源用燃料

の備蓄等の促進を図る。【町】 

-11 社会福祉施設等について、非常用自家発電機等の整備に努め

る。【事業者】 

-9 耐震点検結果に基づき、落橋、変形等の被害が予想される道

路施設のうち、長寿命化計画に沿って、緊急度の高いところから

速やかに耐震補強工事等を行う。また、新たな道路、橋梁等を建

設するときは、耐震性を考慮した整備を行うなど、道路機能の確

保を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-1 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備

計画」に基づき、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など

地震・津波対策を行うとともに、新設に当たっては耐震性を考慮

して整備する。【町・県】＜再掲＞ 

-13 港湾施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持等を図るため、施設の老朽化対策

として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。【町・県】

＜再掲＞ 

-14 漁港施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持又は道路の崩壊などで陸上輸送

が困難になった場合の海上輸送路の確保を図るため、施設の老

朽化対策として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。

【町】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○長寿命化計画に基づき橋梁の長寿命化対策を実施した橋梁数＜再掲＞  R1：1橋  ⇒  R6：11橋 
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○耐震岸壁を有する港湾数  R1：0箇所  ⇒  R6：1箇所 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
2 

大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行わ

れる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
2-5 

想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水・食料等の供給不

足 

脆弱性評価 対応策 

○帰宅困難者対策については、膨大な数の帰宅困

難者の受入れに必要な一時滞在施設の確保、徒

歩での帰宅支援の取組を推進する必要がある。

また、一時滞在施設や避難所となる学校施設等

について、必ずしも耐震化、防災機能（備蓄倉

庫、蓄電機能、代替水源等）を有しておらず、

帰宅困難者・避難者等の受入れ態勢の確保を図

る必要がある。【事業者・町・県】 

○帰宅するために必要な交通インフラの復旧を

早期に実施するため、道路や港湾、漁港の防災、

震災対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等

について、関係機関の連携調整を事前に行う必

要がある。【町・県】 

○停電による信号機の停止が原因で発生する交

通渋滞を回避する必要がある。【県】 

○町・県（警察・消防等）の職員・施設等の被災

による機能の大幅な低下を回避する必要があ

る。【町・県】 

-26「災害発生時にはむやみに行動は開始しない。」という基本原

則の周知徹底を図るとともに、家族との連絡手段の確保、徒歩帰

宅路の確認などについて、必要な啓発を行う。【町民・事業者・

町・県】 

-27 事業所等に対し、一斉帰宅による混乱発生を防止するため、

発災後、従業員や顧客等を一定期間滞在させることの重要性や、

そのための食料・水・毛布等の備蓄の促進等について、必要な啓

発を行う。【事業者・町・県】 

-28 避難所に帰宅困難者が来訪した場合の対応を定めておくな

ど避難所の運営体制の整備に努める。また、帰宅困難者のため

に、一時的に滞在できる施設の確保の検討を行う。【事業者・町・

県】＜再掲＞ 

-29 コンビニエンスストア等を展開する法人等との間で、災害時

の徒歩帰宅者への食料や飲料水の提供などを内容とした協定を

締結するなど、徒歩帰宅者を支援する体制を整備する。【事業者・

町・県】 

-30 公共交通機関の運行状況や道路の復旧状況など帰宅するた

めに必要な情報を、インターネット、報道機関による広報などに

より、迅速に提供できる体制を構築する。【事業者・町・県】 

-1 緊急輸送路等について、障害物の除去などの道路啓開を円滑

に実施するため、関係機関が連携し、応急復旧用資機材の確保な

ど体制整備を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停

電等にも対処できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進す

る。【県】＜再掲＞ 

-3 いかなる災害においても、発災後、早期に実施すべき応急業

務や、継続する必要性が高い通常業務といった非常時優先業務

を、適切に実施し、また継続するため、その業務の必要な人員・

資源の確保・配分等を定めたＢＣＰ（業務継続計画）の充実を図

り、その実効性を確保するためのＢＣＭ（業務継続マネジメン

ト）の体制を構築するよう努める。【町】＜再掲＞ 
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重要業績指標（ＫＰＩ） 

○災害時における物資の供給等に関する協定締結数  R1：7協定  ⇒  R6：10 協定 

○長寿命化計画に基づき橋梁の長寿命化対策を実施した橋梁数＜再掲＞  R1：1橋  ⇒  R6：11橋 

○業務継続計画（ＢＣＰ）の更新＜再掲＞  R1：未更新  ⇒  R6：更新 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
2 

大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行わ

れる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
2-6 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による

医療機能の麻痺 

脆弱性評価 対応策 

○広域的かつ大規模な災害の場合、大量に発生す

る負傷者が応急処置・搬送・治療能力等を上回

るおそれがあることから、地域の医療機関の活

用を含めた適切な医療機能の提供の在り方に

ついて官民が連携して検討する必要がある。

【事業者・町・県】 

○医療機関や第二次救急医療機関のうち耐震化

が未了の施設では、大規模地震により災害時に

医療機能を提供できないおそれがあることか

ら、耐震化を着実に推進する必要がある。【事

業者・町】 

○災害拠点病院における防災・減災機能について

は、飲料水や食料の一定の備蓄はあるものの、

大規模災害時に必要な医療を提供できないお

それがあるため、機能強化を進める必要があ

る。【町】 

○社会福祉施設は被災時に孤立した場合の支援

が不十分であり、適切に対応する必要がある。

【事業者・町・県】 

○災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）については、

全ての災害拠点病院に配置済であるが、インフ

ラ被災時には到達できなくなるため、洪水・土

砂災害・津波・高潮対策等の着実な進捗と支援

物資物流を確保する必要がある。さらに、災害

時に被災地において迅速に医療機能を提供す

る方策を検討する必要がある。【事業者・町・

県】 

○停電による信号機の停止が原因で発生する交

-1 被災地の医師、医薬品、医療資機材の不足等の救護需要に対

して、県内他地域又は県外から医療協力を得るため、地域と連携

した救護班の派遣調整等を行う体制や人材の確保に努めるな

ど、救護班の受入、患者の搬送、連絡体制等について調整、整備

を行う。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-3 大規模な広域的災害の発生に備え、広域医療搬送訓練や広域

のＤＭＡＴ実動訓練の実施などにより、広域的医療体制の整備

を図る。【事業者・町・県】 

-7 災害の発生に備え、孤立可能性集落等においては、地域的な

偏在等により医師が不足していることから、医師の養成・確保を

推進するとともに、患者搬送手段として、災害対応特殊救急自動

車の整備、港湾施設及び漁港施設の整備・耐震化、かがわ遠隔医

療ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ）の整備・拡充など医療体制の充実

を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各

機関において応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を

締結するなど、平常時から連携を強化する。特に、大規模災害の

発生において、市町間の応援・協力活動等が迅速かつ円滑に行え

るよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互応援体制

の整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方

をはじめとして、中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域

的な連携に関する協定の締結に努めるなど、迅速な支援の受入

れや広域的な避難ができる体制の整備を図る。【事業者・町】＜

再掲＞ 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめと

して、中国地方のほか本州の他市町等から円滑に応援を受ける

ことなどができるよう、応援計画や受援計画の策定に努めると
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通渋滞を回避することにより、救急搬送や災害

応急活動の遅延を解消する必要がある。【県】 

ともに、応援・受援に関する連絡・要請の手順、応援機関の活動

拠点など体制整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-6 南海トラフ地震等に備え、町内の被災状況や他地域からの支

援状況など情報収集を行うとともに、救助、救急、医療活動や物

資の供給などの災害応急対策を迅速に実施できるよう、公共施

設の整備を行い、防災拠点としての体制整備を図る。【町】＜再

掲＞ 

-9 病院等を含めた公共施設管理者に対する、耐震診断・耐震補

強工事等に関する情報提供による啓発や相談体制の整備等を通

じて、施設の耐震化の促進を図る。【事業者・町・県】 

-8 災害拠点病院である小豆島中央病院について、施設、設備の

充実に努めるとともに、非常電源用燃料の備蓄等の促進を図る。

【町】＜再掲＞ 

-10 社会福祉施設等の被害状況を把握するシステム等を活用し、

町が被災者の救出や受入れの調整が迅速に行えるよう、体制の

整備に努める。【事業者・町・県】 

-11 社会福祉施設等において、災害時における町、県、関係機関、

ボランティア団体等との連携協力体制を整備するほか、施設利

用者の生活維持に必要な食料、飲料水等の備蓄や防災資機材、非

常用自家発電機等の整備に努める。【町民・事業者・町・県】 

-5 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）などが被災地に円滑に到達

できるよう、また、医薬品や医療資機材が被災地に円滑に供給で

きるよう、緊急輸送路等の道路施設や海岸堤防等を耐震補強す

るとともに、障害物の除去などの道路啓開を円滑に実施するた

めの応急復旧資機材の確保などを進め、戦略的に、災害時におけ

る、医師、医薬品や医療資機材等の輸送・供給体制を確保する。

【事業者・町・県】 

-6 医師会が組織する災害派遣チーム（ＪＭＡＴ）等が避難所・

救護所等において、円滑に医療・保健衛生等の活動ができるよ

う、必要な体制整備を進める。【事業者・町・県】 

-12 訓練の実施や研修等を通じて、社会福祉法人等職員によって

構成される災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を創設するなど、福

祉分野における体制の整備を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-13 他県からの災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）等が、被災地の

社会福祉施設や避難所等において、円滑に福祉活動ができるよ

う、必要な体制整備を進める。【事業者・町・県】 

-13 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）などが被災地に円滑に到達

できるよう、道路啓開作業等の主体となる建設業者等のＢＣＰ

策定を促進し、発災時の作業体制の確保に努める。【町民・事業
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者・町・県】＜再掲＞ 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停

電等にも対処できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進す

る。【県】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○災害拠点病院及び広域救護病院の耐震化率＜再掲＞  R1：100％（3施設） 

○災害拠点病院におけるＤＭＡＴ保有率  R1：100％（1施設） 

○社会福祉施設におけるＤＷＡＴ組成数  R1：0班（0人）  ⇒  R6：2班（10人） 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
2 

大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行わ

れる（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
2-7 

被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

脆弱性評価 対応策 

○感染症の発生・まん延を防ぐため、平時から予

防接種を促進する必要がある。また、消毒や害

虫駆除等の体制等を構築しておく必要がある。

【事業者・町・県】 

○災害時における医療活動を支えるため、疫病・

感染症の拡大抑制に対する取組を着実に推進

する必要がある。【事業者・町・県】 

-15 情報収集を迅速かつ的確に行い、感染症等の発生・まん延を

防ぐため、必要に応じ、臨時の予防接種を行う体制や病原体に汚

染された場所の消毒、害虫等の駆除などの体制を整備するとと

もに、早期治療を行うことができるよう、医療提供体制を整備す

る。なお、町内において、対応が困難な場合は、県・国による技

術的援助又は近隣自治体等による協力・支援を要請するなどの

体制整備を図る。【事業者・町・県】 

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各

機関において応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を

締結するなど、平常時から連携を強化する。特に、大規模災害の

発生において、市町間の応援・協力活動等が迅速かつ円滑に行え

るよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互応援体制

の整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方

をはじめとして、中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域

的な連携に関する協定の締結に努めるなど、迅速な支援の受入

れや広域的な避難ができる体制の整備を図る。【事業者・町】＜

再掲＞ 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめと

して、中国地方のほか本州の他市町等から円滑に応援を受ける

ことなどができるよう、応援計画や受援計画の策定に努めると

ともに、応援・受援に関する連絡・要請の手順、応援機関の活動

拠点など体制整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-6 南海トラフ地震等に備え、町内の被災状況や他地域からの支
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援状況など情報収集を行うとともに、救助、救急、医療活動や物

資の供給などの災害応急対策を迅速に実施できるよう、公共施

設の整備を行い、防災拠点としての体制整備を図る。【町】＜再

掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○予防接種法に基づく予防接種麻しん・風しんワクチンの接種率  R1：85％  ⇒  R6：100％ 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 3 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
3-1 

被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化 

脆弱性評価 対応策 

○治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強

化を図る必要がある。【町・県】 

○公共の安全と秩序の維持を図るため、業務を円

滑に継続するための対応方針及び執行体制等

を速やかに定める必要がある。【町・県】 

-27 避難地域における空き巣や暴行・傷害などの犯罪行為が発生

する等、被災地全体の治安が悪化する可能性があるため、大規模

な地震災害等が発生した場合の避難所、空き家等における防犯

や安全確保が速やかに行えるよう治安維持のための体制整備を

図る。【町・県】 

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各

機関において応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を

締結するなど、平常時から連携を強化する。特に、大規模災害の

発生において、市町間の応援・協力活動等が迅速かつ円滑に行え

るよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互応援体制

の整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○小豆警察署におけるＢＣＰ策定率  H26：100％ 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 3 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
3-2 

信号機の全面停止等による重大交通事故の多発 

脆弱性評価 対応策 

○災害発生時において、停電による信号機の停止

が原因で発生する交通渋滞、交通事故を回避す

る必要がある。【県】 

○安全な交通の確保について、町内における信号

機電源付加装置の整備について、中長期的な視

点から着実に整備を進める必要がある。【県】 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停

電等にも対処できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進す

る。【県】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
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○停電による信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置の整備台数  H26：58基 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 3 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
3-3 

町職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

脆弱性評価 対応策 

○職員の被災や首長・幹部職員など指揮命令権者

の不在で業務に混乱を生じる可能性がある。ま

た、地方自治体業務の機能不全は、事後の全て

の段階の回復速度に直接的に影響することか

ら、復旧・復興の観点から極めて重要であるた

め、いかなる大規模自然災害発生時において

も、必要な機能を維持する必要がある。【町・

県】 

○町においてＢＣＰの策定こそできているが

（H29）、その見直しや実効性確保に向けた職員

への浸透を推進すること等により、業務継続体

制（ＢＣＭ）を確立する必要がある。【町】 

○孤立可能性のある集落等が被災した場合、地域

内の限られた人数での対応となることが想定

されるため、職員の派遣計画を講ずる必要があ

る。【町・県】 

○庁舎施設等の耐震化については、その防災上の

機能及び用途に応じ想定される地震及び津波

に対して耐震化等が既に実施されているが、屋

内の安全確保や機能確保を図る必要がある。

【町・県】 

○防災拠点となる公共施設等の耐震化率が 

88.6％（H30）であり、耐震化の完了に向けて

引き続き対策を実施する必要がある。【町・県】 

○警察施設及び消防庁舎等の耐震化率について

はそれぞれ 100%（H30）であり、南海トラフ地

震（最大クラス）のような大規模災害発生時に

は、警察、消防機能が十分機能するよう、さら

なる耐震化を推進する必要がある。【町・県】 

○電力供給遮断などの非常時に、避難者の受入れ

を行う避難所や防災拠点等（公共施設等）にお

いて、避難者の生活等に必要不可欠な電力を確

-3 いかなる災害においても、発災後、早期に実施すべき応急業

務や、継続する必要性が高い通常業務といった非常時優先業務

を、適切に実施し、また継続するため、その業務の必要な人員・

資源の確保・配分等を定めたＢＣＰ（業務継続計画）の充実を図

り、その実効性を確保するためのＢＣＭ（業務継続マネジメン

ト）の体制を構築するよう努める。【町】＜再掲＞ 

-7 災害時には、防災関係機関相互の連携が重要となるため、各

機関において応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を

締結するなど、平常時から連携を強化する。特に、大規模災害の

発生において、市町間の応援・協力活動等が迅速かつ円滑に行え

るよう、応援協定を締結するなどにより、広域的な相互応援体制

の整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-8 大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、四国地方

をはじめとして、中国地方のほか本州の他市町等との間で、広域

的な連携に関する協定の締結に努めるなど、迅速な支援の受入

れや広域的な避難ができる体制の整備を図る。【事業者・町】＜

再掲＞ 

-9 災害の規模や被災地のニーズに応じて、四国地方をはじめと

して、中国地方のほか本州の他市町等から円滑に応援を受ける

ことなどができるよう、応援計画や受援計画の策定に努めると

ともに、応援・受援に関する連絡・要請の手順、応援機関の活動

拠点など体制整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

-6 南海トラフ地震等に備え、町内の被災状況や他地域からの支

援状況など情報収集を行うとともに、救助、救急、医療活動や物

資の供給などの災害応急対策を迅速に実施できるよう、公共施

設の整備を行い、防災拠点としての体制整備を図る。【町】＜再

掲＞ 

-10 大規模な被災により町が災害対応能力を喪失等した場合に

おいて、迅速かつ適切な支援を受けることができるよう、国・県・

他の自治体職員の町への受入れ体制について検討する。【町・県・

国】 

-1 発災時において応急対策活動の拠点となる庁舎本館、西館及
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保する必要がある。【事業者・町・県】 

○吊り天井等の非構造部材の耐震対策が構造体

の耐震化と比べ遅れている学校施設や公民館

等において、耐震対策の一層の加速が必要であ

る。【町・県】 

○南海トラフ地震（最大クラス）や大規模な風水

害をはじめとした大規模自然災害による影響

が長期にわたり継続する場合でも、町の非常時

優先業務の継続に支障をきたすことのないよ

うに、ＢＣＰ等を踏まえ、庁舎の耐震化・機能

確保、電力の確保、情報・通信システムの確保、

物資の備蓄、代替庁舎の確保等を推進する必要

がある。【町】 

○庁舎やその他公共施設そのものの被災だけで

なく、周辺インフラの被災やエネルギー供給の

途絶によっても機能不全が発生する可能性が

あるため、道路の防災対策や河川・海岸堤防の

耐震・耐津波性の強化など、洪水･土砂災害・

津波･高潮対策、石油製品の備蓄増強等を着実

に推進する必要がある。【事業者・町・県】 

び池田保健センターをはじめとする町有施設等を防災上重要建

築物として指定し、耐震性の確保等を図る。【町】＜再掲＞ 

-1 学校、公民館、社会福祉施設、病院、保育所等の公共的施設

については、避難所等としての利用も勘案し、耐震診断・耐震補

強工事等に関する情報提供による啓発、相談体制の整備等を通

じて、施設の耐震化の促進や施設の快適性の向上を図る。なお、

学校施設・公民館等においては、吊り天井等の非構造部材の耐震

化等の落下防止対策を推進する。【事業者・町】＜再掲＞ 

-2 多数の者が利用する公共施設等について、利用の状況等を勘

案し、計画的な耐震診断、耐震補強工事等の耐震化を図る。【事

業者・町・県】＜再掲＞ 

-16 災害時に地域の災害警備活動の拠点となる警察署、交番等の

施設について、計画的な整備に努め、耐震化の促進など耐震性の

確保を図る。また、消防団屯所等についても、耐震化を進めると

ともに、津波対策の観点から移転が必要な施設については移転

を着実に進める。【町・県】＜再掲＞ 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-2 防災拠点施設等において、非常用電源・自家発電設備や太陽

光発電設備と蓄電池を組み合わせた設備などの整備等に努める

とともに、停電や燃料不足により災害対応に支障を来たすこと

がないよう、非常用電源の運転等に必要な燃料供給等について、

民間事業者等と協定を締結するなど調達の確保を図る。【事業

者・町】＜再掲＞ 

-12 災害の危険が切迫した緊急時に避難するための指定緊急避

難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所を指定

し、必要に応じて施設の補強、補修等を行うとともに、食料、飲

料水等の物資等の備蓄、仮設トイレ、非常用電源、ラジオ等資機

材の確保などに努め、避難場所等の機能強化を図る。【町】＜再

掲＞ 

-9 耐震点検結果に基づき、落橋、変形等の被害が予想される道

路施設のうち、長寿命化計画に沿って、緊急度の高いところから

速やかに耐震補強工事等を行う。また、新たな道路、橋梁等を建

設するときは、耐震性を考慮した整備を行うなど、道路機能の確

保を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-1 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備

計画」に基づき、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など

地震・津波対策を行うとともに、新設に当たっては耐震性を考慮
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して整備する。【町・県】＜再掲＞ 

-2 浸水等河川流域の災害による被害の軽減を図るため、維持・

修繕等を行うとともに、河積の確保や堤防の整備、上流ダムの建

設等による整備を行う。【町・県】＜再掲＞ 

-13 土石流危険渓流について、災害を未然に防止するため、危険

度の高いところから砂防指定地に指定し、砂防工事を行う。ま

た、既存の砂防ダムにおける老朽化対策（改築・改修）を進める

とともに、適切な維持を図るための修繕や土砂の浚渫等を実施

する。【町・県】＜再掲＞ 

-14 急傾斜地崩壊危険箇所について、災害を未然に防止するた

め、危険度の高いところから急傾斜地崩壊危険区域に指定し、崩

壊防止工事を行う。【町・県】＜再掲＞ 

-15 地すべり危険箇所について、災害を未然に防止するため、危

険度の高いところから地すべり防止区域に指定し、地すべり防

止工事を行う。【町・県】＜再掲＞ 

-3 大規模災害発生時に停電等により燃料供給が滞ることがない

よう、災害対応の拠点となる施設や災害対処に当たる車両等に

優先供給を行う給油所などにおける燃料の備蓄を促進し、供給

に関する協定を結ぶなど燃料の確保体制の整備を図る。【事業

者・町・県】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○業務継続計画（ＢＣＰ）の更新＜再掲＞  R1：未更新  ⇒  R6：更新 

○防災拠点となる主な公共施設等の耐震化率＜再掲＞  H30：88.6％  ⇒  R6：100％ 

○防災拠点となる公共施設等への再生可能エネルギー等導入施設数  R1：11 施設  ⇒  R6：15 施設 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
4 

大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保す

る 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
4-1 

電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

脆弱性評価 対応策 

○震度６弱以上の多くの地域や津波浸水地域で

屋外施設や需要家屋の被災、通信設備の損壊等

により、公共施設等を中心とした耐災害性を有

する情報通信機能の強化を図る必要がある。ま

た、電柱の折損等により固定電話が利用困難な

地域では、音声通信やパケット通信の利用困難

が想定される。【事業者・町・県】 

○電力等の長期供給停止を発生させないように、

-3 防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、香川

県防災行政無線、香川県防災情報システムやＬアラート（公共情

報コモンズ）などを活用した情報通信体制の整備の推進、情報通

信施設の耐震性の強化、防災行政無線のデジタル化の促進等を

図るとともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）など、

緊急地震速報等の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築

に努める。また、商用電源停電時も通信設備に支障のないよう、

自動起動の非常用発電設備等の整備を図る。また、町民への情報
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電力･ガス等の制御システムのセキュリティ確

保のための評価認証基盤整備や洪水・土砂災

害・津波・高潮対策等の地域の防災対策を着実

に推進する必要がある。【事業者・町・県】 

○民間通信事業者の回線が停止した場合にも災

害救助活動ができるよう警察や消防等の情報

通信システム基盤について、その耐災害性の向

上等を図る必要がある。【事業者・町・県】 

伝達に有効な同報系無線、戸別受信機等の整備・更新にも努め、

町民による情報伝達体制も確立する。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-5 発災時においても重要通信を確保するため、設備を強固にし、

地震に強い信頼性の高い通信設備の設計・設置を図るとともに、

主要伝送路のループ構成などバックアップ体制の整備を図る。

また、復旧要員及び復旧資材等の確保を図るなど応急復旧体制

を整備する。【事業者・町・県】 

-21 発災時においても電力供給を確保するため、水力発電設備、

火力発電設備、原子力発電設備、送電設備、配電設備など各設備

毎の耐震化対策や制御システムのセキュリティ確保のための評

価認証制度の活用を図るとともに、重要な送電線の２回線化な

どバックアップ体制の整備も図る。また、応急復旧体制の整備や

応急復旧用資機材等の確保を図る。【事業者】 

-22 発災時においてもガス供給を確保するため、設備の耐震性の

強化充実を図る。また、地震発生時の情報連絡体制及び職員の動

員体制を確立するとともに、速やかに、設備を復旧できるよう

に、平時から応急復旧用資機材を備え、停電対策の整備を図る。

【事業者】 

-17 消防本部の指令センターや消防救急無線等の情報通信施設

等について高機能化及び耐災害性を強化するとともに、警察関

係の通信施設等の耐災害性の強化を図る。【町・県】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○防災拠点となる公共施設等への再生可能エネルギー等導入施設数＜再掲＞  R1：11施設  ⇒  R6：15 施設 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
4 

大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保す

る 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
4-2 

テレビ・ラジオ放送の中断等、長期停止により災害情報が必要なも

のに伝達できない事態 

脆弱性評価 対応策 

○町民への災害情報提供にあたり、自治体や自主

防災組織などが連携して、災害時に支障をきた

さないよう、それらの対策を推進する必要があ

る。また、地域の防災対策や建築物の耐震化を

進める必要がある。【町民・事業者・町・県】 

○テレビ・ラジオ放送が中断した際にも、情報提

供が出来るよう代替手段の整備やその基盤と

なるＬアラート（公共情報コモンズ）の加入を

促進する必要がある。【事業者・町・県】 

-3 防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、香川

県防災行政無線、香川県防災情報システムやＬアラート（公共情

報コモンズ）などを活用した情報通信体制の整備の推進、情報通

信施設の耐震性の強化、防災行政無線のデジタル化の促進等を

図るとともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）など、

緊急地震速報等の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築

に努める。また、商用電源停電時も通信設備に支障のないよう、

自動起動の非常用発電設備等の整備を図る。また、町民への情報

伝達に有効な同報系無線、戸別受信機等の整備・更新にも努め、
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町民による情報伝達体制も確立する。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-1 避難に関する情報伝達方法について、防災行政無線をはじめ

として多様な手段を検討し、その整備に努めるとともに、情報収

集・提供業務の担い手となる職員の確保・育成や体制整備に努め

る。【町・県】＜再掲＞ 

-2 情報の伝わりにくい高齢者、障害者等の要配慮者に対しては、

その特性に応じた手段で伝達を行うなど、自治会や自主防災組

織、消防団等多様な団体の協力を得ながら、情報伝達体制の整備

等に努める。【町民・町】＜再掲＞ 

-10 高齢者、障害者等の要配慮者のうち避難行動要支援者につい

て、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、警察や消防機

関、自治会や自主防災組織などに対し、あらかじめ名簿を提供す

るなど避難を支援する体制の整備を図る。【町民・事業者・町】

＜再掲＞ 

-3 住宅をはじめとした民間建築物について、住宅における家具

類等の固定による住宅空間の耐震化、耐震診断・耐震改修の補助

制度の活用や情報提供による啓発、相談体制等の整備等を通じ

て、建築物の耐震化の促進を図る。特に、災害応急対策活動に必

要な人員や物資等の輸送経路となる緊急輸送道路沿いの民間建

築物について、重点的な耐震化の促進に努める。【町民・事業者・

町・県】＜再掲＞ 

-6 発災時における情報通信、放送の送出及び受信を確保するた

め、施設等の耐震性の強化、放送機材等の落下・転倒防止、非常

電源設備の充実、応急復旧体制の整備など防災対策を推進する。

【事業者】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○避難所等におけるポータブル蓄電池の整備数  R1：0台  ⇒  R6：20 台 

○家具類転倒防止対策促進事業による家具類転倒防止措置件数＜再掲＞  R1：1戸  ⇒  R6：20戸 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
5 

大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを

含む）を機能不全に陥らせない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
5-1 

社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給

の停止 

脆弱性評価 対応策 

○燃料供給ルートを確実に確保するため、輸送基

盤の地震、津波、水害、土砂災害対策等を着実

に進める必要がある。また、発災後の迅速な輸

送経路の確保に向けて、関係機関の連携等によ

-9 耐震点検結果に基づき、落橋、変形等の被害が予想される道

路施設のうち、長寿命化計画に沿って、緊急度の高いところから

速やかに耐震補強工事等を行う。また、新たな道路、橋梁等を建

設するときは、耐震性を考慮した整備を行うなど、道路機能の確
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り装備資機材の充実、情報共有など必要な体制

整備を図るとともに、円滑な燃料輸送のための

諸手続の改善等を検討する必要がある。【事業

者・町・県】 

○商工会に加入する町内の企業・商店に対し、Ｂ

ＣＰ策定の必要性についての普及啓発及び策

定の促進に取り組む必要がある。【事業者・町・

県】 

○被災後は、燃料供給量に限界が生じることか

ら、優先供給が可能な給油所の確保など燃料供

給のバックアップ体制の強化を図る必要があ

る。【事業者】 

保を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-1 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備

計画」に基づき、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など

地震・津波対策を行うとともに、新設に当たっては耐震性を考慮

して整備する。【町・県】＜再掲＞ 

-13 港湾施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持等を図るため、施設の老朽化対策

として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。【町・県】

＜再掲＞ 

-5 関係機関・団体等と連携し、障害物の除去などの道路啓開を

含めた応急復旧体制を確立し、燃料供給ルートの確保を図る。

【事業者・町・県】 

-13 災害時の燃料供給が円滑に行えるよう、道路啓開作業等の主

体となる建設業者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業体制

の確保に努める。【町民・事業者・町・県】＜再掲＞ 

-1 商工会が中小企業のＢＣＰ策定の相談・指導窓口として機能

するよう支援するとともに、中小企業向けのＢＣＰ策定セミナ

ーの開催等を行い、早期のＢＣＰ策定を促進する。【事業者・町・

県】 

-3 大規模災害発生時に停電等により燃料供給が滞ることがない

よう、災害対応の拠点となる施設や災害対処に当たる車両等に

優先供給を行う給油所などにおける燃料の備蓄を促進し、供給

に関する協定を結ぶなど燃料の確保体制の整備を図る。【事業

者・町・県】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○耐震岸壁を有する港湾数＜再掲＞  R1：0箇所  ⇒  R6：1箇所 

○津波・高潮対策など長寿命化対策が図られた漁港数  R1：8箇所  ⇒  R6：11 箇所 

○長寿命化計画に基づき橋梁の長寿命化対策を実施した橋梁数＜再掲＞  R1：1橋  ⇒  R6：11橋 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
5 

大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを

含む）を機能不全に陥らせない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
5-2 

港湾施設・漁港施設等の被災による海上輸送の長期停滞 

脆弱性評価 対応策 

○離島にとって最も重要な物流拠点である港湾

施設の被災により、災害時に円滑な物流ができ

なくなるおそれがあるため、港湾施設の耐震化

や津波対策を行う必要がある。また、老朽化に

-2 大規模災害において、サプライチェーンを一貫して途絶させ

ないため、道路施設や海岸堤防、港湾施設や漁港施設等の耐震化

など地震・津波への対策を進めるとともに、輸送体制等の確保を

図る。【事業者・町・県】 
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伴う施設の機能不全を回避するため、施設の長

寿命化対策を図る必要がある。【町・県】 

○町内における陸上輸送が遮断された場合の海

上輸送手段を確保する観点から、町内に点在す

る漁港施設の保全や機能強化を図る必要があ

る。【町】 

-13 港湾施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持等を図るため、施設の老朽化対策

として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。【町・県】

＜再掲＞ 

-14 漁港施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持又は道路の崩壊などで陸上輸送

が困難になった場合の海上輸送路の確保を図るため、施設の老

朽化対策として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。

【町】＜再掲＞ 

-9 防波堤等の漁港施設の機能の保全を行うため、施設の老朽化

対策として、長寿命化のための調査や計画策定を実施するとと

もに、計画に基づく整備を行うよう努める。【町】 

-10 防災・減災対策として、防波堤の嵩上げ等の漁港施設の機能

強化に係る整備を行うよう努める。【町】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○耐震岸壁を有する港湾数＜再掲＞  R1：0箇所  ⇒  R6：1箇所 

○津波・高潮対策など長寿命化対策が図られた漁港数＜再掲＞  R1：8箇所  ⇒  R6：11箇所 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
5 

大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを

含む）を機能不全に陥らせない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
5-3 

食料等の安定供給の停滞 

脆弱性評価 対応策 

○広域にわたる大規模自然災害の発生時を想定

した、食料等の供給・確保に関し、今後、食品

産業事業者や施設管理者との協定締結を推進

していく必要がある。【事業者・町】 

○災害時に食品流通に係る事業を維持若しくは

早期に再開させることを目的として、災害対応

時に係る食品産業事業者、関連産業事業者（運

輸、倉庫等）、町等における連携・協力体制を

拡大・定着させる必要がある。【事業者・町・

県】 

○災害時に食料等を安定して迅速かつ的確に供

給できるよう、町は事業者と協力して、物資搬

送訓練等を行う必要がある。【事業者・町】 

○農林水産業に係る生産基盤等については、災害

に対応するため、水源であるため池や基幹的農

-24 食料（食物アレルギーへの対応を含む。）や飲料水等につい

て、災害時に提供可能な在庫状況の確認を行うとともに、関係業

界等と協定を締結するなどして、調達の確保を図る。【事業者・

町・県】＜再掲＞ 

-2 物資の緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ運送事

業者等と協定を締結するとともに、物資輸送訓練を実施し、緊急

輸送体制の構築を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-8 津波・高潮等の発災後、優良な農地における農業生産活動が

回復できるよう、罹災農地における塩分濃度を低下させるため

の指導を行うなど必要な塩害対策を促進する。【事業者・町・県】 

-7 農業に係る生産基盤等について、災害に対応するため、水源

であるため池や基幹的農業水利施設、農道、林道等の改修・整備

を推進する。また、農業集落排水施設の機能保全を維持・推進す

るため、施設の老朽化や耐震化について、機能診断調査等を行う

とともに、調査結果に基づき計画の策定等の支援を行う。【事業
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業水利施設、農道等の改修・整備を推進する。

併せて施設管理者と非農業者を含めた地域住

民が連携した施設の保全・管理を推進する。【町

民・事業者・町・県】 

○川上から川下までサプライチェーンを一貫し

て途絶させないためには、道路の防災、震災対

策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等におけ

るハード対策及びソフト対策の拡充を図り、

各々の災害対応力を強化する必要がある。【町・

県】 

者・町・県】 

-5 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、施

設管理者と非農業者を含めた地域住民が連携し、有害鳥獣対策

や農道、水路、ため池、林道等の地域資源の保全・管理を推進す

る。【町民・事業者・町・県】＜再掲＞ 

-2 大規模災害において、サプライチェーンを一貫して途絶させ

ないため、道路施設や海岸堤防、港湾施設や漁港施設等の耐震化

など地震・津波への対策を進めるとともに、輸送体制等の確保を

図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-13 港湾施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持等を図るため、施設の老朽化対策

として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。【町・県】

＜再掲＞ 

-14 漁港施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持又は道路の崩壊などで陸上輸送

が困難になった場合の海上輸送路の確保を図るため、施設の老

朽化対策として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。

【町】＜再掲＞ 

-9 防波堤等の漁港施設の機能の保全を行うため、施設の老朽化

対策として、長寿命化のための調査や計画策定を実施するとと

もに、計画に基づく整備を行うよう努める。【町】＜再掲＞ 

-10 防災・減災対策として、防波堤の嵩上げ等の漁港施設の機能

強化に係る整備を行うよう努める。【町】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○災害時における物資の供給等に関する協定締結数＜再掲＞  R1：7協定  ⇒  R6：10 協定 

○耐震岸壁を有する港湾数＜再掲＞  R1：0箇所  ⇒  R6：1箇所 

○津波・高潮対策など長寿命化対策が図られた漁港数＜再掲＞  R1：8箇所  ⇒  R6：11箇所 

○長寿命化計画に基づき橋梁の長寿命化対策を実施した橋梁数＜再掲＞  R1：1橋  ⇒  R6：11橋 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 

6 

大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の

電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとと

もに、これらの早期復旧を図る 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
6-1 

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LP ガス

サプライチェーンの機能の停止 

脆弱性評価 対応策 



- 74 - 

○主に震度６弱以上の地域及び津波で浸水する

地域、台風による倒木や飛来物の影響で、電柱

（電線）や送電線の鉄塔の倒壊や折損などの被

害が発生し、大規模かつ長期間にわたり停電す

る可能性があるため、早期の復旧を図る必要が

ある。また、発変電所・送電線網や電力システ

ムの災害対応力強化及び復旧迅速化を図り、町

と連携した災害対応を図る必要がある。【事業

者・町】 

○石油タンクの耐震基準への適合率は 97.9％

（H25）であり、耐震改修を促進させる必要が

ある。また、沿岸部のタンクにおいては、津波

や高潮対策を講じる必要がある。【事業者】 

○エネルギー供給施設の災害に備え、関係機関に

よる合同訓練の実施等を推進する必要がある。

加えて自衛防災組織の充実強化を図る必要が

ある。【事業者・町・県】 

○エネルギー供給源の多様化のため、再生可能エ

ネルギー等の自立・分散型エネルギーの導入を

促進する必要がある。【事業者・町・県】 

-21 発災時においても電力供給を確保するため、水力発電設備、

火力発電設備、原子力発電設備、送電設備、配電設備など各設備

毎の耐震化対策や制御システムのセキュリティ確保のための評

価認証制度の活用を図るとともに、重要な送電線の２回線化な

どバックアップ体制の整備も図る。また、応急復旧体制の整備や

応急復旧用資機材等の確保を図る。【事業者】＜再掲＞ 

-22 発災時においてもガス供給を確保するため、設備の耐震性の

強化充実を図る。また、地震発生時の情報連絡体制及び職員の動

員体制を確立するとともに、速やかに、設備を復旧できるよう

に、平時から応急復旧用資機材を備え、停電対策の整備を図る。

【事業者】＜再掲＞ 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-2 危険物等関係施設の安全性を確保するため、事業所における

自衛消防組織等の設置や自主点検の実施などを図るため指導を

行うとともに、事業者等に対し、講習会、研修会を実施し、危険

物等に関する知識の向上を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-1 再生可能エネルギーの導入促進は、地球温暖化対策の観点や

エネルギー源の分散化や地域経済への波及効果の観点から重要

であり、災害による停電時の自主電力確保を推進するため、「住

宅用太陽光発電設備設置への補助」や「家庭用蓄電池設置への補

助」、「公共施設への太陽光発電システムや蓄電池の整備」など再

生可能エネルギーの導入促進に取り組む。【町民・事業者・町・

県】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○防災拠点となる公共施設等への再生可能エネルギー等導入施設数＜再掲＞  R1：11施設  ⇒  R6：15 施設 

○住宅への太陽光発電設備の設置件数  R1：115 件  ⇒  R6：200 件 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 

6 

大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の

電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとと

もに、これらの早期復旧を図る 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
6-2 

上水道等の長期間にわたる供給停止 

脆弱性評価 対応策 
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○上水道施設等の耐震化が進められているが、基

幹管路の延長が長いことから、現状でその耐震

化率は上水で 37.5％（H30）にとどまっている。

その推進のためには、香川県広域水道企業団や

水道事業者間の連携による人材やノウハウの

強化等を進める必要がある。また、停電の影響

を受け、非常用発電機の未整備若しくは非常用

発電機の燃料不足により供給停止となる可能

性があるため、その対策が必要となる。【町・

県】 

○大規模災害時に速やかに復旧するために、広域

的な応援体制を整備するとともに、ＢＣＰの策

定、雨水・下水道再生水等の水資源の有効利用

等を検討し、普及・促進する必要がある。【町

民・事業者・町・県】 

-19 水道施設について、地震による施設損傷や漏水に伴う断水を

最小限にとどめるため、計画的な耐震化及び長寿命化計画の策

定等を通じた老朽化対策を推進するとともに、水道供給におけ

る停電時の対策、応急給水・応急復旧体制の整備、他事業者との

広域的な応援体制の強化などの体制整備を行う。また、机上及び

実地訓練における震災対策などの訓練や研修等を通じて、ノウ

ハウの強化を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-17 地下水の適正かつ合理的な利用を促進するため、関係団体と

連携して、自主規制などを行い、地下水の保全を図る。また、雨

水や下水再生水の再利用を促進するため、再生水等の供給環境

を整備するとともに、町民への普及・啓発を図る。【町民・事業

者・町・県】＜再掲＞ 

-18 災害時に活用可能な井戸の確保に努めるとともに、普段活用

されていない飲用井戸を水道水の代用水源として活用するた

め、水質検査などの体制整備を図る。【町民・事業者・町】＜再

掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○内海浄水場における非常用発電設備の整備率＜再掲＞  R1：0％  ⇒  R6：100％ 

○上水道の基幹管路の耐震化率＜再掲＞  H30：37.5％  ⇒  R6：40.0％ 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 

6 

大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の

電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとと

もに、これらの早期復旧を図る 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
6-3 

汚水処理施設・ごみ処理施設等の長期間にわたる機能停止 

脆弱性評価 対応策 

○施設の被災により、処理が困難となる可能性が

あるが、県と連携して耐震化を着実に推進する

必要がある。また、停電の影響を受け、非常用

発電機の未整備若しくは非常用発電機の燃料

不足により処理場の機能停止が想定される。さ

らに、被災時の施設の業務継続を図るためのＢ

ＣＰ策定を促進していく必要がある。【町・県】 

○浄化槽については、老朽化した単独浄化槽から

合併浄化槽への転換を促進する必要がある。

【町民・町・県】 

○施設の耐震化等の推進とあわせて、代替性の確

保及び管理主体の連携、管理体制の強化等を図

-20 下水道施設の耐震診断を実施し、改築更新時期等を考慮し

て、計画的に耐震対策を実施するとともに、下水道ＢＣＰの策定

推進や応急復旧等の体制整備を図る。また、持続可能な下水道事

業の実施を図るため、長寿命化計画を策定し、適切な施設管理に

努める。【町】 

-7 農業に係る生産基盤等について、災害に対応するため、水源

であるため池や基幹的農業水利施設、農道、林道等の改修・整備

を推進する。また、農業集落排水施設の機能保全を維持・推進す

るため、施設の老朽化や耐震化について、機能診断調査等を行う

とともに、調査結果に基づき計画の策定等の支援を行う。【事業

者・町・県】＜再掲＞ 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調
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る必要がある。【町・県】 査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-7 老朽化した単独浄化槽から合併浄化槽への転換を促進する。

【町】 

-3 廃棄物処理施設について、地震による施設の被害を抑えると

ともに、非常用発電設備の導入など停電対策を実施するほか、迅

速な応急復旧を図るため、施設の安全強化、応急復旧体制、広域

応援体制の整備、十分な大きさの仮集積場・処分場の候補地の選

定等を行うとともに、広域処理を行う地域単位で、一定程度の余

裕を持った処理施設の能力を維持し、災害廃棄物処理機能の多

重化や代替性の確保を図るよう努める。【町】 

-4 災害時大量に排出される災害廃棄物等について、新たな最終

処分場の建設を行うことで、処理能力を維持するとともに、災害

時の受入れ容量を確保する上でも、産業廃棄物の減容、選別を行

う中間処理施設の整備を検討する。【町】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○汚水処理施設及びごみ処理施設における非常用発電設備の整備率  R1：0％  ⇒  R6：50％ 

○新たな一般廃棄物最終処分場の整備率  R1：19％  ⇒  R6：100％ 

○中間処理施設の整備率  R1：0％  ⇒  R6：100％ 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 

6 

大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の

電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとと

もに、これらの早期復旧を図る 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
6-4 

陸・海・空のネットワークが分断する事態 

脆弱性評価 対応策 

○陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、

地震、津波、水害、土砂災害対策等や老朽化対

策を着実に進めるとともに、複数輸送ルートの

確保を図る必要がある。また、迂回路として活

用できる農道等について、幅員、通行可能過重

等の情報を道路管理者間等で共有する必要が

ある。【事業者・町・県】 

○発災後は周辺の被害状況や交通機関の被害状

況により、利用者が円滑に避難・帰宅できなく

なる可能性もあるので、迅速な輸送経路確保に

向けて、関係機関の連携等により情報収集・共

有、情報提供など必要な体制整備を図る必要が

-9 耐震点検結果に基づき、落橋、変形等の被害が予想される道

路施設のうち、長寿命化計画に沿って、緊急度の高いところから

速やかに耐震補強工事等を行う。また、新たな道路、橋梁等を建

設するときは、耐震性を考慮した整備を行うなど、道路機能の確

保を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-10 道路ネットワークの安全性、信頼性を確保するために、橋梁

の老朽化対策として、長寿命化計画を策定し、予防的な修繕及び

計画的な架け替えの実施を行うとともに、主要な道路について

代替路を確保するための道路整備など複数ルートの確保を図

る。【町・県】＜再掲＞ 

-11 道路法面の崩壊、路面の損傷等が予想される危険個所につい

て防災工事や道路の拡幅を行うなど道路施設の整備を図る。
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ある。【事業者・町・県】 

○物流インフラが被災した場合には事業者だけ

では解決できない問題があり、関係機関との協

力・連携のもとでハード・ソフト両面の対策に

ついて、事前に十分準備する必要がある。【事

業者・町・県】 

○町内の港湾において、事業者や利用者、利害関

係者等と連携した港湾ＢＣＰの策定を促進す

ることにより、大規模災害時に、緊急物資の輸

送等の優先業務を継続させ、低下した物流機能

をできる限り早期に回復できること等を行え

るようにする必要がある。【町・県】 

○幹線交通の分断の態様によっては、現状におい

て代替機能が不足することが想定され、輸送ル

ート代替性の確保を図る必要がある。 また、

幹線交通の分断は、影響が極めて甚大な被害で

あるため、関係機関が連携して幅広い観点から

さらなる検討を進める必要がある。【事業者・

町・県】 

○孤立集落では、陸路が寸断され、救助活動や物

資支援の障害となることが想定されるため、早

期に啓開できるよう計画を立てる必要がある。

【町民・町】 

○港湾機能について、フェリー航路を有する坂手

港、内海港、池田港が海上輸送上重要な港湾で

あることから、発災時にその機能が確保できる

よう耐震化対策を着実に進める必要がある。ま

た、その役割が果たせるよう、関係機関との情

報共有や協力体制の構築を図る必要がある。

【事業者・町・県】 

○大部分の輸送を海上ルートに頼らざるを得な

い離島において、航路の維持確保は必要不可欠

なことから、施設の耐震化・機能強化を図る一

方で、フェリー事業者との連携・協力体制を構

築する必要がある。【事業者・町・県】 

○輸送基盤の地震、津波、水害、土砂災害対策等

を着実に推進する必要がある。【事業者・町・

県】 

○大規模な自然災害が発生した場合の防災・減災

【町・県】 

-12 道路の路面下の空洞化による陥没等を防ぐため、空洞化状況

の効果的かつ効率的な調査方法についても検討を行う。【事業

者・町・県】 

-7 物資の緊急輸送体制や救急・救命・消防活動体制を強化する

ため、町道・県道及び国道の拡幅など道路施設の整備を積極的に

推進する。【町・県】＜再掲＞ 

-8 災害時に輸送ルートの迂回路として利用可能な農免道路や農

道、林道等の情報について、代替路の確保等の観点から、関係者

間で緊密に情報共有を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-1 緊急輸送路等について、障害物の除去などの道路啓開を円滑

に実施するため、関係機関が連携し、応急復旧用資機材の確保な

ど体制整備を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-13 物資の緊急輸送体制や救急・救命・消防活動体制を強化する

ため、道路啓開作業等の主体となる建設業者等のＢＣＰ策定を

促進し、発災時の作業体制の確保に努める。【町民・事業者・町・

県】＜再掲＞ 

-5 大規模な災害の発生に備え、坂手港、内海港及び池田港など

の港湾について、迅速な航路啓開の体制を確立し、各港湾を拠点

とした緊急物資輸送や緊急避難、エネルギー輸送など、離島にお

ける物流拠点としての体制整備を図る。【町・県】 

-13 港湾施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持等を図るため、施設の老朽化対策

として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。【町・県】

＜再掲＞ 

-16 孤立集落等において、迅速な復旧活動や物資支援が行えるよ

う、道路・海岸堤防等の耐震補強等必要な安全性を確保するとと

もに、障害物の除去等を円滑に実施するため、応急対策資機材の

確保や関係機関との連携強化などに努める。【事業者・町・県】 

-14 漁港施設について、発災時における緊急物資や人員の輸送、

最低限の経済・物流活動の維持又は道路の崩壊などで陸上輸送

が困難になった場合の海上輸送路の確保を図るため、施設の老

朽化対策として、長寿命化計画に基づく整備を行うよう努める。

【町】＜再掲＞ 

-15 坂手港～高松港・神戸港、草壁港～高松港、池田港～高松港、

福田港～姫路港のフェリー航路の維持を図るとともに、事業者

と連携を強化することにより、陸路が遮断された場合の代替輸

送手段及び避難手段の確保を図る。【事業者・町・県】 

-9 防波堤等の漁港施設の機能の保全を行うため、施設の老朽化
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に対する施設整備が途上であること、災害には

上限がないこと、復旧・復興には様々な機関が

関係することを踏まえ、関係機関が連携してハ

ード対策の着実な推進と警戒避難体制整備等

のソフト対策を組み合わせた対策を進める必

要がある。【町民・事業者・町・県】 

対策として、長寿命化のための調査や計画策定を実施するとと

もに、計画に基づく整備を行うよう努める。【町】＜再掲＞ 

-10 防災・減災対策として、防波堤の嵩上げ等の漁港施設の機能

強化に係る整備を行うよう努める。【町】＜再掲＞ 

-14 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害

時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の理念を

基本とし、町、県、国など関係機関が協力し、ハード・ソフトの

施策を柔軟に組み合わせ、津波等の防災対策を効率的かつ効果

的に推進する。【町民・事業者・町・県・国】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○耐震岸壁を有する港湾数＜再掲＞  R1：0箇所  ⇒  R6：1箇所 

○津波・高潮対策など長寿命化対策が図られた漁港数＜再掲＞  R1：8箇所  ⇒  R6：11箇所 

○長寿命化計画に基づき橋梁の長寿命化対策を実施した橋梁数＜再掲＞  R1：1橋  ⇒  R6：11橋 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 

6 

大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の

電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとと

もに、これらの早期復旧を図る 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
6-5 

避難所の機能不足等により避難者の生活に支障が生じる事態 

脆弱性評価 対応策 

○地震、津波、水害、土砂災害に対応でき、かつ

想定避難者数を収容することができる新たな

避難所、避難施設の整備を検討する必要があ

る。【町】 

○学校体育館や公民館など既存の指定避難所に

おける安全性を確保するため、施設の耐震化や

吊り天井対策を実施するとともに、老朽化対策

を行っていく必要がある。【町】 

○既存の避難所について、食料、飲料水等の物資

等の備蓄、仮設トイレ、非常用電源、テレビ・

ラジオ等資機材の確保などの機能強化を図る

とともに、避難者のプライバシー確保によるス

トレス軽減対策や避難所生活環境の改善を行

う必要がある。【町】 

○やむを得ず避難所に避難していない在宅避難

者や車中避難者の安否確認・健康管理を行い、

不安の解消を図る必要がある。【町・県】 

○避難者のニーズに迅速に応じることができる

-2 防災拠点施設等において、非常用電源・自家発電設備や太陽

光発電設備と蓄電池を組み合わせた設備などの整備等に努める

とともに、停電や燃料不足により災害対応に支障を来たすこと

がないよう、非常用電源の運転等に必要な燃料供給等について、

民間事業者等と協定を締結するなど調達の確保を図る。【事業

者・町】＜再掲＞ 

-1 学校、公民館、社会福祉施設、病院、保育所等の公共的施設

については、避難所等としての利用も勘案し、耐震診断・耐震補

強工事等に関する情報提供による啓発、相談体制の整備等を通

じて、施設の耐震化の促進や施設の快適性の向上を図る。なお、

学校施設・公民館等においては、吊り天井等の非構造部材の耐震

化等の落下防止対策を推進する。【事業者・町】＜再掲＞ 

-2 多数の者が利用する公共施設等について、利用の状況等を勘

案し、計画的な耐震診断、耐震補強工事等の耐震化を図る。【事

業者・町・県】＜再掲＞ 

-12 災害の危険が切迫した緊急時に避難するための指定緊急避

難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所を指定

し、必要に応じて施設の補強、補修等を行うとともに、食料、飲
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よう、人的受援・物的受援の体制を整える必要

がある。【町】 

○避難所における医療・保健・福祉や今後の生活

再建等にかかる相談体制の構築など関係者が

連携・協力する必要がある。【町・県】 

料水等の物資等の備蓄、仮設トイレ、非常用電源、ラジオ等資機

材の確保などに努め、避難場所等の機能強化を図る。【町】＜再

掲＞ 

-14 地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、防災関係機

関等との連携を図るため、町や消防機関の指導の下に、自主防災

組織と地域の事業者等との連携により、初期消火、応急救護、避

難、避難誘導、避難所運営等の訓練を行う。【町民・事業者・町】

＜再掲＞ 

-24 食料（食物アレルギーへの対応を含む。）や飲料水等につい

て、災害時に提供可能な在庫状況の確認を行うとともに、関係業

界等と協定を締結するなどして、調達の確保を図る。【事業者・

町・県】＜再掲＞ 

-25 食料や飲料水等について、孤立が想定される集落など地域の

地理的条件等も踏まえて、食料等の確保目標を設定し、あらかじ

め備蓄倉庫を確保して備蓄に努めるとともに、関係業界等と協

定を締結するなどして、調達の確保を図る。【事業者・町】＜再

掲＞ 

-28 避難所に帰宅困難者が来訪した場合の対応を定めておくな

ど避難所の運営体制の整備に努める。また、帰宅困難者のため

に、一時的に滞在できる施設の確保の検討を行う。【事業者・町・

県】＜再掲＞ 

-4 避難者数の増加に備え、避難所やトイレ、簡易ベッドなどの

資機材等の確保を図るほか、救護所の設置など医療救護体制を

強化する。【事業者・町】＜再掲＞ 

-6 医師会が組織する災害派遣チーム（ＪＭＡＴ）等が避難所・

救護所等において、円滑に医療・保健衛生等の活動ができるよ

う、必要な体制整備を進める。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-13 他県からの災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）等が、被災地の

社会福祉施設や避難所等において、円滑に福祉活動ができるよ

う、必要な体制整備を進める。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-14 災害時要配慮者のための福祉避難所について、町と社会福祉

施設等が設置・運営に関する協定を締結した上で、訓練の実施や

研修等を通じて、福祉避難所を速やかに開設できる体制の整備

を図る。【事業者・町】 

-1 再生可能エネルギーの導入促進は、地球温暖化対策の観点や

エネルギー源の分散化や地域経済への波及効果の観点から重要

であり、災害による停電時の自主電力確保を推進するため、「住

宅用太陽光発電設備設置への補助」や「家庭用蓄電池設置への補

助」、「公共施設への太陽光発電システムや蓄電池の整備」など再
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生可能エネルギーの導入促進に取り組む。【町民・事業者・町・

県】＜再掲＞ 

-4「プッシュ型支援」においては、町の物資需要に関する情報収

集を行い、必要とされる物資の予測が、また、「プル型支援」に

おいては、被災者のニーズを的確に把握し、適切な量と品質の物

資の確実な供給が、それぞれ必要となるため、こうした支援が円

滑に行えるよう、受援計画・受援マニュアル等を作成するととも

に、体制整備を図る。【事業者・町】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○防災拠点となる公共施設等への再生可能エネルギー等導入施設数＜再掲＞  R1：11施設  ⇒  R6：15 施設 

○避難所等におけるポータブル蓄電池の整備数＜再掲＞  R1：0台  ⇒  R6：20台 

○災害用備蓄物資の備蓄量（飲料水（2 /本））＜再掲＞  R1：3,150 本（6,300 ）  ⇒  R6：5,000 本（10,000

 ）

○災害用備蓄物資の備蓄量（食料（食））＜再掲＞  R1：6,580 食  ⇒  R6：8,000 食 

○災害用備蓄物資の備蓄倉庫施設数＜再掲＞  R1：2施設  ⇒  R6：4施設 

○公共施設の吊り天井等の落下防止対策未実施棟数＜再掲＞  R1：1棟  ⇒  R6：0棟 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 7 制御不能な二次災害を発生させない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
7-1 

市街地での大規模火災の発生 

脆弱性評価 対応策 

○大規模な地震災害や風水害など過酷な災害現

場での救助活動能力を高めるため、警察、消防

等の体制・装備資機材や訓練環境等の更なる充

実強化・整備を図るとともに、通信基盤･施設

の堅牢化・高度化等を推進する必要がある。ま

た、消防団、自主防災組織の充実強化、災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成、災害派遣福

祉チーム（ＤＷＡＴ）の創設等、ハード・ソフ

ト対策を組み合わせて横断的に進める必要が

ある。【町民・事業者・町・県】 

○火災予防・被害軽減のための取組を推進する必

要がある。また、大規模火災のリスクの高い地

震時等に著しく危険な住宅密集地の改善整備

については、その解消には至っていないため、

公園など避難地等の整備、建築物の不燃化等に

より官民が連携して計画的な解消を図る必要

がある。また、目標達成後も中長期的な視点か

-4 大規模な災害が発生した場合における救助活動能力を高める

ため、町、県、警察、消防等が協力して、消防ポンプ自動車、高

性能救助車等の車両及び小型動力ポンプ、ＡＥＤ等の資機材の

確保など体制整備を進めるとともに、訓練環境の更なる充実強

化・整備を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-17 消防本部の指令センターや消防救急無線等の情報通信施設

等について高機能化及び耐災害性を強化するとともに、警察関

係の通信施設等の耐災害性の強化を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-16 災害時に地域の災害警備活動の拠点となる警察署、交番等の

施設について、計画的な整備に努め、耐震化の促進など耐震性の

確保を図る。また、消防団屯所等についても、耐震化を進めると

ともに、津波対策の観点から移転が必要な施設については移転

を着実に進める。【町・県】＜再掲＞ 

-23 同時多発、交通障害、水利の破損等困難な特徴をもつ地震火

災に対して、適切かつ効果的な消防活動を行うため、活動体制、

消防職員・消防団員の非常招集方法などの体制をあらかじめ定

めておく。【事業者・町】＜再掲＞ 
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ら住宅密集地の改善に向けて取り組む必要が

ある。【町民・町】 

○停電による信号機の停止が原因で発生する交

通渋滞を回避する必要がある。【県】 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-2 訓練の実施等を通じて、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の

養成をはじめ体制の整備を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-12 訓練の実施や研修等を通じて、社会福祉法人等職員によって

構成される災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を創設するなど、福

祉分野における体制の整備を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-32 地域における防災対策を円滑に行うため、自主防災組織を結

成・育成するとともに、共助の観点から、その活動に積極的に参

加するよう努める。【町民】＜再掲＞ 

-33 自主防災組織の育成を推進するとともに、自主防災組織によ

る様々な地域活動団体との連携強化、実践的で多様な世代が参

加できる防災訓練の充実、必要な資機材等の整備促進や自主防

災組織のリーダーの研修に努める。【町民・事業者・町・県】＜

再掲＞ 

-13 各家庭に消火器、消火バケツ等の初期消火用具が常備される

よう普及に努めるとともに、自主防災組織等地域住民による初

期消火活動が積極的に行われるよう指導育成に努める。【町民・

事業者・町】＜再掲＞ 

-14 地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、防災関係機

関等との連携を図るため、町や消防機関の指導の下に、自主防災

組織と地域の事業者等との連携により、初期消火、応急救護、避

難、避難誘導、避難所運営等の訓練を行う。【町民・事業者・町】

＜再掲＞ 

-24 女性や学生の入団促進を含めた団員の確保対策及び消防団

ＯＢ等による機能別消防団員や大規模災害団員の導入などによ

り、消防団の活性化や地域防災力の向上を図る。【町民・事業者・

町】 

-15 市街地における火災の危険を防除するため、市街地の中心部

で土地利用度、建築密度が高く、防災上特に重要な地区を指定

し、建築材料、構造等の制限を行うほか、市街地にある不良住宅

地の改良促進を行い、住宅の不燃化、住環境の整備を図る。【町

民・町・県】＜再掲＞ 

-16 街路、公園緑地等の適正な整備により、火災の延焼を防止す

るとともに、災害時における避難場所等としての機能の確保を

図る。【町】＜再掲＞ 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停

電等にも対処できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進す
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る。【県】＜再掲＞ 

-2 大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な住宅密集

地の改善整備については、施設そのものに対する被害の防止、避

難地等の整備や土地利用に対する規制・誘導を組み合わせ、復

旧・復興段階をも見据えた各種検討と安全な地域づくりに努め

る。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-1 町営住宅について、既存入居者の安全性及び居住快適性を確

保するとともに、発災後のみなし仮設住宅としての使用も考慮

し、既存ストックの老朽化対策として、長寿命化計画に基づく整

備を行っていくよう努める。【町】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○消防団員の条例定数充足率  R1：94.7％（341 人/360 人）  ⇒  R6：100％ 

○自治会・自主防災組織等が主体の防災訓練・避難訓練の実施団体数＜再掲＞ 

R1：11 団体（33団体中）  ⇒  R6：20 団体（33団体中） 

○防火水槽整備箇所数  R1：98 箇所  ⇒  R6：100 箇所 

○消防団車両の更新＜再掲＞  R1：0台  ⇒  R6：3台 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 7 制御不能な二次災害を発生させない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
7-2 

沿道の建物等倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

脆弱性評価 対応策 

○沿道の建物倒壊による被害、交通麻痺を回避す

る観点から、町及び県が連携した取組を強化す

る必要がある。また、被害により人材、資機材、

通信基盤を含む行政機能が低下し、災害時にお

ける救助、救急活動等が十分になされないおそ

れがあることから、それらの耐災害性の向上を

図る必要がある。【町民・町・県】 

 住宅及び防災拠点となる公共施設等の耐震化

率は、住宅が 57％（H25）と低いが、防災拠点

となる公共施設等は 88.6％（H30）と一定の進

捗がみられる。耐震化の必要性に対する認識不

足、耐震改修の経済的負担が大きいことなどか

ら、目標達成に向けてきめ細かな対策が必要で

あり、また、吊り天井など非構造部材の耐震対

策を推進する必要がある。【町民・町・県】 

○停電による信号機の停止が原因で発生する交

通渋滞を回避する必要がある。【県】 

-17 消防本部の指令センターや消防救急無線等の情報通信施設

等について高機能化及び耐災害性を強化するとともに、警察関

係の通信施設等の耐災害性の強化を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-1 学校、公民館、社会福祉施設、病院、保育所等の公共的施設

については、避難所等としての利用も勘案し、耐震診断・耐震補

強工事等に関する情報提供による啓発、相談体制の整備等を通

じて、施設の耐震化の促進や施設の快適性の向上を図る。【事業

者・町】＜再掲＞ 

-3 防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、香川

県防災行政無線、香川県防災情報システムやＬアラート（公共情

報コモンズ）などを活用した情報通信体制の整備の推進、情報通

信施設の耐震性の強化、防災行政無線のデジタル化の促進等を

図るとともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）など、

緊急地震速報等の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築

に努める。また、商用電源停電時も通信設備に支障のないよう、

自動起動の非常用発電設備等の整備を図る。また、町民への情報

伝達に有効な同報系無線、戸別受信機等の整備・更新にも努め、
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町民による情報伝達体制も確立する。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-3 住宅をはじめとした民間建築物について、住宅における家具

類等の固定による住宅空間の耐震化、耐震診断・耐震改修の補助

制度の活用や情報提供による啓発、相談体制等の整備等を通じ

て、建築物の耐震化の促進を図る。特に、災害応急対策活動に必

要な人員や物資等の輸送経路となる緊急輸送道路沿いの民間建

築物について、重点的な耐震化の促進に努める。【町民・事業者・

町・県】＜再掲＞ 

-11 町民が徒歩で安全かつ確実に避難できるよう、避難路等を指

定・整備し、その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・

改善に努めるとともに、沿道の危険ブロック塀等の倒壊による

事故を防止するための危険ブロック塀等の撤去支援を行う。ま

た、耐震性、十分な幅員があること、火災の延焼、浸水、がけ崩

れ等の危険がないことなどを考慮して、避難路を複数ルート選

定するものとし、既存の避難用の道路等について必要に応じて

補強、補修等を行い、避難活動が円滑かつ安全に行えるよう努め

る。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-18 交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停

電等にも対処できるよう信号機電源付加装置等の整備を推進す

る。【県】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○民間住宅耐震対策支援事業による耐震診断・耐震改修の戸数＜再掲＞ 

  耐震診断  R1：40 件  ⇒  R6：80件 

  耐震改修  R1：11 件  ⇒  R6：30件 

○町立の学校・幼稚園・保育所・公民館の耐震化率＜再掲＞  R1：90.3％【28 施設/31 施設】  ⇒  R6：100％ 

○民間危険ブロック塀等撤去支援事業助成件数  R1：25 件  ⇒  R6：100 件 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 7 制御不能な二次災害を発生させない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
7-3 

ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次

災害の発生 

脆弱性評価 対応策 

○ため池については、築造年代が古く、堤体や取

水施設、洪水吐等の老朽化が進行しているもの

が多く、大規模地震や台風･豪雨等により決壊

し、下流の人家等に影響をあたえるリスクが高

-1 地震等により決壊した場合に甚大な被害が想定される大規模

ため池を中心に、決壊したときの浸水想定区域や避難場所・避難

所、避難経路を示すハザードマップの作成や普及啓発を促進し、

町民の避難体制の確立を図る。【町民・事業者・町・県】＜再掲
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いため、一斉点検の結果に基づく対策を実施す

る必要がある。【町民・事業者・町・県】 

○大規模な地震に対するダムの耐震性能照査を

行い、堤体やダム用ゲート設備等が損傷し、利

水・治水の面で機能不全となる恐れがあるダム

については、その照査結果に基づき渇水に対応

した再開発も含めた対策の実施を行う必要が

ある。【町・県】 

○河川整備については、河川整備計画に基づき整

備を行っているが、大規模な風水害が発生した

場合には浸水する恐れもあるので、完了に向け

て計画的かつ着実に整備を行う必要がある。

【町・県】 

○土砂災害防止対策、重要施設の耐震化・液状化

対策・排水対策等が進められているが、想定す

る計画規模に対する対策に時間を要しており、

また想定規模以上の地震等では対応が困難と

なり、大きな人的被害が発生するおそれがあ

る。このため、町・県・地域住民・施設管理者

等が連携し、ハードとソフトを適切に組み合わ

せた対策をとる必要がある。【町民・町・県】 

＞ 

-2 地震等に伴うため池の決壊等を未然に防止するため、老朽化

ため池の整備を行うとともに、農業用水を確保し、管理者による

適切な保全管理に努める。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-3 地震等により決壊した場合に甚大な被害が想定される大規模

ため池を中心に、計画的に耐震診断を実施し、国の防災対策を踏

まえ、必要な耐震化整備を行うなどにより、地域の安全性の確保

を図る。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-4 豪雨や台風等による被害を未然に防止するため、防災上危険

で放置することのできない中小規模ため池を対象に、保全また

は機能廃止を含めた防災のための整備を促進する。【町・県】＜

再掲＞ 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-1 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備

計画」に基づき、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など

地震・津波対策を行うとともに、新設に当たっては耐震性を考慮

して整備する。また、堰、水門、ダム等防災上重要な施設につい

ては、発災時に大きな被害が出ないように、長寿命化計画の策定

等に努める。なお、ダムの再開発を行う際には、利水容量の確保

等により、渇水にも対応できるよう整備を行う。【町・県】＜再

掲＞ 

-2 浸水等河川流域の災害による被害の軽減を図るため、維持・

修繕等を行うとともに、河積の確保や堤防の整備、上流ダムの建

設等による整備を行う。【町・県】＜再掲＞ 

-9 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備

計画」に基づき、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など

地震・津波対策を行うとともに、地震発生時に適切な避難が行え

るよう、避難方法等について、あらかじめ十分な広報・啓発を行

う。【町・県】＜再掲＞ 

-14 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害

時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の理念を

基本とし、町、県、国など関係機関が協力し、ハード・ソフトの

施策を柔軟に組み合わせ、津波等の防災対策を効率的かつ効果

的に推進する。【町民・事業者・町・県・国】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○防災重点ため池決壊に伴う浸水想定区域図の作成箇所＜再掲＞  R1：13 箇所  ⇒  R6：53 箇所 

○防災重点ため池ハザードマップの作成率＜再掲＞  R1：0％  ⇒  R6：50％ 
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○想定し得る最大規模の降雨による洪水ハザードマップの作成＜再掲＞  R1：未作成  ⇒  R6：作成 

○ダム下流河川の浸水想定図・ハザードマップの作成＜再掲＞  R1：未作成  ⇒  R6：作成 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 7 制御不能な二次災害を発生させない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
7-4 

農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

脆弱性評価 対応策 

○農地や農業水利施設等については、地域コミュ

ニティの脆弱化により、地域の共同活動等によ

る保全管理が困難となり、地域防災力・活動力

の低下が懸念されるため、地域の主体性・協働

力を活かした地域コミュニティ等による農地・

農業水利施設等の地域資源の適切な保全管理

や自立的な防災・復旧活動の体制整備を推進す

る必要がある。【町民・町・県】 

○森林については、市町村森林整備計画におい

て、水源かん養機能維持増進森林及び山地災害

防止・土壌保全機能維持増進森林に区分された

育成林の機能が良好に保つよう努めているが、

森林の整備及び保全等を適切に実施しない場

合には、森林が有する国土保全機能（土砂災害

防止、洪水緩和等）が損なわれるおそれがあり、

また、集中豪雨の発生頻度の増加等により、山

地災害の発生リスクの高まりが懸念される。こ

のため、適切な間伐等の森林整備や総合的かつ

効果的な治山対策を推進する必要がある。その

際、地域コミュニティ等との連携を図りつつ、

森林の機能が適切に発揮されるための総合的

な対応をとる必要がある。【町民、行政】 

○森林の整備にあたっては、地域に根差した植生

の保全等、自然と共生した多様な森林づくりが

図られるよう対応する必要がある。【町民、行

政】 

-6 防災・減災力の強化を含めた農業・農村の有する多面的機能

の維持・発揮の観点から、地域住民による共同活動に対する支援

を行い、有害鳥獣対策や農道、水路、ため池、林道等の地域資源

の適切な保全管理等を推進するとともに、これらを通じて、地域

防災力の強化を図る。【町民・事業者・町・県】 

-11 土石流や山地災害などの危険区域付近の町民に対して、異常

な状況の早期発見に留意するよう啓発するとともに、避難場所

及び避難所、避難経路、避難方法、情報の伝達手段等をあらかじ

め定めるなど土砂災害や山地災害の危険区域に対する警戒避難

体制を強化する。【町民・町・県】＜再掲＞ 

-16 山地災害危険地について、災害を未然に防止するため、危険

度の高いところから優先的に治山事業を行う。【町・県】＜再掲

＞ 

-13 山地災害のおそれがある箇所の調査・把握結果に基づき、間

伐等の森林整備と治山ダム工等の治山対策の効果的・効率的な

実施による災害に強い森林づくりを推進する。【町民・事業者・

町・県】＜再掲＞ 

-12 森林が有する多面的機能を発揮するため、地域コミュニティ

と連携した森林、林道等の整備・保全活動を推進する。【町民・

事業者・町・県】＜再掲＞ 

-11 森林の整備に当たっては、地域に根差した植林も活用しなが

ら、自然と共生した多様な森林づくりを推進する。【町民・事業

者・町・県】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○土砂災害ハザードマップの更新＜再掲＞  R1：未更新  ⇒  R6：更新（概ね 5年に 1度程度の更新） 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 8 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・
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回復できる条件を整備する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
8-1 

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅

に遅れる事態 

脆弱性評価 対応策 

-3 廃棄物処理施設について、地震による施設の被害を抑えると

ともに、非常用発電設備の導入など停電対策を実施するほか、迅

速な応急復旧を図るため、施設の安全強化、応急復旧体制、広域

応援体制の整備、十分な大きさの仮集積場・処分場の候補地の選

定等を行うとともに、広域処理を行う地域単位で、一定程度の余

裕を持った処理施設の能力を維持し、災害廃棄物処理機能の多

重化や代替性の確保を図るよう努める。【町】＜再掲＞ 

-4 災害時大量に排出される災害廃棄物等について、新たな最終

処分場の建設を行うことで、処理能力を維持するとともに、災害

時の受入れ容量を確保する上でも、産業廃棄物の減容、選別を行

う中間処理施設の整備を検討する。【町】＜再掲＞ 

-5 津波等により大量のごみや流木等が海に発生した場合に備

え、情報を的確に把握し、迅速に対応ができるよう、連携体制や

回収・処理体制の整備を図る。【町・県・国】 

-6 有害物質の漏洩による環境汚染を防止するため、有害物質を

取り扱っている事業者において、有害物質の飛散及び流出の防

止、周辺環境の汚染防止等の措置を講じるなど体制整備を図る。

【事業者・町・県】 

-6 港湾区域内の航路等について、漂流物等により船舶の運航に

支障が生じないよう、県や国と連携するとともに、関係企業や団

体の協力も求め、速やかな障害物の除去等に努める。【事業者・

町・県】 

-1 仮集積場・処分場の候補地の選定等を含めた災害廃棄物処理

計画については、県災害廃棄物連絡協議会において、県や市町と

の間において情報共有を図り、計画策定及び更新に取り組む。な

お、有害物質の漏えい等により、有害物質が災害廃棄物に混入し

た場合、災害廃棄物の処理に支障が生じることから、有害物質に

係る情報を事前に把握するよう努める。【事業者・町・県】 

-2 処理計画の実行性を高めるため、廃棄物処理の実務経験者や

専門的な技術に関する知識・経験を有する者をリストアップす

るとともに、研修会等の開催などにより、廃棄物処理に精通した

人材の育成を図る。【事業者・町・県】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○小豆地区災害廃棄物処理計画の策定率  R1：100％ 

○新たな一般廃棄物最終処分場の整備率＜再掲＞  R1：19％  ⇒  R6：100％ 
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○中間処理施設の整備率＜再掲＞  R1：0％  ⇒  R6：100％ 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
8 

大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・

回復できる条件を整備する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 8-2 

災害発生後の道路啓開や復旧・復興を担う人材等（専門家、コーデ

ィネーター、労働者、地域に精通した技術者等）の不足により道路

啓開や復旧・復興が大幅に遅れる事態 

脆弱性評価 対応策 

-12 応急対策全般への対応力を高めるため、緊急時に外部の専門

家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築

するよう努めるとともに、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興

のため、退職者の活用や民間の人材の任期付き雇用等の人材確

保方策をあらかじめ整えるよう努める。【町民・事業者・町・県】 

-13 復旧作業の長期化や作業人員の不足等に備え、あらかじめ民

間事業者等との間での協定の締結や道路啓開作業等の主体とな

る建設業者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業体制の確保

に努めるとともに、発災時の道路啓開を行う人材など、地域にお

いて、災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に

行えるよう、担い手の確保を図る。【町民・事業者・町・県】＜

再掲＞ 

-3 いかなる災害においても、発災後、早期に実施すべき応急業

務や、継続する必要性が高い通常業務といった非常時優先業務

を、適切に実施し、また継続するため、その業務の必要な人員・

資源の確保・配分等を定めたＢＣＰ（業務継続計画）の充実を図

り、その実効性を確保するためのＢＣＭ（業務継続マネジメン

ト）の体制を構築するよう努める。【町】＜再掲＞ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○業務継続計画（ＢＣＰ）の更新＜再掲＞  R1：未更新  ⇒  R6：更新 

○受援計画・受援マニュアルの作成＜再掲＞  R1：未作成  ⇒  R6：作成 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
8 

大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・

回復できる条件を整備する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
8-3 

地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に

遅れる事態 

脆弱性評価 対応策 

-32 地域における防災対策を円滑に行うため、自主防災組織を結
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成・育成するとともに、共助の観点から、その活動に積極的に参

加するよう努める。【町民】＜再掲＞ 

-33 自主防災組織の育成を推進するとともに、自主防災組織によ

る様々な地域活動団体との連携強化、実践的で多様な世代が参

加できる防災訓練の充実、必要な資機材等の整備促進や自主防

災組織のリーダーの研修に努める。【町民・事業者・町・県】＜

再掲＞ 

-1 地域住民に対する防災知識の普及啓発、学校における防災教

育の推進、大学等と連携した防災・危機管理に関するリーダーの

育成などを通じて、地域防災力の強化を図る。【町民・事業者・

町・県】 

-3 いかなる災害においても、発災後、早期に実施すべき応急業

務や、継続する必要性が高い通常業務といった非常時優先業務

を、適切に実施し、また継続するため、その業務の必要な人員・

資源の確保・配分等を定めたＢＣＰ（業務継続計画）の充実を図

り、その実効性を確保するためのＢＣＭ（業務継続マネジメン

ト）の体制を構築するよう努める。【町】＜再掲＞ 

-4 大規模な災害が発生した場合における救助活動能力を高める

ため、町、県、警察、消防等が協力して、消防ポンプ自動車、高

性能救助車等の車両及び小型動力ポンプ、ＡＥＤ等の資機材の

確保など体制整備を進めるとともに、訓練環境の更なる充実強

化・整備を図る。【町・県】＜再掲＞ 

-27 避難地域における空き巣や暴行・傷害などの犯罪行為が発生

する等、被災地全体の治安が悪化する可能性があるため、大規模

な地震災害等が発生した場合の避難所、空き家等における防犯

や安全確保が速やかに行えるよう治安維持のための体制整備を

図る。【町・県】＜再掲＞ 

-16 災害時に地域の災害警備活動の拠点となる警察署、交番等の

施設について、計画的な整備に努め、耐震化の促進など耐震性の

確保を図る。また、消防団屯所等についても、耐震化を進めると

ともに、津波対策の観点から移転が必要な施設については移転

を着実に進める。【町・県】＜再掲＞ 

-1 耐震化や老朽化対策等に関する国の新たな技術基準及び調

査・施工技術について、情報収集を行い、これらの新技術を積極

的に活用していく。【事業者・町・県】＜再掲＞ 

-1 町営住宅について、既存入居者の安全性及び居住快適性を確

保するとともに、発災後のみなし仮設住宅としての使用も考慮

し、既存ストックの老朽化対策として、長寿命化計画に基づく整

備を行っていくよう努める。【町】＜再掲＞ 
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重要業績指標（ＫＰＩ） 

○小豆警察署におけるＢＣＰ策定率＜再掲＞  H26：100％ 

○自治会・自主防災組織等が主体の防災訓練・避難訓練の実施団体数＜再掲＞ 

R1：11 団体（33団体中）  ⇒  R6：20 団体（33団体中） 

脆弱性評価 及び 対応策 

事前に備えるべき目標 
8 

大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・

回復できる条件を整備する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
8-4 

広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により

復旧・復興が大幅に遅れる事態 

脆弱性評価 対応策 

-5 洪水・内水・高潮からの円滑な避難を確保するため、想定し

得る最大規模の浸水想定（概ね 1,000 年に一回程度）を行い公表

して、ハザードマップの作成・更新を促進し、町民の避難体制を

確立するとともに、雨水管理総合計画を策定し、雨水公共下水道

事業を推進するほか、排水機場や雨水貯留管等の排水施設の整

備、新たな都市下水ポンプ場及び管路の新設、既存都市下水ポン

プ場の老朽化に伴う設備の更新・長寿命化を行う。【町民・町・

県】＜再掲＞ 

-1 河川や海岸堤防等について、「地震・津波対策海岸堤防等整備

計画」に基づき、優先箇所から、堤防の嵩上げや液状化対策など

地震・津波対策を行うとともに、新設に当たっては耐震性を考慮

して整備する。また、堰、水門、ダム等防災上重要な施設につい

ては、発災時に大きな被害が出ないように、長寿命化計画の策定

等に努める。なお、ダムの再開発を行う際には、利水容量の確保

等により、渇水にも対応できるよう整備を行う。【町・県】＜再

掲＞ 

-13 復旧作業の長期化や作業人員の不足等に備え、あらかじめ民

間事業者等との間での協定の締結や道路啓開作業等の主体とな

る建設業者等のＢＣＰ策定を促進し、発災時の作業体制の確保

に努めるとともに、発災時の道路啓開を行う人材など、地域にお

いて、災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に

行えるよう、担い手の確保を図る。【町民・事業者・町・県】＜

再掲＞ 

-1 災害発生後の円滑な復旧・復興のためには、土地の権利関係

を明確にした現地復元能力のある地籍図等を整備しておくこと

が必要不可欠であることから、地籍調査事業の実施を促進し、早

期の事業完了を目指す。【町民・町】 

-3 長期的な視点で災害に強いまちづくりを進めるため、地域防
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災計画との有機的な連携を図りつつ、関係機関が連携して都市

の防災機能の強化を図る。【町民・町・県】 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

○内海地区雨水総合管理計画の策定率＜再掲＞  R1：0％  ⇒  R6：100％ 

○都市下水ポンプ場機械設備・電気設備更新率＜再掲＞  R1：0％  ⇒  R6：100％ 

○洪水・内水・高潮ハザードマップの作成率＜再掲＞  R1：0％  ⇒  R6：100％ 

○地籍調査進捗率  R1：90％  ⇒  R6：97％ 



〒７６１－４４９２ 

香川県小豆郡小豆島町片城甲４４番地９５ 

小豆島町総務課 

ＴＥＬ ０８７９－８２－７００１ 

ＦＡＸ ０８７９－８２－７０２３ 

Ｅmail olive-somu@town.shodoshima.lg.jp 


